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教 育 委員 会 規 則 の あ らま し 

○ 名古屋市学校施設開放に関する規則の一部を改正する規則（第17号） 

  1 改正内容 

  (1) 名古屋市立志段味中学校の運動場の開放月日を変更します。（別表第

2関係） 

  (2) その他規定の整理を行います。（第12条関係） 

2 施行期日等 

  (1) 令和 4年 1月 7日から施行します。 

  (2) 許可の申請その他名古屋市立志段味中学校の運動場を使用するために

必要な手続は、施行日前においても行うことができることとします。 
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名古屋市告示第 570号 

   市営住宅入居希望者の公募及び入居者決定の抽せん 

 名古屋市営住宅条例（昭和29年名古屋市条例第25号。以下「住宅条例」とい

う。）第 4条第 1項の規定により、市営住宅に入居を希望する者を次のとおり

公募します。 

 なお、住宅条例第 8条第 1項の規定による選考の結果入居申込者数が公募戸

数を超えた場合には、同条第 2項の規定により、入居者決定の抽せんを行いま

す。 

  令和 3年11月 1日 

名古屋市長  河  村  た か し 

第 1 一般世帯向け区分 

  1 申込みの資格 

  (1) 市内に居住しているか、又は市内に勤務場所を有すること。 

  (2) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の予約者で令和 4年 5 

月31日までに全員で入居できるもの及び事実上婚姻関係と同様の事情に 

ある者を含む。）があること。 

  (3) 住宅条例第 5条第 1項第 3号に規定する基準の収入（改良住宅にあっ

ては、住宅条例第42条第 5項において読み替えられた収入）があって、

独立の生計を営み、住宅条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能

力があること。 

  (4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

  (5) 申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第77号）第 2条第 6号

に規定する暴力団員でないこと。 

  (6) 申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が市営住宅又は定
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住促進住宅に入居していた者であって、未納の家賃又は損害賠償金があ

るものでないこと。 

  (7) 申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が住宅条例第34条

第 1項（第 1号、第 3号、第 4号及び第 5号に該当するときに限る。） 

又は名古屋市定住促進住宅条例（平成 6年名古屋市条例第46号。以下「 

定住条例」という。）第20条第 1項（第 1号、第 3号、第 4号及び第 5 

号に該当するときに限る。）の規定による明渡しの請求を受けて市営住 

宅又は定住促進住宅を明け渡した者であって、その明渡しの日の翌日か

ら起算して 3年（ただし、住宅条例第20条の 2又は定住条例第16条の 2  

の規定に違反したことにより明渡請求を受けた者にあっては10年、その 

うち高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者と

して住宅条例第 5条第 2項で定める者にあっては 5年）を経過しないも

のでないこと。 

  2 申込み用紙の交付 

  (1) 場所 

各区役所及び各区役所支所並びに名古屋市住宅供給公社管理部管理課、

各方面事務所及び住まいの窓口 

  (2) 日時 

    ア 各区役所及び各区役所支所 

令和 3年11月19日（金）から同月30日（火）までの午前 8時45分か

ら午後 5時15分まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例（平成 3 

年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日（以下「 

名古屋市の休日」という。）を除く。 

イ 名古屋市住宅供給公社管理部管理課及び各方面事務所 

令和 3年11月19日（金）から同月30日（火）までの午前 8時45分か

ら午後 5時15分（木曜日にあっては、午後 7時00分）まで。ただし、

名古屋市の休日を除く。 

ウ 住まいの窓口 

令和 3年11月19日（金）から同月30日（火）までの午前10時00分か

ら午後 7時00分まで。ただし、水曜日及び木曜日を除く。 
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3 申込みの受付 

  (1) 方法 

    郵送による。 

  (2) 期間 

令和 3年11月21日（日）から同月30日（火）まで。ただし、期間内の

消印のあるものは有効とする。 

  4 抽せん 

    日時 

   令和 3年12月20日（月）午前10時00分 

  5 公募予定戸数 

   (1) 公営住宅 

空家住宅 210戸 

事故住宅 14戸 

 (2) 改良住宅      

空家住宅  4戸 

事故住宅  1戸 

第 2 子育て・若年世帯向け区分 

  1 申込みの資格 

第 1の一般世帯向け区分と同じ申込み資格を有し、かつ、世帯員に中学

校修了前の子がいる又は35歳以下の夫婦のみからなる世帯 

  2 申込み用紙の交付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  3 申込みの受付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  4 抽せん 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  5 公募予定戸数 

   公営住宅 

    空家住宅 148戸 
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第 3 多家族・多子世帯向け区分 

  1 申込みの資格 

第 1の一般世帯向け区分と同じ申込み資格を有し、かつ、世帯員総数 5

人以上の世帯又は18歳未満の子を 3人以上含む世帯 

  2 申込み用紙の交付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  3 申込みの受付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  4 抽せん 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  5 公募予定戸数 

     公営住宅 

空家住宅  15戸 

第 4 単身者向け区分 

  1 申込みの資格 

第 1の一般世帯向け区分の資格のうち (1)及び (3)から（7)までの資格

を有し、かつ、次のいずれかに該当する者。ただし、身体上又は精神上著

しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、これを受けることがで

きない者を除く。 

  (1) 60歳以上の者 

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者でその程度が 1級から 4級まで 

のもの 

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

(4) 愛護手帳又は療育手帳の交付を受けている者 

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

（平成18年政令第10号）第 1条に規定する特殊の疾病による障害によ

り障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証の交付を受け

ている者 

  (6) 戦傷病者手帳の交付を受けている者でその障害の程度が恩給法（大正
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12年法律第48号）の特別項症から第 6項症までのもの及び第 1款症の

もの 

(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成 6年法律第 117号） 

第11条第 1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 

  (8) 生活保護法（昭和25年法律第 144号）第 6条第 1項に規定する被保護

 者 

  (9) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して 5年を経過して

いないもの 

(10) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（ 

平成13年法律第63号）第 2条に規定するハンセン病療養所入所者等 

(11) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第 

 7条第 1項の規定による支給認定を受けている者 

(12)  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13

年法律第31号）第 1条第 2項に規定する被害者又は同法第28条の 2に

規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のア又はイのいず

れかに該当するもの 

ア 同法の規定による一時保護又は同法の規定による保護が終了した日

から起算して 5年を経過しない者 

イ 同法の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令

がその効力を生じた日から起算して 5年を経過しないもの 

(13) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦 

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号） 

第14条第 1項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（ 

平成19年法律第 127号）附則第 4条第 1項に規定する支援給付及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律の一部を改正する法律（平成25年法律第 106号）附則第 2条第 

 2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。） 

を受けている者 

2 申込み用紙の交付 
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   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  3 申込みの受付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  4 抽せん 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  5 公募予定戸数 

   (1) 公営住宅 

空家住宅 90戸 

事故住宅 25戸 

 (2) 改良住宅      

空家住宅  6戸 

事故住宅  1戸 

第 5 多回数落せん者世帯向け区分 

  1 申込みの資格 

第 1の一般世帯向け区分と同じ申込み資格を有し、かつ、次の各号に定

める条件を満たす者 

(1) 平成27年度第 3回一般募集から令和 3年度第 2回一般募集までの落せ

ん回数が20回以上であること。 

(2) 申込世帯員の中に65歳以上の者を含むこと。 

(3) 市営住宅等（名古屋市が供給する住宅及び県営住宅など名古屋市以外

の事業主体が供給する住宅）の入居者でないこと。 

  2 申込み用紙の交付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  3 申込みの受付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  4 抽せん 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  5 公募予定戸数 

   公営住宅 
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 空家住宅  3戸 

第 6 多回数落せん者単身者向け区分 

  1 申込みの資格 

第 4の単身者向け区分と同じ申込み資格を有し、かつ、次の各号に定め

る条件を満たす者 

(1) 平成27年度第 3回一般募集から令和 3年度第 2回一般募集までの落せ

ん回数が20回以上であること。 

(2) 65歳以上であること又は第 4の単身者向け区分の資格のうち (2)から

(13)までのいずれかの資格を有すること。 

(3) 市営住宅等（名古屋市が供給する住宅及び県営住宅など名古屋市以外

の事業主体が供給する住宅）の入居者でないこと。 

  2 申込み用紙の交付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  3 申込みの受付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  4 抽せん 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  5 公募予定戸数 

公営住宅 

 空家住宅 10戸 

第 7 高齢者改善世帯向け区分 

  1 申込みの資格 

第 1の一般世帯向け区分と同じ申込み資格を有し、かつ、申込み世帯員

全員 (申込者の配偶者を除く。) の年齢が60歳以上であること。 

  2 申込み用紙の交付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  3 申込みの受付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 
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  4 抽せん 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  5 公募予定戸数 

公営住宅 

    空家住宅  2戸 

第 8 高齢者改善単身者向け区分 

  1 申込みの資格 

第 4の単身者向け区分と同じ申込み資格を有する60歳以上の単身者 

  2 申込み用紙の交付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  3 申込みの受付 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  4 抽せん 

   第 1の一般世帯向け区分と同じ。 

  5 公募予定戸数 

公営住宅 

    空家住宅  1戸 

    事故住宅  2戸 

名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課 
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名古屋市告示第5 7 1号 

      道路に関する告示 

  道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第18条第 1 項の規定に基づき、次のように 

道路の区域を変更します。 

  その関係図面は、名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課において告示の日 

から 2 週間、一般の縦覧に供します。 

    令和 3 年11月 1 日 

                                  名古屋市長    河  村    た か し 

道路の区域変更 

道路

の 

種類

整理

符号

   路  線  名 

          道      路      の      区      域 

摘  要
    区              間 

変更 

の前 

後別 

延  長 

キロメートル 

幅  員 

メ ー ト ル

市道
A 

御膳洞第 1 号線 

名古屋市守山区弁天が丘 

1804番地先から 

名古屋市守山区御膳洞1 0 2 

番地先まで 

前 0.033 
13.67 

～ 16.18 

附 図

 A 

後 

0.033 
13.67 

～ 16.18 

 B 0.120 
11.94 

～ 16.00 

名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課 
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名古屋市告示第 572号 

   家賃算定に関わる利便性係数について 

令和 3年度における市営住宅の家賃に関し、名古屋市営住宅条例（昭和29年 

名古屋市条例第25号）第12条第 3項の規定に基づき、事業主体の定める数値を

定めたので、名古屋市営住宅条例施行細則（平成 9年名古屋市規則第 114号）

第10条第 4項の規定により告示します。                                    

なお、当該家賃に関し、公営住宅法施行令（昭和26年政令第 240号）第 2条 

第 1項第 2号及び第 3号の数値を算出し、同令第 3条の近傍同種の住宅の家賃 

を定めたので併せて告示します。                                         

令和 3年11月 1日                                                   

名古屋市長  河  村  た か し  

名  称 棟名称 号     数 

事業主体

の定める

数  値

規模係数
経過年数

係  数

近傍同種の

住宅の家賃

山田東荘 南 3棟 101号 0.9107 0.9430 1.0000 120,400円

   102号 0.9107 0.7984 1.0000 102,200円

   103号、 104号、

 201号、 203号、

 204号、 301号、

303号、 304号、

 401号、 403号、

 404号、 501号、

503号、 504号、

601号、 603号、

 604号、 701号、

0.9107 0.9507 1.0000 121,100円
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    703号、 704号、

 801号、 803号、

 804号、 901号、

 903号、 904号、

 1001号、1003号 

及び1004号 

   202号、 302号、

 402号、 502号、

 602号、 702号、

 802号、 902号 

及び1002号 

0.9107 0.7984 1.0000 101,800円

名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課 
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名古屋市告示第 573号 

名古屋市農業センター駐車場の有料期間 

名古屋市農業センター条例施行細則（昭和40年名古屋市規則第33号）第 4条 

ただし書の規定により、名古屋市農業センターの駐車場を利用しようとする者 

が使用料を納付しなければならない期間として市長が指定する期間は、次のと 

おりとします。 

令和 3年11月 4日 

               名古屋市長  河   村   た か し 

使用料を納付しなければならない期間 

令和 3年11月 6日及び同月 7日 

                    名古屋市緑政土木局農業センター 
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名古屋市告示第 574号 

名古屋市農業センターの駐車場使用料徴収事務委託 

地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第 158条第 1項の規定により、名 

古屋市農業センターの駐車場使用料徴収事務を、次のように委託しました。 

令和 3年11月 4日 

名古屋市長  河  村  た か し 

1 委託した相手方 

名古屋市昭和区鶴舞一丁目 1番 166号 

公益財団法人名古屋市みどりの協会 

理事長  二神 望 

2 委託した期間 

 令和 3年10月13日から同年11月30日までのうち名古屋市農業センター条例 

施行細則（昭和40年名古屋市規則第33号）第 4条ただし書に規定する市長 

が指定する期間 

名古屋市緑政土木局農業センター 
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名古屋市告示第 575号 

   農用地利用集積計画について 

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第 1項の規定により

次のとおり農用地利用集積計画を定めましたので、同法第19条の規定により公

告します。 

 なお、本計画関係書類は、名古屋市緑政土木局都市農業課に備え置きます。 

  令和 3年11月 4日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

1 利用権の設定を受ける者の氏名及び住所 

  受け手 株式会社ＪＡ名古屋ファーム 名古屋市港区大西一丁目40番地 

  転貸者 公益財団法人愛知県農業振興基金（愛知県農地中間管理機構） 

      名古屋市中区錦三丁目 3番 8号   

2 利用権の設定を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 

  名古屋市港区福前二丁目 108、田、976.00平方メートル 

始め48筆、田 計 32,474.00平方メートル 

3 利用権の設定を行う者の氏名及び住所 

  佐藤 勇、名古屋市港区寺前町61番地 始め23名 

4 設定する利用権 

(1) 種類  

賃借権（農地中間管理権） 48筆、 32,474.00平方メートル 

 (2) 内容 農地中間管理事業のための権利取得 

(3) 存続期間 令和 3年12月31日から令和13年12月30日まで 

(4) 借賃 10アール当たり 年額 6,000円 

 (5) (4) の支払方法 毎年12月末日までに口座振込 
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                     名古屋市緑政土木局都市農業課 
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名古屋市告示第 576号 

土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の解除について 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第 6条第 4項の規定に基づき、令和 

2年名古屋市告示第 746号により指定した要措置区域の一部を解除します。 

  令和 3年11月 5日 

名古屋市長  河  村  た か し 

 1 指定を解除する区域 

名古屋市港区港明一丁目1015番 1の一部及び1015番 3の一部 

 2 指定する事由がなくなった特定有害物質の種類 

砒
ひ

素及びその化合物（土壌溶出量基準） 

ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準） 

3 当該要措置区域において講じられた汚染の除去等の措置 

土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去） 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 577 号 

      地方自治法により専決処分した予算の要領 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第 219 条第 2 項の規定により、令和 3 年 

10月27日専決処分をした予算の要領を次のとおり公表します。 

    令和 3 年11月 5 日 

                               名古屋市長  河  村  た か し  

 1   令和 3 年度名古屋市一般会計補正予算（第 9 号） 

                      名古屋市財政局財政部財政課 
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名古屋市告示第 578号 

   名古屋市茶屋新田土地区画整理組合の事業計画の変更認可    

 土地区画整理法（昭和29年法律第0119号）第39条第01項の規定により、次の 

土地区画整理組合の事業計画の変更について認可しました。 

 なお、施行地区及び設計の概要を表示する図書は、同条第02項において準用

する同法第21条第06項の規定により、名古屋市中区三の丸三丁目01番01号名古

屋市住宅都市局都市整備部市街地整備課において、午前 8時45分から午後 5時

15分まで公衆の縦覧に供します。ただし、名古屋市の休日を定める条例（平成

03年名古屋市条例第36号）第02条第01項に規定する本市の休日を除きます。 

  令和 3年11月 5日 

名古屋市長  河  村  た か し

01 組合の名称 

  名古屋市茶屋新田土地区画整理組合 

02 事務所の所在地 

  名古屋市港区川園一丁目17番地 

03 設立認可の年月日 

  平成20年02月15日 

4 変更の内容 

  事業施行期間を令和 9年 3月31日まで延長する。 

05 変更認可の年月日 

  令和 3年11月 5日 

名古屋市住宅都市局都市整備部市街地整備課 
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名古屋市告示第 579号 

   有料公園施設等の供用時間の変更について 

 名古屋市都市公園条例施行細則（昭和34年名古屋市規則第14号）第 6条第 2

項の規定により、次のように有料公園施設等の供用時間を変更します。 

  令和 3年11月 5日 

名古屋市長  河  村  た か し   

1 公園の名称 

東山公園 

2 供用時間を変更する日 

令和 3年11月16日から同月19日まで及び同月24日から同月26日まで 

3  変更内容 

有料公園施設等の名称 変更前の供用時間 変更後の供用時間 

動植物園 

（一部区域を除く。） 

午前 9時から 

午後 4時30分まで 

午前 9時から 

午後 7時まで 

植物園東駐車場 

上池駐車場 

星が丘駐車場 

緑橋下駐車場（東山公園）

午前 8時45分から 

午後 5時まで 

午前 8時45分から 

午後 7時30分まで 

展望塔前駐車場（東山公園）

（有料公園施設として供用

する場合に限る。） 

午前 8時45分から 

午後 5時まで 

午前 8時45分から 

午後 7時まで 

展望塔前駐車場（東山公園）

（有料公園施設として供用

午後 5時から 

午後 9時30分まで 

午後 7時から 

午後 9時30分まで 
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する場合を除く。）   

名古屋市緑政土木局東山総合公園管理課 
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名古屋市告示第 580  号 

   景観協定への加入 

 景観法（平成16年法律第 110 号）第87条第 2 項の規定により、次のとおり景

観協定への加入がありましたので、同条第 4 項において準用する同法第83条第

3 項の規定により公告するとともに、景観協定を公衆の縦覧に供します。 

  令和 3 年11月 5 日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 1  景観協定地区の名称 

  那古野一丁目地区景観協定 

 2  新たに協定区域となった土地及び協定区域となった日 

 3  縦覧場所                      

  名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

  名古屋市住宅都市局都市計画部都市景観室（名古屋市役所西庁舎 4 階） 

 4  縦覧日時 

  名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第36号）第 2 条第 1  

項に規定する本市の休日以外の日の午前 8 時45分から午後 5 時15分まで。た 

だし、正午から午後 1 時までを除きます。 

名古屋市住宅都市局都市計画部都市景観室 

新たに協定区域となった土地 協定区域となった日 

名古屋市西区那古野一丁目3502番 2  令和 3 年10月20日 
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名古屋市議会議員選挙公報発行規程及び名古屋市長選挙公報発行規程の一部

を改正する規程をここに公布する。 

令和 3 年11 月 1 日 

名古屋市選挙管理委員会委員長  佐 橋 典 一 

名古屋市選挙管理委員会規程第 3 号 

名古屋市議会議員選挙公報発行規程及び名古屋市長選挙公報発行 

規程の一部を改正する規程 

 （ 名古屋市議会議員選挙公報発行規程の一部改正 ） 

第 1 条  名古屋市議会議員選挙公報発行規程（ 昭和58 年名古屋市選挙管理委員 

 会規程第 2 号 ）の一部を次のように改正する。

 別記第 1 号様式備考 2 の次に次のように加える。

 3  候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理

人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名

その他の措置がある場合は、この限りでない。 

別記第 3 号様式備考 3 の次に次のように加える。

 4  候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理

人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名
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その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 （ 名古屋市長選挙公報発行規程の一部改正 ） 

第 2 条  名古屋市長選挙公報発行規程（ 昭和31 年名古屋市選挙管理委員会規程 

 第 1 号 ）の一部を次のように改正する。

 別記第 1 号様式備考 2 の次に次のように加える。

 3  候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理

人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名

その他の措置がある場合は、この限りでない。 

別記第 3 号様式備考 3 の次に次のように加える。

 4  候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、

その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理

人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署名

その他の措置がある場合は、この限りでない。 

 附  則 

1  この規程は、 公布の日から施行する。

2  この規程による改正後の名古屋市議会議員選挙公報発行規程及び名古屋市

長選挙公報発行規程の規定は、 この規程の施行の日以後その期日を告示され

る選挙について適用し、 同日前にその期日を告示された選挙については、 な

お従前の例による。
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 名古屋市学校施設開放に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和 3 年11 月 5 日 

             名古屋市教育委員会教育長  鈴 木 誠 二  

名古屋市教育委員会規則第17 号 

   名古屋市学校施設開放に関する規則の一部を改正する規則 

 名古屋市学校施設開放に関する規則（昭和51 年名古屋市教育委員会規則第24

号）の一部を次のように改正する。 

第12 条第 1 項を次のように改める。 

学校施設の開放に関する事務を執行する者は、当該開放に関する管理者と

しての責任を有する。 

 別表第 2 スポーツ開放の表中「名古屋市立守山西中学校」の次に「、名古屋

市立志段味中学校」を加える。 

   附 則 

1  この規則は、令和 4 年 1 月 7 日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

2  この規則による改正後の名古屋市学校施設開放に関する規則の規定に基づ

く許可の申請その他名古屋市立志段味中学校の運動場を使用するために必要
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な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。 
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令和 3 年監査公表第 5 号 

 地方自治法第 199  条第14項の規定に基づき市長等から措置を講じた旨の通知

があったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

  令和 3 年11月 2 日 

名古屋市監査委員  長谷川 由美子 

同         成 田 たかゆき

同         山 本 正 雄  

同         小 川 令 持  
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令和 3年監査報告第 1号関係分（令和 3年 2月17日報告） 

経済局工業研究所 

（令和 3年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

1(1) 毒物及び劇物の適正な管理について

（財産管理事務） 

  毒物及び劇物（以下「毒劇物」とい

う。） の取扱いについては、毒物及び

劇物取締法（昭和25年法律第 3 03号）

及び厚生労働省からの通知等により盗

難、紛失防止のために必要な措置を講

じることが義務付けられている。ま

た、健康福祉局は「毒物及び劇物の適

正な管理の徹底について」 （ 30健環第

 6 77号）を通知し、盗難・紛失防止措

置として、頑丈な保管庫に、その他の

ものと区別して保管、施錠すること、

保管庫の鍵の管理者を選任し、鍵の管

理簿を備えること、毒劇物管理簿を備

え、日常的に使用量・残量を確認する

ことなどを指導している。 

また、工業研究所では、主に試験研

究において、フッ化水素酸、ベンゼン

等の毒劇物を取り扱っており、その管

理において、名古屋市工業研究所試薬

等管理要綱（ 以下「要綱」という。）

及び名古屋市工業研究所試薬等管理マ

ニュアル第 1 .5版（以下「マニュア

ル」という。） を設けて、毒劇物は施

錠できる保管場所に施錠して保管する

こと、毒劇物の使用量及び保管量を記

録簿に記載することなどを定めてい

る。 

工業研究所において、毒劇物の管理

状況を調査したところ、以下のような

事例が見受けられた。 

ア 保管庫の鍵の管理について 

要綱及びマニュアルには、鍵の

管理者についての定めがなく、鍵

の管理簿も備えられておらず、鍵

の保管が当該毒劇物の取扱者（各

職員）個人に任されていた。 

イ 保管場所の管理について 

（イについては監査期間中に措置済） 

本件は、マニュアルにおける鍵並び

に毒劇物の管理に関する規定の不備、

及び定期確認の方法の不徹底に主な原

因があります。 

ア 今回の指摘を受け、保管庫の鍵の

管理については、新たに鍵の管理に

関する規定を設け、課室長が鍵の管

理を行うこととしました。（令和 3

年 3 月 1 日実施） 

ウ 在庫管理については、毒劇物の納

入時には、管理責任者（課室長）が

各記録簿の記載内容を確認する規定

を新設したほか、様式が複雑で在庫

管理が煩雑となっていた劇物保管状

況記録簿を、劇物保管・使用記録簿

に見直しました。（令和 3 年 3 月 1

日実施） 

また、定期確認については、管理

責任者（課室長）が取扱者（各職

員）からの記録簿がすべて提出され

ていることを確認した上で定期確認

を行うことを令和 3 年 3 月 9 日の部

室長会で周知・徹底しました。ま

た、これまで記録簿を紙媒体で提出

していましたが、管理責任者（課室

長）が取扱者（各職員）から確実に

提出されていることを確認できるよ

うにするため、マニュアルにおいて

記録簿の電子化に関する規定を設

け、電子メールによる提出により記

録簿の確認漏れを防止する措置を設

けました。（令和 3 年 3 月 1 日実

施）       （工業研究所）
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

  鍵をかける設備がない保管庫で保

管されている毒劇物があった。 

ウ 在庫管理について 

マニュアルに基づき作成してい

る毒物等保管・使用記録簿又は劇

物保管状況記録簿について、納品

された毒劇物の記載がされていな

いもの、管理責任者（課室長）に

よる在庫・管理状況の定期確認の

確認日の記載が漏れているものが

あった。また、マニュアルに定め

られた管理責任者による在庫・管

理状況の定期確認がされていない

ものがあった。 

要綱又はマニュアルにおいて、鍵の

管理に関する規定を設け、鍵の管理体

制を整備されたい。 

また、要綱及びマニュアルに基づ

き、全ての毒劇物について、保管庫の

施錠を行うとともに、毒物等保管・使

用記録簿、劇物保管状況記録簿の記載

及び在庫・管理状況の定期確認を適正

に行われたい。 

なお、工業研究所においては、イの

事例については、監査期間中に全ての

保管庫について鍵を設置しており、必

要な措置が講じられた。 
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令和 3年監査報告第 1号関係分（令和 3年 2月17日報告） 

区役所（千種区、東区、北区、西区、中村区及び名東区） 

（令和 3年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

(1) 収納金出納簿の照合及び査閲について

（収入事務） 

  名古屋市会計規則（以下「会計規

則」という。 ） 等によると、現金出納

員は、収納金の出納があったときは、

収納金出納簿に登載することとされて

おり、収納金出納簿への登載のなかっ

た月を除き、毎月 1 回以上、領収書

（控）その他の関係帳票と収納金出納

簿とを照合し、予算主管課長の査閲を

受けなければならないとされている。 

収納金出納簿の照合、査閲状況を調

査したところ、予算主管課長による査

閲を受けておらず、関係帳票と収納金

出納簿との照合も行われていなかっ

た。 

会計規則に基づき、収納金出納簿の

照合を適正に行い、予算主管課長によ

る査閲を受けられたい。 

        （東区保険年金課）

本件は、課内で収納金出納簿の照合

及び査閲についての認識が不十分であ

ったことが原因です。 

 今回の指摘を受け、令和 2 年11月20

日の朝礼において、指摘事項について

職員に注意を喚起し、資料を課内で回

覧することにより周知を行い、再発防

止を図りました。 

その後は会計規則に基づき、収納金

出納簿の照合を適正に行い、予算主管

課長による査閲を受けております。

（東区保険年金課）

(2) 前渡金出納簿への登載及び符合確認に

ついて（支出事務） 

  会計規則等によると、前渡金受領者

は、前渡金の出納があったときは、領

収証書その他の関係帳票と照合のうえ

前渡金出納簿に登載し、現在金との符

合を確認するほか、毎月 1 回以上、前

渡金出納簿と現在金との符合を確認す

ることとされており、その登載及び毎

月 1 回以上の符合確認については財務

会計総合システム（以下「システム」

という。 ） に入力する方法により行う

こととされている。 

 前渡金出納簿への登載及び符合確認

の状況を調査したところ、以下のよう

な事例が見受けられた。 

ア 前渡金出納簿への登載について、

ア 本件は、前渡金の支払いの都度、

前渡金出納簿へ登載することについ

ての認識が不足していたことが原因 

 です。 

 今回の指摘を受け、支払いの都度

前渡金出納簿への登載を行っていま

す。また、同様の事例がないか見直

しを行うとともに、再発の無いよう

担当職員の打合せにおいて周知を行

いました。（令和 3 年 1 月実施） 

今後も同様の処理を行ってまいり

ます。     （千種区総務課）

 本件は、前渡金の支払いの都度、

生活保護システムの窓口払受領消込

登録を行っておりましたが、財務会

計総合システムへの入力を失念した
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

日々行わず、後日まとめて行って

いたもの 

（千種区総務課、北区民生子ども課、

楠支所区民福祉課、

山田支所区民福祉課、

名東区民生子ども課）

イ 毎月 1 回以上の符合確認が行われ

ていなかったもの  

（千種区民生子ども課、東区総務課、

東区企画経理室、名東区市民課、

名東区民生子ども課、

名東区保険年金課）

会計規則等に基づき、前渡金出納簿

への登載、毎月 1 回以上の符合確認を

適正に行われたい。 

ことにより、後日まとめて入力して

いたことが原因です。 

  今回の指摘を受け、係長と係員で

財務会計事務イントラネット及び生

活保護経理事務手引きに基づき、指

摘を受けた内容及び正しい事務の流

れについて改めて確認を行いまし

た。 

今後は、出納の都度、すみやかに

前渡金出納簿への登載を行うことを

徹底してまいります。 

（北区民生子ども課）

本件は、作業の簡略化のため、月

 1 回ごとに前渡金出納簿へ登載して

いたことが原因です。 

  今回の指摘を受け、係長と係員で

財務会計事務イントラネット及び生

活保護経理事務手引きに基づき、指

摘を受けた内容及び正しい事務の流

れについて改めて確認を行いまし

た。 

今後も、前渡金出納簿への登載を

日々行うようにしてまいります。 

       （楠支所区民福祉課）

本件は、健康福祉局保護課が「生

活保護経理関係における自主的内部

点検実施規定」で定める資金前渡金

支払日計表を、日々作成して前渡金

受領者の査閲を受けることで、前渡

金出納簿への登載に代えることがで

きると誤認していたことが原因で

す。 

今回の指摘を受け、資金前渡金支

払日計表に査閲を受けるごとに、財

務会計総合システムへの入力をする

ように改めました。 

また、上記事項については、生活

保護経理担当者の事務引継ぎ事項と

することで再発防止を図ります。 

      （山田支所区民福祉課）

 本件は、前渡金の財務会計総合シ

ステムへの支払登録について、 1 日

単位ではなく一定期間を単位とし、

36



番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

一括して入力ができるものと誤認し

ていたことが原因です。 

指摘日時点で支払登録がなされて

いなかったものについては、令和 2

年12月 4日までにすべての登録を行

いました。 

また、今回の指摘を受け、管理職

以下で会計規則及び前渡金受領者の

事務マニュアルに基づき、指摘を受

けた内容及び適正な事務の取扱いに

ついて改めて確認を行いました。 

今後も、会計規則等に基づき、支

払日ごとに適正な出納簿への登載を

行うよう徹底してまいります。 

（名東区民生子ども課）

イ 本件は、経理担当者が毎月 1 回以

上の符合確認を行わなければならな

いことを理解していなかったことに

より発生したものです。 

  前渡金出納簿と現在金の符合確認

については、今回の指摘を受け直ち

に経理担当者を指導しました。現在

は民生子ども課長及び民生子ども係

長による確認を確実に行い、再発防

止に努めています。 

また、経理担当者は、今回新た

に、毎月の事務のスケジュール表を

作成し、符合確認後、スケジュール

表にチェックを入れ、処理漏れを防

止しています。         

      （千種区民生子ども課）

 本件は、前渡金出納簿と現在金と

の符合確認を毎月実施していたもの

の、財務会計総合システムへ入力す

ることについて担当者の認識が不足

していたことが原因です。 

今回の指摘を受け、総務課では令

和 2 年11月18日に口頭にて担当者へ

周知を行い、企画経理室では令和 2

年11月20日に担当者間で指摘内容及

び適正な事務処理方法について改め

て確認を行いました。 

現在は財務会計総合システムへ入

力する方法により、符合確認を確実
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

に行っています。 

  今後は、担当者変更の際の事務引

継ぎを確実に行い、再発防止に努め

てまいります。 

  （東区総務課、東区企画経理室）

本件は、出納の際、領収証書その

他の関係帳票と照合のうえ出納簿へ

の登載、現在金との符合は確認して

おりましたが、出納とは別に毎月 1

回以上、前渡金出納簿と現在金との

符合確認を実施して財務会計総合シ

ステムに入力する必要があるという

ことを認識していなかったことが原

因です。 

  今回の指摘を受け、直ちに年度初

めに遡り、前渡金出納簿と領収証書

を照合のうえ適正に支払いがなされ

ていること、及び指摘日時点の現在

金との符合を確認のうえ財務会計総

合システムに入力しました。 

また、符合確認については、原

則、月初に行う取扱いとし、管理職

等によるスケジュール管理を徹底し

ております。 

今後も、毎月 1 回以上、前渡金出

納簿と現在金との符合確認を徹底し

てまいります。 

（名東区市民課、名東区保険年金課）

本件は、出納の際、領収証書その

他の関係帳票と照合のうえ出納簿へ

の登載、現在金との符合は確認して

おりましたが、出納とは別に毎月 1

回以上、前渡金出納簿と現在金との

符合確認を実施して財務会計総合シ

ステムに入力する必要があるという

ことを認識していなかったことが原

因です。 

今回の指摘を受け、直ちに年度

初めに遡り、前渡金出納簿と領収

証書を照合のうえ適正に支払いが

なされていること、及び指摘日時

点の現在金との符合を確認のうえ

財務会計総合システムに入力する

とともに、生活保護経理担当者等
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

と処理方法を確認しました。 

しかしながら、令和 3 年度に

は、生活保護経理担当者の業務が

繁忙であったこと、また、人事異

動により管理職以下組織として符

合確認を行うことについての認識

（引継）が十分でなかったことか

ら、一部の前渡金について適切な

時期に符合確認を実施しておら

ず、数か月を遡って登録する事例

も発生しました。 

そこで、令和 3 年 8 月に管理職

以下で会計規則及び前渡金受領者

の事務マニュアルに基づき、指摘

を受けた内容及び適正な事務の取

扱いについて改めて確認を行い、

認識不足を解消するとともに、原

則、月初に符合確認を行う取扱い

とし、管理職等によるスケジュー

ル管理を徹底しております。 

今後も 、毎月 1 回以上、前渡金

出納簿と現在金との符合確認を徹

底してまいります。 

     （名東区民生子ども課）

(3) 前渡金の精算について（支出事務） 

  会計規則によると、前渡金受領者

は、用務終了後10日以内に精算書を作

成し、事業主管課の長に提出すること

とされている。 

前渡金の精算の状況を調査したとこ

ろ、前渡金の精算を用務終了後10日以

内に行うべきところ、実査日において

用務終了後10日を経過してなお未精算

のものが多数見受けられた。 

会計規則に基づき、前渡金の精算を

適正に行われたい。 

（北区民生子ども課）

本件は、前渡金の用務終了後に精算

処理を10日以内に行うことを失念して

いたことが原因です。 

今回の指摘を受け、係長と係員で財

務会計事務イントラネット及び生活保

護経理事務手引きに基づき、指摘を受

けた内容及び正しい事務の流れについ

て改めて確認を行いました。 

今後は、用務終了後10日以内に、精

算することを徹底してまいります。 

       （北区民生子ども課）

(4) 金券類等の管理について（財産管理事

務） 

 会計規則等によると、切手、印紙、

乗車券その他これらに類する物品の出

納は、金券類等出納簿により管理する

ア(ｱ) 本件は、金券類等の受払いの都

度、金券類等出納簿へ登載するこ

とについての経理担当者の認識が

不足していたことが原因です。 

   今回の指摘を受け、令和 2 年度 
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こととされており、物品出納員は、物

品管理者からの通知を基に、現物を関

係書類と照合し、確認のうえ受払いを

行い、その都度金券類等出納簿に登載

することとされている。 

また、その登載はシステムに入力す

る方法により行うこととされている

が、金券類等の払出しの都度システム

に入力することが困難なとき等には、

金券類等事務取扱要項により、補助簿

を用いることができ、その場合、 1 日

ごとに払出数を取りまとめ、システム

に入力することとされている。 

金券類等の管理状況を調査したとこ

ろ、以下のような事例が見受けられ

た。 

ア 金券類等出納簿への登載が適正に

行われていなかったもの 

(ｱ) 補助簿を用いて管理していた 

が、金券類等出納簿への登載 

が、令和 2 年度分について、一 

度も行われていなかったもの 

（千種区民生子ども課）

(ｲ) 担当者が表計算ソフトを用いて 

日々の受払い、残数の記録を行 

っていたものの、物品出納員に 

よる確認が都度行われず、金券 

類等出納簿への登載を 1 月ごと 

にまとめて行っていたもの 

(中村区民生子ども課）

(ｳ) 担当者が課独自の様式を用いて 

受払いの都度、残数のみ記録を 

していたものの、物品出納員に 

よる確認は行われず、令和 2 年 

度分について、金券類等出納簿 

への登載が一部を除き行われて 

いなかったもの（西区福祉課） 

イ 金券類等出納簿若しくは補助簿へ

の登載を適正に行っていなかった

又は誤っていたため、現在高との

差異が生じていたもの 

（千種区総務課、東区市民課）

ウ 補助簿を用いて管理をしていたも

のの、物品出納員による確認が都

度行われず、また、金券類等出納

簿への登載時に、登載内容と現物

  分については 9 月までに当月分ま 

  での入力を全て行いました。ま

た、地下鉄乗車券等の払出しの都 

  度記載した補助簿をもとに、経理 

  担当者が 1 日分を取りまとめて金 

  券類等出納簿に登載し、月末には 

  経理担当者が金券類等の残数と金 

  券類等出納簿、補助簿の内容が一 

  致していることを、民生子ども課 

  長及び民生子ども係長とともに確 

  認し、決裁を受けるよう、直ちに

経理担当者を指導しました。 

   現在は、民生子ども課長及び民 

生子ども係長による確認を確実に 

行い、再発防止に努めています。 

      （千種区民生子ども課）

(ｲ) 本件は、金券類等の払出し時に

おける物品出納員への通知方法及

び補助簿を用いた金券類等出納簿

への登載方法について、事務引継

ぎが不十分だったため誤った認識

のもと、財務会計総合システムへ

の入力を 1 月ごとにまとめて行っ

ていたことが原因です。 

今回の指摘を受け、直ちに会計 

規則等を確認し改善を図るととも 

に、正しい取扱いについて令和 3

年 2 月 9 日の部課長会報告等で組 

織的に周知・徹底を行っておりま 

す。 

なお、令和 2 年10月から現在に

至るまで、財務会計総合システ

ムへの入力を払出しの都度行っ

ており、今後も適切な事務処理

を徹底してまいります。  

 （中村区民生子ども課）

 (ｳ) 本件は、担当者が前任者から事

務を引き継ぐ際、新財務会計総合

システムへの切替えが重なったこ

ともあり、必要な事務について適

切に引継ぎが行われなかったこと

が原因です。 

   今回の指摘を受け、ただちにそ

の内容について朝礼等で課内全体
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の照合確認を行っていなかったた

め、一部の金券類等について、令

和 2 年 4 月から現在高との差異が

生じていたもの 

        (西区民生子ども課）

会計規則等に基づき、金券類等の管

理を適正に行われたい。 

に周知を行い、再発防止を図ると

ともに、金券類等出納簿に登載し

ていなかった令和 2 年度分につい

てすべて登載しました。 

今後も受払の都度、金券類等

出納簿に登載するとともに、物

品出納員はじめ複数の職員によ

る確認を徹底し、再発の防止に

努めてまいります。 

          （西区福祉課）

イ 本件は、経理担当者のみが金券類

の管理を行い、実数の確認が足り

ず、財務会計総合システムに入力し

たことが原因です。 

今回の指摘を受け、使用者各自が

使用ごとに実数を確認し、確認簿に

記入して財務会計総合システムの入

力を行うよう仕組みを見直し、差異

がある場合、前回使用者から確認が

取れるようにしました。（令和 3 年

 1 月 4 日実施） （千種区総務課）

 本件は、切手等の使用の都度補助

簿へ記載はしていたものの、財務会

計総合システムへの入力が遅れてい

たため、現在高との差異が生じたこ

とが原因です。 

今回の指摘を受け、 1 日ごとに取

りまとめ、速やかに財務会計総合シ

ステムに払出入力を行うよう改める

とともに、指摘事項について、朝

礼・課内回覧にて周知徹底を図りま

した。 

今後も現在高との差異が生じない

よう速やかに処理してまいります。

         （東区市民課）

ウ 本件は、金券類等について、物品

出納員による確認をすること、金券

類等出納簿への登載時に登載内容と

現物の照合確認を行うことについ

て、担当者の認識が不足していたこ

とが原因です。 

  今回の指摘を受け、物品出納員に

よる確認を都度行うこと、金券類等
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出納簿への登載時に、登載内容と現

物の照合確認を行うことを課内の打

ち合わせで周知徹底しました。 

  また、月に 1 回物品管理者ととも

に金券類等の現物の残数と金券類等

出納簿の内容が一致しているか確認

するようにいたしました。 

今後も金券類等の管理を適正に行

うようにしてまいります。 

       （西区民生子ども課）

(5) 生活保護受給者等に係る預り金の管理

について（行政運営事務） 

各区で定める生活保護費等預り金管

理規程（以下「預り金管理規程」とい

う。 ） によると、区民生子ども課及び

支所区民福祉課では、生活保護受給者

等から一時的に預かることとなった現

金（以下「預り金」という。 ） につい

て、預り金保管台帳に必要事項を記入

し、 3 日以内に事務手続きを完了する

見込みがある場合を除き、統括管理者

（民生子ども課長又は区民福祉課長。

以下同じ。 ） 名義の預金口座に預け入

れることとされている。 

また、預り金を生活保護受給者等に

返還する場合には、預り金返還受領書

を徴取することとされている。 

預り金の管理状況を調査したとこ

ろ、以下のような事例が見受けられ

た。 

ア   3 日以内に事務手続きを完了する

見込みがないにもかかわらず、統括

管理者名義の預金口座への預け入れ

をすることなく、現金で保管されて

いたものが多数見受けられ、この中

には、最も多いもので82万円が現金

で保管されていたものや最長で 4 か

月以上現金で保管されていたものも

あった。 （名東区民生子ども課） 

イ 生活保護受給者から、生活保護費

の返還に充てるものとして、納入通

知書の交付手続きが完了するまでの

間、一時的に預かった現金につい

て、納入通知書を交付し当該現金を

ア 保管されていた現金は、当初 3 日

以内に事務手続きが完了する見込み

でしたが、前居住地行政区との協

議・調整に時間を要する等、結果と

して事務手続きが完了しなかったも

のです。加えて、現金として保管す

るリスクに対する認識が不十分であ

ったため、その後の口座への預入れ

処理が滞っていたものです。 

  指摘のあった時点で保管されてい

た現金は、直ちに預金口座へ預け入

れるとともに業者への支払いの事務

手続きを完了しました。また、令和

 2 年12月 3 日に生活保護担当部署と

経理担当部署双方で、預り金管理規

程に基づき速やかに統括管理者（民

生子ども課長）名義の口座に預け入

れることを確認し、課内に周知しま

した。 

  しかし、令和 3 年度に、 3 日を越

えて口座への預入れ処理がなされて

いた事例が一部ありました。これ

は、生活保護経理担当者の業務が繁

忙であったこと、また、組織として

の進行管理が機能していなかったこ

とが原因です。 

そこで、改めて令和 3 年 8 月に 3

日以内の口座への預入れ処理を管理

職以下で確認するとともに、経理事

務を補助する副担当制の導入と管理

職による預り金の発生から預入れ処

理までの進行管理を実施することと

しました。 

  今後も、生活保護担当部署と経理 
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生活保護受給者に返還した際、当該

生活保護受給者から預り金返還受領

書を徴取していなかった。 

また、当該現金から生活保護費 

の返還を受けた際に、生活保護受

給者に交付されるべき領収書を職

員が預かり、そのまま区役所で保

管していた。 

（千種区民生子ども課）

預り金管理規程に基づき、預り金の

管理を適正に行われたい。 

担当部署の連携を密に図り、管理職

を含め組織として規程に基づく適正

な管理を徹底してまいります。 

      （名東区民生子ども課）

イ 本件は、生活保護受給者に預り金

を返還する際、担当者が預り金返還

受領書を徴取することを失念してい

たことで、発生したものです。 

  担当者には、千種区生活保護費等

預り金管理規程に基づき事務を行う

よう指導しました。 

  また、生活保護受給者に交付され

るべき領収書については、生活保護

費の返還を受けた際、本人に領収書

を渡したところ不要として立ち去っ

たため、領収書を保管していたもの

です。 

  監査後、徴取していなかった預り

金返還受領書を生活保護受給者から

徴取するとともに（令和 2 年 9 月24

日）、区で保管していた領収書は、

生活保護受給者に送付しました。

（令和 2 年11月20日） 

  なお、今回、新たに、千種区にお

ける預り金事務の流れを記した「事

務フロー」を作成し、預り金が発生

した際の預り金返還受領書等の書

類・現金の流れを明確化するととも

に、現金が移動する際の現金の取扱

者と確認方法（預り金が発生した際

には、担当者は査察指導員（保護係

長又は主査（生活保護担当） ） に報

告し、現金のやりとりの際は複数職

員で確認を行うこと）を明記し、保

護係会にて職員全員に周知徹底しま

した。（令和 3 年 1 月19日実施） 

  現在は、担当者が生活保護受給者

に預り金を返還する際には、複数の

職員が確認し、確実に生活保護受給

者から預り金返還受領書を徴取する

とともに、領収書を生活保護受給者

に交付することを徹底しています。 

      （千種区民生子ども課）
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(6) 生活保護に係る遺留金品の管理につい

て（行政運営事務） 

区民生子ども課及び支所区民福祉課 

では、生活保護法（昭和25年法律第 

 1 44号）に定める遺留金品を保管する

こととなったときは、生活保護法第76

条による遺留金品取扱規程に基づき、

当該遺留金品の種類や数量などを遺留

金品整理簿に登載し、その後の処理経

過を記入することとされ、当該整理簿

は、生活保護受給者ごとに作成するこ

ととされている。 

また、遺留金については、預り金管

理規程に基づく預り金、又は、歳入歳

出外現金として管理することされてい

る。預り金管理規程に基づく預り金と

して管理する場合には、預り金保管台

帳に必要事項を記入し、 3 日以内に事

務手続きを完了する見込みがある場合

を除き、統括管理者名義の預金口座に

預け入れることとされ、処理が完結し

ていない遺留金については、毎月、預

り金保管一覧により、統括管理者に報

告することとされている。また、歳入

歳出外現金として管理する場合には、

保管金出納簿を作成することとされて

いる。 

遺留金品の管理状況を調査したとこ

ろ、以下のような事例が見受けられ

た。 

ア 遺留金品整理簿の作成について 

(ｱ) 遺留金品整理簿が作成されてい 

なかったものがあった。 

（千種区民生子ども課）

(ｲ) 遺留金品整理簿について、遺留 

金の保管を行うこととなった際に 

作成せず、一連の処理が完結した 

後に作成していたものがあった。 

（千種区民生子ども課、

楠支所区民福祉課）

イ 預り金として管理している遺留金

について 

(ｱ) 統括管理者名義の預金口座への 

預け入れを毎月月末に行うことと 

していたため、 3 日以内に事務手 

ア 

(ｱ)(ｲ) 

 (ｱ)の事例については、遺留金 

の受け取りの際、担当者が遺留金 

品整理簿を作成することを失念し 

ていたことで発生したものです。 

(ｲ)の事例については、遺留金 

の受け取りの際に、担当者の認識 

不足から、遺留金品整理簿をその 

都度作成する必要があるところ

を、一連の処理が完結した後に、 

作成していたものです。 

今回の指摘を受け、直ちに未作 

成だった遺留金品整理簿を作成す 

るとともに、担当者には、遺留金 

品取扱規程に基づき事務を行うよ 

う指導しました。 

   また、今回の指摘を受け、新た

に、千種区における遺留金事務の

流れを記した「事務フロー」を作

成し、遺留金を引き取った際の、

遺留金品整理簿等の関係書類及び

現金の取扱い・管理方法、職員の

責任等を明確化し、保護係会（令

和 3 年 1 月19日実施）にて職員全

員に周知徹底するとともに、現在

は、遺留金品整理簿作成について

査察指導員（保護係長又は主査

（生活保護担当） ） が確認を徹底

し、再発防止に努めています。 

      （千種区民生子ども課）

(ｲ) 本件は、処理経過をその都度デ

ータ入力しておりましたが、決裁

は一連の処理が完結した後にまと

めて取れば良いと誤認していたこ

とが原因です。 

   今回の指摘を受け、遺留金の保

管を行うこととなった際に遺留金

品整理簿を作成し、その後の経過

処理を手書きで追加していくこと

とし、担当者に対して再発防止の

周知を行いました。 

今後も処理を行うごとに経過を

記録してまいります。 
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続きを完了する見込みがないもの 

についても、現金で保管されてい 

たものが多数見受けられた。 

（千種区民生子ども課）

(ｲ) 一連の処理が完結するまで、 1

か月以上現金で保管され、かつ、 

預り金保管一覧に記載していなか 

ったものがあった。 

（千種区民生子ども課）

(ｳ)  3 日以内に事務手続きを完了す 

る見込みがないにもかかわらず、 

統括管理者名義の預金口座への預 

け入れをすることなく、現金で保 

管されていたものがあった。名東 

区民生子ども課においては、最も 

多いもので 1 53万円が現金で保管 

されていたものや最長で 3 か月以 

上現金で保管されていたものもあ 

った。 

（山田支所区民福祉課、

名東区民生子ども課）

(ｴ) 預り金保管台帳について、決裁 

を経ているものの処理完了日が未 

記入となっていたものや、既に処 

理完了済みのものについて決裁を 

経ていなかったものがあった。 

      （千種区民生子ども課）

ウ 歳入歳出外現金として管理してい

る遺留金について保管金出納簿が作

成されず、遺留金品整理簿への登載

も漏れていたものがあった。 

            （千種区民生子ども課）

生活保護法第76条による遺留金品取

扱規程に基づき、遺留金品の管理を適

正に行われたい。 

       （楠支所区民福祉課）

イ 

(ｱ)(ｲ) 

(ｱ)の事例については、遺留金 

の預金口座への預入れを、毎月月 

末に行うことが当課で慣例化して 

いたことで、発生したものです。 

   今回の指摘を受け、遺留金の預

金口座への預入れについては、千

種区預り金管理規程に基づいた取

扱いを行い、遺留金が発生した場

合には、 3 日以内に、統括管理者

（民生子ども課長）名義の口座に

預入れを行うよう、経理担当者を

指導しました。 

(ｲ)の事例については、遺留金 

の取扱いについて、担当者の認識

不足から、遺留金の発生を経理担

当者に連絡することが遅れたた

め、現金が金庫で保管されてい

たものです。 

また、連絡が遅れたことか

ら、経理担当者による預り金保

管一覧への記載ができなかった

ものです。 

今回の指摘を受け、遺留金を

引き取った際には、速やかに担

当者が現金及び通帳を、査察指

導員（保護係長又は主査（生活

保護担当） ） に引き渡し、出納

責任者（民生子ども係長）立会

いのもと、経理担当者に保管を

依頼するよう、担当者を指導し

ました。 

また、新たに遺留金事務の流

れを記した「事務フロー」を作

成し、遺留金品が発生した際

の、関係書類・現金・通帳の取

扱い、職員の責任を明確化しま

した。特に、現金については、

原則その日の内に、査察指導員

及び出納責任者の確認のもと、

通帳に預け入れ、経理担当者が

預り金保管台帳に入金を記載す

ることを明記し、保護係会にお
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いて職員全員に周知徹底しまし

た。（ 令和 3 年 1 月19日実施） 

現在は、出納責任者及び査察

指導員が確認するよう徹底し、

再発防止に努めています。 

（千種区民生子ども課）

(ｳ) 本件は、遺留金等の現金を預か

った際の適切な管理意識が欠如し

ていたことが原因です。 

   今回の指摘を受け、遺留金等預

り金が発生した場合に、査察指導

員（保護・子ども係長又は主査

（生活保護担当） ） に処理見込み

も必ず伝えることとし、それが 4

日以上であれば査察指導員は経理

担当者に直ちに預金口座に預け入

れることを指示することとし、令

和 3 年 4 月に事務連絡を供覧する

ことで取扱いを周知しました。 

      （山田支所区民福祉課）

保管されていた現金は、当初 3

日以内に事務手続きが完了する見 

込みでしたが、当初調査で把握し 

た金品のほかに現金が発見され、 

改めて調査を実施する等、結果と 

して事務手続きが完了しなかった 

ものです。加えて、現金として保 

管するリスクに対する認識が不十 

分であったため、その後の口座へ 

の預入れ処理が滞っていたもので 

す。 

   指摘のあった時点で保管されて

いた現金は、直ちに預金口座へ預

け入れるとともに業者への支払い

の事務手続きを完了しました。ま

た、令和 2 年12月 3 日に生活保護

担当部署と経理担当部署双方で、

預り金管理規程に基づき速やかに

統括管理者（民生子ども課長）名

義の口座に預け入れることを確認

し、課内に周知しました。 

   しかし、令和 3 年度に、 3 日を

越えて口座への預入れ処理がなさ

れていた事例が一部ありました。
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これは、生活保護経理担当者の業

務が繁忙であったこと、また、組

織としての進行管理が機能してい

なかったことが原因です。 

   そこで、改めて令和 3 年 8 月に

 3 日以内の口座への預入れ処理を

管理職以下で確認するとともに、

経理事務を補助する副担当制の導

入と管理職による預り金の発生か

ら預入れ処理までの進行管理を実

施することとしました。 

    今後も、生活保護担当部署と経

理担当部署の連携を密に図り、管

理職を含め組織として規程に基づ

く適正な管理を徹底してまいりま

す。  （名東区民生子ども課） 

(ｴ) 本件は、預り金保管台帳につい

て、発生した全ての遺留金ケース

を 1 つの預り金保管台帳に連記式

で管理していたため、同時進行で

複数の決裁が発生した際に、処理

日や印漏れが発生していたもので

す。 

   今回の指摘を受け、預り金保管

台帳を単票化し、生活保護受給者

ごとに一元管理することで、確実

に決裁を完結するよう改善を行

い、経理担当者、出納責任者（民

生子ども係長）、統括管理者（民

生子ども課長）が処理状況を確実

に確認できるようにしました。

（令和 3 年 4 月 1 日実施） 

      （千種区民生子ども課）

ウ 生活保護業務において遺留金を歳

入歳出外現金として管理するのは、

生活保護受給者の預金を金融機関か

ら市に払い出すことを認めた場合に

限られており、事例の少ない事務で

あったことから、金融機関から入金

された際、経理担当者は保管金出納

簿を作成する認識がなく、また担当

者への連絡がされず遺留金品整理簿

への登載も漏れていたものです。 

  今回の指摘を受け、直ちに経理担
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

当者に保管金出納簿を作成し、遺留

金品整理簿への登載を担当者に連絡

するよう指導するとともに、遺留金

品整理簿への登載を行いました。 

  また、再発防止のため、銀行通帳

に残っている遺留金が発生し、歳入

歳出外現金として管理する場合の

「事務フロー」を作成し、書類の種

類、事務の流れ、職員の責任を明確

化し、保護係会において、職員全員

に周知徹底しました。（令和 3 年 1

月19日実施） 

（千種区民生子ども課）

(7) 緊急援護資金の管理について（行政運

営事務） 

区民生子ども課及び支所区民福祉課

では、生活保護申請者等に対し、緊急

的に援護が必要な場合、区社会福祉協

議会からの資金提供を受け、緊急援護

資金（以下「援護資金」という。 ） の

貸付け等を行っている。 

援護資金の貸付け等を行ったとき

は、各区で定める緊急援護資金管理要

領に基づき、緊急援護資金出納簿に出

納の都度記入し、査察指導員（保護係

長、保護・子ども係長又は主査（生活

保護担当） ） の確認を受けることとさ

れている。 

援護資金の管理状況を調査したとこ

ろ、以下のような事例が見受けられ

た。 

ア 緊急援護資金出納簿を表計算ソフ

トで作成しており、査察指導員の確

認を出納の都度行わず、 1 月ごとに

まとめて確認を行っていた。 

（中村区民生子ども課）

イ 生活保護世帯の中学校卒業者に対

する就職祝金について、援護資金の

貸付け等とは別に区社会福祉協議会

からの資金提供を受けて交付してい

るが、このうち不用となった現金

 8 ,000円について、緊急援護資金出

納簿の収入欄に記入し、援護資金と

ともに保管していた。 

ア 本件は、緊急援護資金出納簿によ

る緊急援護資金の管理について、事

務引継ぎが不十分だったため誤った

認識のもと、緊急援護資金出納簿を

表計算ソフトで作成し、査察指導員

（保護係長又は主査（生活保護担

当）） による確認を 1 月ごとにまと

めて行っていたことが原因です。 

今回の指摘を受け、改めて緊急援

護資金管理要領を確認し改善を図る

とともに、正しい取扱いについて令

和 3 年 2 月 9 日の部課長会報告等で

組織的に周知・徹底を行っておりま

す。 

なお、令和 2 年10月から現在に至

るまで、査察指導員による確認及び

緊急援護資金出納簿への記載を出納

の都度行っており、今後も適切な事

務処理を徹底してまいります。 

      （中村区民生子ども課）

イ 本件は、緊急援護資金と就職祝金

の資金の提供元がいずれも区社会福

祉協議会であることから、別の資金

として管理をしなければならないと

いう認識が欠けていたことが原因

で、緊急援護資金出納簿の収入欄に

両方の資金を計上し、まとめて返還

していたものです。 

今回の指摘を受け、就職祝金につ

いては緊急援護資金出納簿には計上
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        （楠支所区民福祉課）

緊急援護資金管理要領に基づき、援

護資金の管理を適正に行われたい。 

せず、別の資金として管理するとと

もに、指摘事項について係内で周知

しました。 

今後も緊急援護資金と就職祝金は

別々に管理してまいります。 

       （楠支所区民福祉課）

(8) 敬老パス臨時乗車証の管理について

（行政運営事務） 

  区福祉課及び支所区民福祉課では、

本市に住所を有する65歳以上の者に対

して、交付申請に基づき、敬老パス

（ICカード）を交付している。敬老パ

スの作成には一定期間を要するため、

65歳に到達した後や65歳以上の転入者

が新規で交付申請をする場合及び敬老

パスの紛失や盗難等があった場合で再

交付申請をする場合に、作成されるま

での間、敬老パス臨時乗車証（紙券）

（以下「臨時乗車証」という。 ） を交

付している。 

臨時乗車証を交付する場合には、名

古屋市敬老パス事務取扱要綱に基づ

き、臨時乗車証の受入れ及び払出し状

況を敬老パス臨時乗車証出納簿に記載

し、適正に管理することとされてい

る。 

臨時乗車証の管理状況を調査したと

ころ、敬老パス臨時乗車証出納簿を表

計算ソフトで作成しており、福祉課長

の確認を出納の都度行わず、 1 月ごと

にまとめて確認を行っていた。 

名古屋市敬老パス事務取扱要綱に基

づき、臨時乗車証の管理を適正に行わ

れたい。     （名東区福祉課） 

本件は、表計算ソフトで出納を管理

しておりましたが、福祉課長の確認は

 1 月ごとまとめて行うことができると

誤認していたことが原因です。 

今回の指摘を受け、日次の出納を紙

媒体の出納簿による管理方法とし、受

払いの都度、記載するよう取扱いを改

めました。 

今後も、出納の都度、福祉課長によ

る確認を行うとともに、出納簿への記

載、管理を徹底してまいります。 

 （名東区福祉課）
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令和 3年監査報告第 2号関係分（令和 3年 5月17日報告） 

緑政土木局・農業委員会事務局・財政局 

 （令和 3年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容

(1) 公園における行為許可使用料の債権管

理について（収入事務） 

 本市では、名古屋市債権管理条例、

債権管理・回収の手引き等（以下「債

権管理条例等」という。 ） において債

権の管理方法を定めており、履行期限

が経過しているにもかかわらず債務が

履行されていない場合は、期限を指定

して書面により督促することとされて

いる。また、期限までに納付されない

場合は、文書等による催告を行うこと

とされている。 

 都市公園内で業として写真を撮影す

る場合等においては、名古屋市都市公

園条例に基づき当該行為に係る市長の

許可（以下「行為許可」という。 ） を

受けることとされており、各土木事務

所では行為許可に伴う使用料（以下

「行為許可使用料」という。 ） を徴収

している。 

西土木事務所において行為許可使用

料に係る債権の管理状況について調査

したところ、履行期限が経過している

にもかかわらず督促状を発付していな

い事例が 3件あり、うち 2件について

はそのまま時効が完成していた。ま

た、残りの 1件については、時効は完

成していなかったものの、約 2年間に

わたり文書等による催告を行っていな

かった。 

西土木事務所においては、債権管理

条例等に基づく適正な債権管理を行わ

れたい。     （西土木事務所） 

なお、西土木事務所においては督促

状の発付が漏れていた債権のうち、時

効が完成していなかったものについて

督促状を発付し、令和 2年12月に納付

された。また、発生している全ての債

権の管理状況が把握しやすくなるよう

一覧表を作成するとともに、組織とし

（監査期間中に措置済）
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て定期的に管理状況を確認するよう事

務を改めており、必要な措置が講じら

れた。

(2) 公園愛護会及び街路樹愛護会への報償

金の支出について（支出事務） 

本市では、緑のまちづくり条例、緑

のまちづくり条例施行細則及び公園愛

護会要綱等により、市の管理する公

園、街路樹等を愛護する活動を行うこ

とを目的として組織された団体を公園

愛護会又は街路樹愛護会として認定す

ることができ、一定期間以上継続した

活動の実績があるなどの条件を満たし

ているものを、公園特定愛護会又は街

路樹特定愛護会として認定することが

できるとされている。

また、愛護会及び特定愛護会（以下

「愛護会等」という。）の活動に対す

る支援として報償金を交付することが

できるとされており、交付にあたって

は土木事務所及び東山総合公園で、愛

護会等から提出された活動内容報告書

を確認の上、活動報告確認書を作成し

て緑地利活用課に報告を行い、報告を

受けた緑地利活用課は、活動報告確認

書に基づき活動内容を審査した上で交

付することとされている。

各土木事務所及び東山総合公園にお

いて、令和元年度の活動内容報告書及

び活動報告確認書について調査したと

ころ、活動内容報告書の記載内容と活

動報告確認書に記載された活動月数が

一致しない事例が見受けられた。

各所属においては、当該事例につい

て愛護会等の活動状況を再確認した上

で、過払いとなっている事例について

は返納を求められたい。また、今後

は、活動内容報告書の記載内容をよく

確認した上で適正に活動報告確認書を

作成されたい。

（東土木事務所、西土木事務所、

瑞穂土木事務所、緑土木事務所）

また、平成28年 5月13日に結果を公

本件は、活動報告書の記載内容を十

分に確認していなかったこと、活動の

振替について認識が不十分であったこ

とが原因です。 

今回の指摘を受け、補記が不十分で

あった件については補記を行うととも

に、過払いとなっている報償金につい

ては返納を確認しました。 

また、緑地利活用課作成のチェック

リストを活用し、活動報告確認書の記

載内容を 2名以上で確認することを所

属内で周知徹底しました。 

今後も適正な事務の執行に努めてま

いります。 

（東土木事務所、西土木事務所、 

瑞穂土木事務所、緑土木事務所） 

本件は、活動内容報告書の確認方法

等について、当課と各土木事務所の間

で認識に齟齬があったことが原因であ

ると考えております。 

今回の指摘を受け、活動報告書の作

成にあたり誤りやすい事項について統

一的に対応できるよう、チェックリス

トを作成し、各公所宛てに周知しまし

た。 

また、令和 2年度の報償金支出事務

においては、各土木事務所で作成する

活動報告確認書の内容を 2名以上で確

認するよう様式を改めました。 

今後も愛護会事務担当者の意見を踏

まえて、チェックリストの改善を重ね

ていきたいと考えております。 

          （緑地利活用課） 
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表した緑政土木局の定期監査でも各土

木事務所に対して今回と同様の指摘が

なされていることから、緑地利活用課

においては、再発防止に向けた対応策

を検討されたい。 （緑地利活用課）

(3) 自転車駐車対策報償金の支出について

（支出事務） 

 本市では、駅周辺における具体的な

自転車等の駐車対策を推進するため

に、地域住民の協力団体として、地区

自転車駐車対策推進協議会（以下「地

区協議会」という。）の設置を進めて

おり、名古屋市自転車駐車対策協力報

償金支給要綱に基づき、駐車場の清掃

等を実施した地区協議会に対して、週

あたりの作業回数等に応じて報償金を

交付している。

 また、支払方法については、地区協

議会が報告書を各区の地域力推進室に

提出し、各区の地域力推進室は、報告

書により地区協議会の活動状況を確認

したときは、報償金支払依頼書を自転

車利用課へ提出し、支払依頼書に基づ

き自転車利用課が地区協議会に報償金

を交付している。

 当該報償金の支出事務について調査

したところ、活動状況報告書の様式に

は活動の延べ日数を記載する欄はある

が週ごとの活動日数及び活動内容を記

載する欄がなく、また、支払依頼書の

様式も同様であった。また、実際に各

区から自転車利用課に提出された支払

依頼書を確認したところ、一部の支払

依頼書には手書きで週ごとの活動日数

が補記されていたものの、ほとんどの

支払依頼書では週ごとの活動日数を確

認することができない状況となってい

た。

自転車利用課においては、活動状況

報告書及び支払依頼書の様式を見直す

とともに、地区協議会の活動状況の確

認を各区任せにすることなく、緑政土

木局として地区協議会の実際の活動内

容を確認した上で報償金を支出できる

本件は、活動報告書及び支払依頼書

の様式上、地区協議会の活動内容を記

載する欄がなかったことが原因です。 

ご指摘を受け、活動報告書及び支払

依頼書の様式を、地区協議会の活動内

容を確認できる形に改正しました。令

和 3年 4月 1日から改正後の様式にて

運用しており、週ごとの活動日数を自

転車利用課でも確認したうえで令和 3

年 7月30日に第一四半期分の報償金の

支払いを行いました。 

自転車利用課においても活動内容が

確認できる様式に改めたため、今後も

その様式に基づき提出された活動内容

を確認したうえで報償金の支払いを行

います。     （自転車利用課） 
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ような仕組みを検討されたい。

        （自転車利用課）

(4) 農業センター駐車場使用料徴収等業務

委託について（契約事務） 

 農業センターでは、名古屋市農業セ

ンター条例等に基づき、催物などによ

り来場者数の大幅な増加が見込まれる

期間については、自動車等の種別に応

じて駐車場の使用料を徴収している。

農業センターは、当該使用料の徴収

事務及び来場者の案内・誘導業務につ

いて委託しており、仕様書によると、

受託者は使用料の徴収と引き換えに利

用者に領収書の交付を行い、領収書の

控えを基に駐車種別の台数、徴収した

金額、使用した領収書番号等を記載し

た出納簿を毎日農業センターに提出し

た上で、徴収した金額を本市に納付す

ることとされている。

また、契約書の約款によると、業務

の一部を再委託しようとする場合につ

いては、本市に下請負届を提出の上、

承諾を得なければならないとされてい

る。

当該委託契約について調査したとこ

ろ、以下のような事例が見受けられ

た。

ア 仕様書で定められた出納簿の様式

と異なり、使用した領収書番号を

記載する欄が設けられていない出

納簿が使用されていたもの

イ 委託業務の一部について受託者か

ら第三者に再委託が行われていた

が、下請負届の提出がされていな

かったもの

 農業センターにおいては、受託者が

仕様書等に沿って事務を執行している

かどうかの確認を徹底されたい。

         （農業センター）

本件は、アについては、領収書の管

理についての認識が希薄であったた

め、出納簿を十分に確認しなかったこ

とが原因であり、イについては、再委

託の事務手続を十分に理解していなか

ったことが原因です。 

今回の指摘を受け、令和 2年度に実

施した同様の業務において、次の 2点

を実施しました。 

アについては、受託者から出納簿の

提出があった際に、領収書の控えと出

納簿の記載内容とを照合するなど、領

収書の管理と出納簿の確認を徹底する

こととしました。 

イについては、関係職員に対して再

委託の事務手続を周知するとともに、

受託者に対しても同様の内容を説明

し、再発防止を図りました。 

その結果、当該業務については、事

務が適正に執行されました。 

今後も受託者が仕様書等に沿って事

務を執行しているかどうかの確認を徹

底してまいります。 （農業センター） 
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(5) 営業用乗用自動車乗車券の管理につい

て（財産管理事務） 

緑政土木局における営業用乗用自動

車の利用については、緑政土木局営業

用乗用自動車の利用基準等により定め

られており、所属長は非常配備のため

参集を命ずる職員又は非常配備を解除

されて帰宅する職員に対して、公共交

通機関の利用が困難である場合等に

は、災害タクシー乗車券（以下「タク

シー乗車券」という。 ） を交付するこ

とができ、タクシー乗車券の交付を受

けたものの使用しなかった職員は、速

やかにタクシー乗車券を所属長に返納

しなければならないとされている。

タクシー乗車券の取扱いについて調

査したところ、非常配備に備えて事前

にタクシー乗車券を交付された職員が

そのタクシー乗車券を使用しなかった

場合、次回の非常配備に備えてそのま

ま長期間にわたって保有し続けている

事例が複数の所属において見受けられ

た。

タクシー乗車券を長期間にわたって

職員が保有し続けることは、紛失し不

正利用されるリスクがあり、金券類に

準じて厳正に管理されるべきタクシー

乗車券の管理として不適切であると考

えられる。

事務を所管する総務課においては、

タクシー乗車券を職員が使用しなかっ

た場合の速やかな返納について局全体

の統一的基準を設けるなど、タクシー

乗車券を適切に管理するよう各所属に

対して指導されたい。  （総務課）

なお、総務課においては、各所属に

対しタクシー乗車券の適切な管理につ

いて周知徹底を行っており、必要な措

置が講じられた。

（監査期間中に措置済）

(6) 備品の管理について（財産管理事務）

名古屋市会計規則等によれば、物品

管理者は、使用中の備品を備品台帳に

登録し常に使用状況を明らかにしてお

（監査期間中に措置済）
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かなければならないとされている。

備品台帳及びその他関係書類等につ

いて調査したところ、以下のような事

例が見受けられた。

ア 備品を購入しているが、備品台帳

への受入れの登録が行われていな

いもの    （東山総合公園）

イ 備品の不用の決定及び廃棄を行っ

ているが、備品台帳への廃棄の登

録が行われていないもの

（自転車利用課、東山総合公園）

ウ 現在も使用しているが、過去に所

在不明として不用の決定をし、備

品台帳上は廃棄の登録が行われて

いるもの   （農業センター）

各所属においては、備品台帳への正

確な登録により備品の保有状況を把握

し、適切な財産管理を徹底されたい。

なお、各所属においては備品台帳へ

の正確な登録が行われ、必要な措置が

講じられた。

(7) 金券類等の管理について（財産管理事

務） 

名古屋市会計規則等によれば、切

手、印紙、乗車券その他これらに類す

る物品の出納は、金券類等出納簿によ

り管理することとされている。 

東山総合公園においては、各種観覧

券の販売について事業者に委託してお

り、印刷業者から納品された各種観覧

券を受託者へ払い出している。また、

書損となった定期観覧券（年間パスポ

ート）については、受託者から東山総

合公園に返納され、東山総合公園にお

いて廃棄の処理を行っている。 

定期観覧券の管理状況について調査

したところ、受託者から 1箇月分の書

損となった定期観覧券が返納された後

に、納品等を含む出納記録 1箇月分を

まとめて金券類等出納簿に登載してい

た。また、書損となった定期観覧券に

ついて、受託者から返納され実際に廃

棄した日付ではなく、書損が発生した

（監査期間中に措置済）

55



番号 指摘（監査結果） 措置の内容

日付を廃棄日として登載していた。

このような金券類等出納簿の登載状

況では正確な在庫数を常に把握するこ

とは困難であるため、東山総合公園に

おいては、名古屋市会計規則等に従い

金券類等の管理を適正に行われたい。

（東山総合公園）

なお、東山総合公園においては、委

託業者に対して日ごとに書損となった

定期観覧券の返納を求めることとし、

受払いの都度金券類等出納簿へ登載す

るよう事務手続を改めており、必要な

措置が講じられた。

(8) 外部記録媒体の管理について（行政運

営事務） 

 緑政土木局における外部記録媒体利

用基準では、所属長は、所有する外部

記録媒体の種類、保管場所、最終処理

方法等を外部記録媒体管理簿（以下

「管理簿」という。 ） に登載し管理す

ること、利用目的等が適切であるかど

うかを外部記録媒体利用簿（以下「利

用簿」という。 ） で確認すること、月

に 1回、外部記録媒体の現物を管理簿

及び利用簿と突合し保有状況の確認を

すること等が定められている。 

 外部記録媒体の管理状況について調

査したところ、所有している外部記録

媒体について管理簿への記載が漏れて

いるなどの不適切な事例が多くの所属

において見受けられた。 

各所属においては、紛失や盗難等に

おける情報漏えいリスクの高い外部記

録媒体の適切な管理の重要性について

再認識した上で、外部記録媒体を適正

に管理されたい。 

（総務課、企画経理課、技術指導課、

東土木事務所、緑土木事務所、

天白土木事務所、道路管理課、

道路利活用課、自転車利用課、

用地管理課、用地補償課、

道路建設課、河川管理課、

河川計画課、河川工務課、

都市農業課、緑地管理課、

（監査期間中に措置済）
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    緑地利活用課、緑地維持課、

東山総合公園）

また、利用簿上、利用者を複数人ま

たは全職員、利用期間を 1年間と記載

し、実際の持出しの都度の記録がなさ

れていない事例が多くの所属で見受け

られた。 

局の情報保護担当である総務課に確

認したところ、各所属に対して示され

た利用簿の記入例は利用者が複数であ

ったり利用期間が 1年間となってお

り、また、利用期間が 1年間の場合に

は実際の持出しごとに利用簿への記録

は必要ない旨の事務連絡が総務課から

各所属に対してなされているとのこと

であり、各所属においてはその事務連

絡を踏まえて上記のような利用簿の記

載を行っていたところである。 

外部記録媒体利用基準によると、所

属長は利用簿により、外部記録媒体の

利用者、利用期間、持出先等を確認す

ることとなっているが、現行のような

運用方法では、実際の利用者や利用

日、持出先などが何ら確認できないこ

とから、総務課においては外部記録媒

体の管理方法についての見直しを検討

されたい。       （総務課） 

なお、各所属においては、適正な管

理方法に改められるとともに、総務課

においては、外部記録媒体の管理方法

を見直した上で各所属に周知徹底を行

っており、必要な措置が講じられた。

(9) 道路工事の施行承認事務について（行

政運営事務） 

道路法（昭和27年法律第 180号）、

名古屋市道路管理規則によれば、道路

管理者以外の者が、車両が民地内の駐

車場等に出入りするための乗入れ施設

を歩道に設置するなどの道路に関する

工事を行う場合には、あらかじめ土木

事務所に道路工事施行承認申請書を提

出し承認を受けなければならず、承認

を受けた者が、工事に着手しようとす

るときは、原則としてあらかじめ工事

各土木事務所に対しご指摘のあった

不適切な事例については、道路工事施

行承認申請に係る必要な手続について

の事業者への周知が不足していたこ

と、所属内での検査業務等における書

類の確認が不十分であったことが原因

であると考えられます。

それぞれの指摘内容を踏まえ、承認

書交付時に工事着手届、工事完了届の

提出をより強く指導するとともに、工

事期間を把握し、電話等により、定期

的に書類の未提出者へ速やかな提出の
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着手届を、工事が完了したときは直ち

に工事完了届を提出し、完了検査を受

けなければならないとされている。 

 また、承認にあたっては承認条件が

付されており、上記の工事着手届や工

事完了届の提出が必要な旨などが申請

者に明示されている。 

  各土木事務所において、道路工事施

行承認に関する申請書類等について調

査したところ、工事着手届や工事完了

届が未提出のものや検査調書に検査結

果や検査年月日の記載がないものなど

不適切な事例が見受けられた。 

各土木事務所においては、申請者が

承認条件に従って承認工事を行うよう

指導を徹底するとともに、適切に完了

検査を行うよう改善されたい。 

（東土木事務所、西土木事務所、 

瑞穂土木事務所、緑土木事務所、 

天白土木事務所） 

また、道路管理課においては、工事

完了届の提出だけではなくそれ以外の

承認条件が守られていない事例も散見

されることから、市ウェブサイト等で

の事業者への周知内容の見直し等の対

策を行われたい。  （道路管理課） 

催促を行うなどの改善を図りました。

また、不備のあった書類は修正し、

検査業務等における書類の確認を徹底

するよう所属内に改めて周知しまし

た。

（東土木事務所、西土木事務所、

瑞穂土木事務所、緑土木事務所、

天白土木事務所）

本件は、道路工事施行承認申請に係

る工事着手届や工事完了届の提出な

ど、承認を受けた後の必要な手続につ

いての事業者への周知の不足が原因で

あると考えられます。

ご指摘を受け、市ウェブサイトでの

周知内容の見直しを行い、届出の必要

性や、不適切な施工が判明した際に求

められる対応などの記載を追加しまし

た。また、ウェブサイトでダウンロー

ドできる申請書を自動作成するファイ

ルについて、工事着手届と工事完了届

を含めた書類一式を一括作成するファ

イルに変更することで、事業者が申請

書作成時に、必要な書類一式を一度に

認識できるよう改善を図りました。

土木事務所に対しては、申請書受付

時や承認書交付時に工事着手届及び工

事完了届の提出を指導するとともに、

各書類の提出状況を把握し、未提出の

書類について定期的に催促を行うよう

通知しました。   （道路管理課）

(10) 農地台帳の原本証明事務について（行

政運営事務） 

農業委員会では、農地法（昭和27年

法律第 229号）に基づき、一筆ごとに

農地の所有者の氏名及び住所、農地の

所在や面積等を記録した農地台帳を作

成し、各種申請において必要となる場

合には、農地台帳の原本証明書の交付

を行っている。農地台帳の原本証明書

の交付申請ができるのは原則として所

有者及び相続人のみとされており、委

任状がある場合に限り受任者名で交付

申請ができ、受任者に交付することが

（監査期間中に措置済）
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できるとされている。

中川農政課において、農地台帳の原

本証明書の交付申請に関する書類につ

いて調査したところ、交付決定の決裁

に委任状が添付されていない事例が見

受けられた。

中川農政課によると、交付申請書の

提出時に委任状は確認したものの、そ

の場で返却してしまったとのことであ

るが、中川農政課においては委任状に

ついて確実に収受されたい。

         （中川農政課）

なお、中川農政課においては、職員

向けの窓口対応マニュアルに委任状を

確実に収受する旨を追記した上で窓口

に常設するとともに、職員への周知徹

底を行っており、必要な措置が講じら

れた。
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令和 3年監査報告第 2号関係分（令和 3年 5月17日報告） 

緑政土木局（公の施設の指定管理者関係分） 

（令和 3年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容

(1) 世界の熱帯果樹温室の利用料金の徴収

事務及びフルーツパーク要綱について

（収入事務）  

フルーツパーク要綱について調査し

たところ、誤字・適用条文の齟齬等が

20か所（号単位。同一事由によるもの

含む。 ） 以上存在し、一部について

は、10年以上にわたり修正がなされて

いなかったことが確認された。

要綱は、条例や規則の具体的な解 

釈、運用、手続等を定めるものであ

り、事務を進める上での根拠となるた

め、その誤りは不適切な事務処理の原

因となることが懸念される。 

都市農業課においては、フルーツパ

ーク要綱について速やかに必要な改正

をされたい。    （都市農業課） 

なお、都市農業課においては、フル

ーツパーク要綱について改正を行い、

必要な措置が講じられた。 

（監査期間中に措置済）

(2) 生産物の売払い事務について（収入事

務） 

名古屋市東谷山フルーツパークで

は、指定管理者は本市から園内で収穫

した生産物の売払いを受け、来園者へ

の販売や生産物を活用した収穫体験等

のイベントを実施している。

生産物の売払い事務について、都市

農業課が定めた通知によれば、指定管

理者は生産物の収穫があった場合は、

その日のうちに収穫量及び単価等を記

載した生産物等出荷表兼売払伺を作成

し、都市農業課へ提示することとされ

ているが、実際には、生産物等出荷表

兼売払伺を週ごとにまとめて提示する

運用となっていた。

都市農業課においては、定期的に検

査を実施するなど指定管理者による事

本件は、生産物を日常的に収穫し、

活用する必要があるにも関わらず、通

知が業務の実態に合っていなかったこ

とが原因です。 

今回の指摘を受け、通知の改正を行

い、令和 3年 4月 1日から施行しまし

た。新たな通知においては年 4回の本

市による検査の実施の規定を設け、そ

の際に指定管理者による事務の確認を

行っております。 

今後も指定管理者による業務状況や

事務の適正性を確認してまいります。 

         （都市農業課）
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務の適正性を担保しつつ、指定管理者

が行う生産物の販売や収穫体験等の実

態に鑑み、通知が業務の実態に即した

内容になるよう改正されたい。

（都市農業課）

(3) 貸付備品の管理について（財産管理事

務） 

東山総合公園においては、貸付備品

の検査の確実な実施と報告をサンエイ

株式会社に求められたい。

 （東山総合公園）

また、緑政土木局における貸付備品

の管理事務について調査したところ、

以下のような事例が見受けられた。

ア 備品を廃棄していたにもかかわら

ず、備品台帳及び貸付備品一覧を

更新していなかったもの

  （緑地利活用課、東山総合公園）

イ 指定管理者へ貸し付けているにも

かかわらず、貸付備品一覧に登載

していなかったもの

        （緑地利活用課）

緑地利活用課及び東山総合公園にお

いては、備品台帳と貸付備品一覧の更

新を漏れなく行われたい。

本件は、備品台帳の更新漏れや誤っ

て貸付備品一覧から削除してしまった

ことが原因です。 

今回の指摘を受け、備品台帳と貸付

備品一覧の更新を行いました。 

今後も、備品の確認や更新を適正に

実施してまいります。 

        （緑地利活用課） 

本件は、サンエイ株式会社が貸付備

品について、年 1回の検査を怠ってい

たこと及び市が催促していなかったこ

とが原因です。 

今回の指摘を受け、令和 3年 1月に

サンエイ株式会社と共に貸付備品の調

査をし、備品台帳及び貸付備品一覧の

整理を行いました。 

今後も、年 1回の備品検査を漏れな

く実施し報告するよう指導してまいり

ます。また、備品の確認や更新を適正

に実施してまいります。 

        （東山総合公園） 

(5) 公園施設の維持管理について（その他

事務） 

名古屋市東谷山フルーツパークを所

管する都市農業課においては、指定管

理者による公園施設の維持管理業務

が、業務仕様書に基づき確実に実施さ

れていることを確認されたい。

         （都市農業課）

遊具による事故が生命にかかわる危

険または重度の障害等につながる可能

性があることに鑑み、庄内緑地を所管

する緑地利活用課においては、指定管

理者が点検業者から使用禁止の判定を

受け必要な措置を講じた際には、当該

本件は、業務仕様書の確認が不十分

であったことが原因です。 

今回の指摘を受け、業務仕様書の文

章中にだけ記載のあった点検事項につ

いて、維持管理水準表および維持管理

計画表にも明記しました。 

今後も業務仕様書等に基づき実施の

確認をしてまいります。 

         （都市農業課） 

本件は、遊具の基礎部が露出してい

たため遊具点検業者から使用禁止の判

定を受け、指定管理者において安全対

策を講じたものですが、その後、再度

基礎部が露出してしまったことが原因
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

措置を定期的に確認する仕組みとされ

たい。      （緑地利活用課）

です。 

今回の指摘を受け、再び安全対策を

講じ、その後の状況を定期的に確認し

ています。なお、当該遊具は今年度予

定している再整備に伴い撤去いたしま

す。 

今後は四半期ごとの報告、現地検査

での確認や特に重要とされる措置を実

施した箇所については速やかに報告を

求め現地確認を行ってまいります。 

        （緑地利活用課）

(6) 収支決算書について（その他事務） 

緑地利活用課においては、収支決算

書の内容を精査するとともに、指定管

理者に対し適正な収支決算書の作成に

ついて指導されたい。

（緑地利活用課）

本件は指定管理者による経理区分の

確認及び税率変更の端数処理の確認が

不十分であったことが原因です。 

今回の指摘を受け、指定管理者に対

し指定管理業務及び自主事業の適正な

執行について、令和 3年 2月 5日付事

務連絡で改めて通知いたしました。 

今後は収支決算書の内容を精査し適

正な管理を行うよう指導してまいりま

す。       （緑地利活用課）

(7) 指定管理者募集要項及び業務仕様書に

ついて（その他事務） 

本市では、指定管理者制度を運用す

る際に遵守すべきルールとして、指定

管理者制度の運用に関する指針（以下

「指定管理者制度運用指針」とい

う。 ） を定めている。指定管理者制度

運用指針では、指定管理者の募集要項

に業務内容等を明記する際は、申請し

ようとする団体が個々の業務の趣旨・

内容を理解し、効果的・効率的な提案

ができるよう、具体的にわかりやすい

ものとすることとしている。また、業

務仕様書には個々の業務の詳細な内容

を明記することとしている。

指定管理者募集要項及び業務仕様書

（以下「募集要項等」という。 ） の記

載内容について調査したところ、庄内

緑地において、現在の指定管理者によ

る管理開始以前から水景設備が故障に

より稼働していないため、定期点検が

本件は業務仕様書の確認が不十分で

あったことが原因です。 

現在の設備状況に応じて適切な管理

運営ができるよう、次期募集要項及び

業務仕様書を作成してまいります。 

       （緑地利活用課）
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

不要であるにもかかわらず、募集要項

等では定期点検の実施を求めている事

例が見受けられた。

緑地利活用課においては、指定管理

者制度運用指針に従い適正な募集要項

等を作成されたい。（ 緑地利活用課）

(8) 消防設備等の故障への対応について

（その他事務） 

自転車利用課は、令和 2年 2月及び 

3月にＲＢＳから点検結果の報告を受

けていたものの、予算執行上の都合に

より翌年度に修繕を行うこととした結

果、修繕に向けたＲＢＳとの協議の実

施が 5月及び 6月になってしまい、修

繕の遅れを招くこととなった。 

  自転車利用課においては、消防設備

等の故障は重大な事故につながりかね

ないことを再認識した上で、各種点検

による故障等が判明した場合速やかに

報告するようＲＢＳを指導するととも

に、報告を受けた際には速やかに対応

されたい。    （自転車利用課）

本件は、ＲＢＳから施設を所管する

自転車利用課に対する報告が遅れたこ

と、自転車利用課とＲＢＳによる修繕

に向けた協議が遅れたことが原因で

す。 

ご指摘を受け、ＲＢＳには各種点検

にかかる報告を速やかに行うよう指導

しました。令和 2年度においては、令

和 3年 1月26日に報告を受けた消防設

備等点検の不備箇所について、令和 3

年 2月に協議を行い、令和 3年 3月25

日に修繕が完了しました。 

今後も各種点検にかかる報告を受け

た際には速やかに対応してまいりま

す。       （自転車利用課）
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令和 3年監査報告第 2号関係分（令和 3年 5月17日報告） 

住宅都市局（タイムズグループ（名古屋市営久屋駐車場の指定管理者）関係分） 

（令和 3年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容

１ 事業報告書の適正な作成について（そ

の他事務） 

所管課である交通施設管理課におい

ては、各費目の内訳が分かる資料等を

指定管理者から受領していないため、

数値や内容が適正であるかの確認を行

うことができず、こうした不備に気が

付かなかった。

交通施設管理課においては、指定管

理者を指導・監督する立場であること

を改めて認識した上で、事業報告書を

適正に作成するようタイムズグループ

に対して指導されるとともに、施設の

指定管理に係る経費の支出状況を適正

に把握されたい。（交通施設管理課）

本件は、これまで予算執行状況の内

訳資料の提出を求めておらず、各費目

の内訳を十分把握していなかったこと

が原因です。 

今回の指摘を受け、タイムズグルー

プに対し、指摘事項の修正とともに、

各費目の内訳資料の提出を指示しまし

た。 

この内訳資料の精査を行ったとこ

ろ、一部経費の計上もれ等が判明した

ため、予算執行状況が適正な内容とな

るよう修正を指示しました。 

今後このようなことが起こらないよ

う、指定管理者に対し、事業報告書の

適正な作成について指導を行いまし

た。また、今後は、事業報告書と併せ

て予算執行状況の内訳資料の提出を求

め、精査を行ってまいります。 

      （交通施設管理課）
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令和 3年監査報告第 2号関係分（令和 3年 5月17日報告）

上下水道局（工事） 

                    （令和 3年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置の内容 

1(1) 低圧幹線の設計について（設計） 

 電気設備に関する技術基準を定める

省令（平成 9年通商産業省令第52号）

では、電気設備の異常時の保護対策な

ど電気設備の保安上必要な技術基準を

定めている。その具体的事項を示した

電気設備の技術基準の解釈（以下「技

術基準の解釈」という。）では、低圧

幹線（以下「幹線」という。）を敷設

する場合、幹線を保護する過電流遮断

器（ブレーカ）の定格電流は、幹線の

許容電流以下とすることを定めてい

る。 

 「柴田水処理センター特殊電源設備

工事」では、直流電源設備の更新に伴

い幹線を更新する工事を行った。更新

後の幹線は、許容電流が37アンペアと

63アンペアであるケーブルを使用し、

それぞれの幹線を保護する過電流遮断

器には定格電流が 100アンペアのもの

を使用しており、幹線の許容電流より

も大きくなっていた。 

 今後同様な設計にあたっては、技術

基準の解釈に適合した設計とするよう

局内に周知されたい。 

 なお、当該工事の過電流遮断器及び

幹線については、指摘に基づき令和 3

年 3月に技術基準の解釈に適合するよ

う是正を行った。    （施設課） 

 本件は、電気設備の技術基準の解釈

における低圧幹線の保護についての確

認不足が原因であることから、令和 3

年 3月19日に職場内研修を実施し、低

圧幹線の保護について技術基準の解釈

に適合した設計とするよう再発防止を

図りました。     （施設課） 

ご指摘の件につきましては、令和 3

年 6月に設計積算、工事監理並びに検

査に係る各部署に対して、令和 2年度

市工事監査指摘事項等の解説資料を配

布し、その資料を用いて各職場内にお

いて資料研修を実施することで、内容

を広く周知し、再発防止を図りまし

た。        （技術管理課） 

1(2) 屋上防水改修について（設計） 

 上下水道局の建築工事特記仕様書で

は、塗膜防水については保証期間10年

で、受注者と防水工事施工業者の連帯

保証書を提出するとしている。 

 「三階橋ポンプ所始め 2箇所建物補

修工事」では三階橋ポンプ所屋上防水

改修において、既設保護コンクリート

 本件は、防水改修の設計にあたって

現場状況と適応した工法についての確

認不足が原因です。 

これを受け、令和 3年 3月15日の職

場内研修において本実務を行う職員に

工事監査の指摘事項を伝えるととも

に、事前に設備基礎の有無などの現場

状況、保証書が提出される工法につい
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番号 指摘事項（監査結果） 措置の内容 

上に 800平方メートル程度の塗膜防水

を全面的に施工する工事を行った。当

初設計では絶縁工法の予定であった

が、施工時に機械基礎や配管基礎が多

いため、施工が困難と判断し密着工法

に設計変更した。完了した現場を確認

したところ、配管基礎と配管基礎が近

いなどの施工しづらいところは未施工

なままとなっていた。また、保証書に

ついては、設計変更の際に協議を行い

提出しないこととしていた。 

 防水改修工事等を施工する場合は、

局の特記仕様書に基づき保証書が確実

に提出される設計とするよう局内に周

知されたい。 

 なお、当該工事の未施工箇所につい

ては、指摘に基づき令和 3年 3月に是

正を行った。    （施設整備課） 

て十分確認を行うこと、及び施工状況

の確認を確実に行うことを周知徹底

し、今後の再発防止を図りました。 

（施設整備課）

ご指摘の件につきましては、令和 3

年 6月に設計積算、工事監理並びに検

査に係る各部署に対して、令和 2年度

市工事監査指摘事項等の解説資料を配

布し、その資料を用いて各職場内にお

いて資料研修を実施することで、内容

を広く周知し、再発防止を図りまし

た。        （技術管理課） 

1(3) 土木工事の施工管理について（施工） 

 上下水道局では、土木工事における

施工管理は、土木工事共通仕様書（以

下「仕様書」という。）に従って実施

するとしている。仕様書では、埋戻し

工、路盤工及びアスファルト舗装工等

の各工種における施工管理項目、試験

方法、規格値及び必要頻度等を定めて

いる。 

 仕様書に基づいた施工管理が行われ

ているか施工計画書、検査試験成績書

及び施工管理記録を確認したところ、

以下の事例が見受けられた。 

 ア 「福江雨水滞水池構内整備工

事」では、構内整備工事としてア

スファルト舗装工を施工した。仕

様書では、アスファルト舗装工の

施工管理について、コアー採取に

よる厚さの測定、締固め度試験を

行うとしているが、実施していな

かった。 

 イ 「清須市廻間三丁目地内50粍配

水管布設工事」では、配水管布設

工事に伴う埋戻し工、路盤工を施

工した。仕様書では、埋戻し工の

品質管理について、改良土埋戻し

ア 本件は、アスファルト舗装工の施

工管理に関する確認不足が原因で

す。 

これを受け、令和 3年 6月30日に

職場内研修を実施し、アスファルト

舗装工の施工管理について仕様書に

基づき試験を行うことを十分確認す

るとともに、受注者への指導を徹底

するよう、周知を行いました。 

（建設工事事務所）

イ 本件は、埋戻し工及び路盤工の品

質管理について、改良土及び路盤材

の数量に応じた管理項目の確認が不

十分であったことが原因です。 

これを受け、令和 2年12月16日の

職場内研修において、施工計画書に

より当該工事の品質管理項目に不足

がないことを十分確認するととも

に、受注者への指導を徹底するよ

う、周知を行いました。 

なお、当該箇所については、指摘

後に現場巡視を行い、不陸等が生じ

ていないことを確認しました。 

 （北部管路センター）
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番号 指摘事項（監査結果） 措置の内容 

の締固め度の確認は現場密度試験

により、一般部と管廻りそれぞれ

において行うとしているが、管廻

りにおいて実施していなかった。

また、路盤工の品質管理につい

て、粒度調整路盤材の締固め度の

確認は現場密度試験により行うと

しているが、実施していなかっ

た。 

 ウ 「東区矢田一丁目付近下水道築

造工事」では、下水道築造工事に

伴う埋戻し工を施工した。その品

質管理について、仕様書では標準 

     CBR試験時の乾燥密度値を基に確

認を行うこととしているが、誤っ

た値を用いていた。正しい値によ

り確認したところ、仕様書の水準

を満たしていなかった。 

 土木工事の施工管理については、仕

様書に基づいて試験を行い、作業の品

質を確保されたい。また、適切な施工

管理がなされるよう、施工計画書や現

場の確認時などに受注者を指導された

い。さらに、検査試験成績書、施工管

理記録の受領時等には、試験結果が規

格値を満たしているか確認を行い、規

格値を満たしていない場合には必要に

応じて対策を講じられたい。 

（建設工事事務所、

東部管路センター、

北部管路センター）

ウ 本件は、埋戻し工の品質管理につ

いて、規格値の基準となる乾燥密度

値の確認が不十分であったことが原

因です。 

これを受け、令和 3年 1月 5日の

職場内研修において、試験結果の確

認時には仕様書の規格値を満たして

いることの確認及び規格値の基準と

なる値の確認をすることを十分に行

うとともに、受注者への指導を徹底

するよう、周知を行いました。 

なお、当該箇所については、指摘

後に現場巡視を行い、不陸等が生じ

ていないことを確認しました。 

（東部管路センター）

ご指摘の件につきましては、令和 3

年 6月に設計積算、工事監理並びに検

査に係る各部署に対して、令和 2年度

市工事監査指摘事項等の解説資料を配

布し、その資料を用いて各職場内にお

いて資料研修を実施しました。その中

で、仕様書に基づく作業の品質を確保

するため、当局のみならず、受注者に

対する指導にも留意するよう広く周知

しました。     （技術管理課） 

1(4) 薬液注入工における地下水等の水質監

視について（施工） 

 土木工事共通仕様書では、薬液注入

工の施工に際しては、「薬液注入工法

による建設工事の施工に関する暫定指

針について」（昭和49年 7月10日付、

建設省官技発第 160号。以下「指針」

という。）を遵守することとしてい

る。 

 指針では、薬液の注入による地下水

等の水質の汚濁を防止するため、薬液

注入箇所周辺の地下水等の水質の汚濁

の状況を注入工事が終了後半年を経過

本件は、薬液注入工の施工管理に当

たり、地下水等を汚染する可能性があ

ることの認識不足と指針の確認不足が

原因です。 

これを受け、令和 3年 2月 3日の職

場内研修において、指針の目的、適用

範囲等の内容を確認するとともに、受

注者に水質検査等の指針に則した施工

管理の徹底を指導するよう、周知を行

いました。 

なお、本件は、工事の完了後、水質

の監視が必要な期間の半年以上が既に

経過していることから、改めて水質検
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番号 指摘事項（監査結果） 措置の内容 

するまでの間監視しなければならない

と定めている。また、水質の監視にあ

たっては、地下水が水質基準を満たし

ているか確認するため、水質検査を公

的機関等において行うことと定めてい

る。 

 「第 2次大幸川幹線改築工事」で

は、既設管内の漏水を止めるため、薬

液注入工（止水注入工）を施工した。

この薬液注入工の施工管理を確認した

ところ、指針で定めている地下水の水

質の汚濁状況を監視するための水質検

査を行っていなかった。 

 薬液注入工の施工にあたっては、地

下水等を汚染する可能性があること、

施工に関する指針が定められているこ

との重要性を認識し、指針に則した施

工管理を実施するよう受注者を指導さ

れたい。   （北部管路センター） 

査は実施しておりませんが、当局が管

理している井水台帳及び環境局地域環

境対策課の管理する揚水・井戸設備デ 

ータにより、工事箇所の周辺（半径 

 100ｍ）において地下水が使用されて

いないことを確認しました。 

（北部管路センター）

ご指摘の件につきましては、令和 3

年 6月に設計積算、工事監理並びに検

査に係る各部署に対して、令和 2年度

市工事監査指摘事項等の解説資料を配

布し、その資料を用いて各職場内にお

いて資料研修を実施しました。その中

で指針に則した施工を実施させるよう

当局のみならず、受注者に対する指導

にも留意するよう広く周知しました。 

（技術管理課）
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令和 3年監査報告第 2号関係分（令和 3年 5月17日報告） 

教育委員会（総務部、教務部、子ども応援委員会制度担当部、指導部、小学校）・

財政局 

（令和 3年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容

(1) 財務会計総合システムの電子決裁につ

いて（支出事務） 

本市では、会計事務の効率化等を目

的として財務会計総合システムの再構

築が行われ、平成31年 3月より新たな

財務会計総合システムが稼働してい

る。これに伴い、名古屋市会計規則が

改正され、支出命令行為等の会計事務

に関連する事務の意思決定を電子計算

機に登録することにより、その内容を

電子的に蓄積するとともに、行政文書

の起案、決裁等の事務処理を電子的に

行うこととなっている。そのため、こ

れまで支出命令者等には紙の請求書そ

の他審査に必要な関係書類を送付して

いたが、スキャナー等により電子情報

化した関係書類を送付することとされ

た。 

なお、電子情報の元となる行政文書

は、当該電子情報の保存期間が満了す

る日までの間、適正に保管し、又は保

存しなければならないとされている。 

会計事務について調査したところ、

以下のような事例が見受けられた。

ア 請書が改ざんされていたもの

指導室において、財務会計総合シ

ステムに電子情報として保存してい

る請書が、当該電子情報の元となる

紙媒体の請書と一致していない事例

が見受けられた。

指導室では、契約の締結において

受託者から提出された請書につい

て、令和元年の消費税率の引上げに

伴い一部内容を修正する必要が生じ

た際に、請書の再提出について受託

者と合意していた。一方で遅滞なく

事務処理を進めるために、受託者か

らの再提出を待たずに既に提出され

ていた請書の消費税額部分を職員が

本件は、遅滞なく事務処理を進める

ことを優先しすぎ、適正な事務処理に

対する意識が不十分であったことが原

因です。

今回の指摘を受け、業者から正しい

請書を受領するとともに、請書や請求

書等の事業者から提出される文書をこ

ちらで修正することは、行政文書の真

正を損なうことになり、絶対にしては

ならない行為であると指導しました。

今後は財務会計総合システムに登録

された書類等が、事業者から提出され

た原文書と相違ないか定期的に確認を

行うなどチェック体制を構築し適正な

会計事務を行っていきます。

（指導室）

本件は、財務会計総合システムの電

子決裁において、学校事務職員が見積

書をスキャンする際に、添付した見積

書の用紙の向きや内容の確認が不十分

であったこと、また、管理職が決裁を

する際に、誤って添付された見積書を

見落としたことが原因です。 

 今回の指摘を受け、事務職員は紙媒

体の行政文書をスキャンする際、 1枚

ずつ確実に裏表を確認したり、入力後

には、内容を再確認したりしていま

す。また、管理職は、電子決裁に添付

された見積書の内容が、システムに入

力されたものと同じであるかを一つ一

つ確実に照合する作業を行っていま

す。 

 今後も、継続して誤りのないよう、

気を付けてまいります。 

          （野田小学校）

今回の指摘を受け、同様のことを起

こさないために公金・金券類管理、物
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

電子データ上で改ざんした上で事務

処理を行っていた。  （指導室）

イ 見積書が添付されていなかったも

  の

野田小学校において、財務会計総

合システムに電子情報として保存し

ている見積書が、誤って、別件の支

出負担行為に係る見積書や単なる白

紙となっている事例が見受けられ

た。       （野田小学校）

財務会計総合システムの再構築によ

り電子決裁による事務の効率化等を図

る一方で、これまでの他所属の定期監

査等においても同様の事例が見受けら

れるように、財務会計総合システムの

画面上において電子情報の点検を行う

場合、紙決裁に比較して視覚的チェッ

クが機能しにくいというリスクがあ

る。指導室においては、こうしたリス

クを十分に認識した上で、職員の倫理

意識の徹底、上司等による確認体制の

強化など組織的な再発防止策を講じる

とともに適正な会計事務を行われた

い。          （指導室）

また、支出命令者等に対し、紙の書

類が送付されなくなった現在におい

て、システム上に電子情報として保存

されている行政文書こそが審査の重要

な基礎である。野田小学校において

は、財務会計総合システムの電子決裁

に際し、紙媒体の行政文書を電子情報

化した行政文書が正確に添付されてい

るか、確実に確認を行われたい。 

（野田小学校）

局内の内部統制を総括する総務課並

びに予算主管課である企画経理課及び

学事課においては、当該事例を局内全

所属で共有することで同様の事例が生

じないよう周知徹底を行うとともに、

文書偽造につながりかねない不適正な

会計処理の発生を防止するため、当該

事例により露呈した業務上のリスクを

踏まえ、ルールを遵守するという職場

風土の醸成、組織的なチェック機能の

強化など、再発防止に取り組み、会計

品購入チェックポイントシートを活用

した各所属における自己点検を毎月実

施しております。 

今後も上記の取組みを継続して実施

してまいります。    （総務課）

今回の指摘を受け、指摘事項、意

見、注意事項について今回監査対象と

ならなかった各課室公所含め、局内に

周知をしました。また、学校事務職向

けの研修の実施を予定しており、財務

会計システムにおける支出事務につい

て、適正な執行が行われるよう対策を

していきます。

今後も会計事務の適正な執行管理に

努めてまいります。 （企画経理課）

野田小学校の事例については、財務

会計総合システムの電子決裁に際して

確実に添付文書等の確認を行うよう注

意喚起しました。

また各学校で同様の事例が生じるこ

とを防止するため、チェックリスト

（「支出命令に係るよくあるミス事

例」）を学校事務センターホームペー

ジへ掲載しています。 

今後も学校現場と連携して再発防止

に取り組んでまいります。（学事課）
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

事務の適正な執行を確保されたい。

（総務課、企画経理課、学事課）

(2) 特別支援教育就学奨励費の支給事務に

ついて（支出事務） 

 本市では、名古屋市立の小中学校の

特別支援学級等に就学している障害の

ある児童生徒の保護者からの申請に基

づき、特別支援教育就学奨励費を支給

している。この奨励費の支給にあたっ

ては、毎年度発出される学事課長名通

知及び特別支援教育就学奨励費の手引

き等（以下「学事課長名通知等」とい

う。）に従って事務が行われている。

学事課長名通知等によれば、主な支

給対象経費には、学校給食費、学用品 

・通学用品購入費、新入学児童生徒学

用品・通学用品購入費等があり、その

支給金額は、原則として実費額の 2分

の 1である。

請求の手続としては、学校が計算等

の事務を行い、学事課へ書類を提出す

ることとなっている。学用品・通学用

品購入費については、学校徴収金及び

家庭で購入した物品が支給対象となる

ため、書類には学校徴収金で購入した

教材や実習の材料について記載する箇

所と、領収書等を保護者から徴取し

て、家庭で購入した物品について記載

する箇所がある。

特別支援教育就学奨励費の支給事務

について調査したところ、以下のよう

な事例が見受けられた。

ア 学校給食費について、行事で給食

の実施がなかった分を含めて支給

していたもの

イ 学用品・通学用品購入費につい

て、学校徴収金で購入した一部の

補助教材費分を支給していなかっ

たもの

ウ 学用品・通学用品購入費及び新入

学児童生徒学用品・通学用品購入

費について、保護者から提出され

た領収書の合計金額の計算を誤っ

て支給していたもの

本件は、校外学習により未実施とな

った給食分を含めて支給したこと、保

護者から提出された領収書からの転記

や合計金額の計算を誤ったこと、支給

対象とならない経費を含めて支給して

いたこと等が原因で、適切な金額が支

給されなかったものです。 

今回の指摘を受け、保護者へ本来支

給すべきであった金額を支給し、また

本来支給すべきでなかった金額の戻入

処理を行いました。 

今後、同様のことがないよう、支給

の際には複数人で確認し、適切に支給

できるように努めてまいります。 

（自由ケ丘小学校、見付小学校、

大野木小学校、中根小学校、

旗屋小学校、船方小学校、

中島小学校、大磯小学校、

下志段味小学校）

今回の指摘を受け、学用品・通学用

品購入費、新入学児童生徒学用品・通

学用品購入費について、学校での転記

漏れが生じないよう、様式を改めまし

た。

また、学校給食費の減額漏れが生じ

ないよう、学校から学事課への報告様

式の備考欄に減額理由の記載欄を今年

度から新たに設けることを検討してお

ります。

 今後も、学校に対し適切な事務手続

の周知徹底をするとともに、様式を改

める等、誤りが生じないよう改善に努

めてまいります。    （学事課）
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

エ 学用品・通学用品購入費につい

て、支給対象とならない経費を含

めて支給していたもの

特別支援教育就学奨励費について

は、平成30年 4月に保護者からの指摘

により支給誤りが発覚したことを受け

て、令和元年 5月15日に結果を公表し

た教育委員会の定期監査（以下「前回

監査」という。）において調査を実施

した。その結果、複数の学校において

支給事務に誤りが見受けられたため、

学事課に対し、複数人によるチェック

が行われているか改めて全校調査を行

うとともに、各学校への指導を徹底す

るよう指摘したところである。

これにより、学事課は市内全小中学

校に対し、令和元年 6月 3日付で事務

の点検を依頼したところ、14校で誤り

が発見された。また、この結果を受け

て、令和元年12月10日付で再度、適正

な処理を徹底するよう依頼している。

その際、事務のポイントを分かりやす

く可視化した確認シート及びチェック

シートを送付し、今後の事務に活用す

るよう促すという対応も行っている。

このような状況であるにもかかわら

ず、今回の監査において、書類を取り

寄せて調査を行った23校から、令和元

年度に特別支援教育就学奨励費の支給

事務を行っていない 5校を除いた18校

中、半数の 9校において支給事務に誤

りが見受けられた。

各小学校においては、学事課長名通

知等に従い、適正な特別支援教育就学

奨励費の支給事務を行われたい。 

（自由ケ丘小学校、見付小学校、

大野木小学校、中根小学校、

旗屋小学校、船方小学校、

中島小学校、大磯小学校、

下志段味小学校）

また、学事課においては、担当者会

の開催を通じて適正な事務処理を周知

徹底するなど、各学校で同様の事務誤

りが発生しない方策を再度検討された

い。 （学事課）
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

(3) 学校施設の目的外使用許可について

（財産管理事務） 

名古屋市学校施設使用規則（以下

「学校施設使用規則」という。）及び

教育次長以下代決規程により、学校施

設を目的外使用させる場合は、使用者

から提出された学校施設使用許可申請

書により学校長が使用の許可を行って

いる。また、各学校は、使用の許可の

都度、学校施設使用許可報告書により

事業所管課である学校整備課へ報告す

ることとなっている。施設の目的外使

用に係る使用料は、名古屋市財産条例

及び名古屋市公有財産規則において、

施設を無償で使用させることができる

場合について規定がされており、各学

校からの学校施設使用許可報告書によ

り学校整備課で調定を行っている。

学校施設の使用許可事務について調

査したところ、以下のような事例が見

受けられた。 

ア 学校施設の目的外使用に係る使用

料について、条例、規則等の明文

の規定によらず無償としているも

の 

学校整備課では、民間保育園等の

運動会等での学校施設の使用につい

て、一定の要件を満たす場合に例外

的に使用料を無償としているが、条

例、規則等の明文の規定によらず、

組織内の取扱いにより無償としてい

た。       （学校整備課） 

イ 学校施設の目的外使用許可に関し

て必要な手続を行っていなかった

もの 

(ｱ) 全ての利用者について、使用許

可申請書の提出を受けずに学校

施設の使用を認めていたもの 

（児玉小学校、千成小学校、

旗屋小学校、下志段味小学校） 

 (ｲ) 一部の利用者について、使用許

     可申請書の提出を受けずに学校

施設の使用を認めていたもの 

（上社小学校）

(ｳ) 無償利用の者について、使用許

本件は、担当者が目的外使用許可の

手続について十分理解していなかった

こと、前任担当者からの引継ぎが不十

分であったこと、自校が一般開放実施

校であると担当者が誤って認識してい

たこと、複数での確認を怠ったこと等

が原因です。

今回の指摘を受け、改めて規則等を

確認し、自校の施設を使用する全ての

利用者に対して使用許可申請書の提出

方法について説明する機会を持つな

ど、適切に使用許可申請書の提出を求

めております。 

 今後も引き続き適切な手続を行って

まいります。

（児玉小学校、大野木小学校、

千成小学校、八事小学校、

旗屋小学校、下志段味小学校、

上社小学校）

民間保育園等の運動会等での学校施

設の目的外使用について、条例、規則

等の明文の規定によらず無償としてい

るとの指摘を受け、学校施設使用規則

を改正し、使用料を無償とする要件を

規定しました。今後は、この規定に基

づき、適正な使用許可事務を行いま

す。

また、複数の小学校で適正な手続が

実施されておらず、事務処理について

の理解も十分でないことについては、

事務手続のマニュアルである「学校事

務の手引き」の記載内容がわかりづら

いことや、目的外使用許可の事務手続

について十分な周知が行われていない

ことが原因です。

今回の指摘を受け、手引きを改訂す

るとともに、規則改正及び目的外使用

許可の事務処理の流れを改めて周知し

ました。

今後は、新任教頭研修など様々な機

会をとらえて周知徹底を図ってまいり

ます。       （学校整備課）
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

可申請書の提出を受けずに学校

施設の使用を認めていたもの 

（八事小学校） 

(ｴ) 使用許可の後、学校整備課へ報

告すべき使用許可報告書の送付

を怠っていたもの 

（大野木小学校） 

各小学校において、学校施設使用規

則等で定められた手続を行っていない

理由を確認したところ、学区団体の使

用については申請が必要ないという認

識である学校や目的外使用許可の手続

について知らなかったという学校があ

った。 

各小学校においては、学校施設使用

規則等に基づき、施設の目的外使用許

可の手続を適正に行われたい。 

（各小学校） 

学校整備課においては、使用料徴収

について規則等の改正を行い、規定に

基づく適正な使用許可事務を行われた

い。 

また、複数の小学校で学校施設使用

規則等に基づく適正な手続が実施され

ておらず、正しい事務処理についての

理解も十分でないことから、全学校に

対して目的外使用許可の事務の実施状

況を調査するなど事務手続の実施状況

を把握するとともに、目的外使用許可

の手続を周知徹底し、適正に事務が実

施されるよう指導されたい。 

加えて、各学校における当該事務の

実務と各規定に齟齬が生じていること

から、学校現場での事務負担の軽減も

考慮の上、当該事務に関する規定の整

理を検討されたい。 （学校整備課） 

(4) 外部記録媒体の管理について（行政運

営事務） 

本市では、電子情報の漏えいを防止

するため、ＵＳＢメモリを始めとする

外部記録媒体の利用を原則として禁止

しており、外部記録媒体を使用しなけ

れば業務遂行が不可能であるなどの相

 本件は、教育委員会において定めら

れている利用基準が所属内で周知され

ていなかったこと、内容についての認

識が誤っていたこと、管理体制が整備

されていなかったこと等が原因です。 

 今回の指摘を受け、適切な管理簿・
利用簿を作成し、外部記録媒体の利用
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

当の理由がある場合には例外的に使用

が認められるものの、各局区等で利用

基準を定めた上で、その基準に従い適

切に取り扱わなければならないとされ

ている。 

教育委員会において定められている

「名古屋市立学校（園）における外部

記録媒体利用基準」（以下「利用基

準」という。）によれば、学校長は、

外部記録媒体管理簿（以下「管理簿」

という。）を作成し、所有する外部記

録媒体の種類、数、保管場所等を把握

すること、外部記録媒体利用簿（以下

「利用簿」という。）により、利用

者、利用期間、利用目的、持出先、暗

号化の有無について確認し、返却時に

はデータが消去されているか確認する

こと、月に 1回、外部記録媒体の保有

状況を確認し、棚卸しを行った確認を

記録しておくこととされている。 

また、デジタルカメラを校内で活用

する場合は、口頭で許可を得ること

で、利用簿への記載を省略することが

可能であるとされている。 

外部記録媒体の管理状況について調

査したところ、以下のような事例が見

受けられた。 

ア 管理簿の作成に不備があるもの 

(ｱ) 管理簿を作成していなかったも

の      （大杉小学校） 

(ｲ) ＵＳＢメモリやデジタルカメラ

について、管理簿への記載が漏

れていたもの 

（八事小学校、旗屋小学校、

中島小学校、平針南小学校） 

イ 利用簿の作成に不備があるもの 

(ｱ) 利用簿を作成していなかったも

の 

（大杉小学校、平和が丘小学校） 

(ｲ) ＵＳＢメモリやデジタルカメラ

について、利用簿への記載が漏

れていたもの 

（浮野小学校、八事小学校、

平針南小学校） 

(ｳ) 個別に利用される同種複数のＵ

ＳＢメモリやデジタルカメラに

にあたっての利用簿への記載方法や棚
卸し方法等、外部記録媒体の適切な取
り扱いについて所属内で周知を行いま
した。 

 今後も適宜基準について所属内で周

知を行う等により同様の事例が発生し

ないように管理を行ってまいります。 

（自由ケ丘小学校、大杉小学校、

児玉小学校、浮野小学校、

千成小学校、八事小学校、

旗屋小学校、船方小学校、

中島小学校、稲永小学校、 

大磯小学校、下志段味小学校、

鳴海小学校、上社小学校、 

平和が丘小学校、平針南小学校） 

本件は、各学校への外部記録媒体の

適切な取り扱いについての周知不足が

原因です。 

 今回の指摘を受け、全校を対象に監

査で指摘を受けた内容の周知を行い、

注意喚起を促しました。また、指摘を

受けた学校に対しては、聞き取りを行

い、対応状況等について確認するとと

もに、再発防止に向けた対策について

徹底を促しました。 

 今後も、外部記録媒体の管理につい

て、適切な取り扱いの周知を行ってま

いります。       （総務課）
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

ついて、 1枚の利用簿しか作成

していなかったもの 

（児玉小学校、千成小学校、

旗屋小学校、中島小学校、 

上社小学校） 

(ｴ) 校内でのＵＳＢメモリの利用に

ついて、利用簿に記載していな

かったもの 

（自由ケ丘小学校、千成小学校、

八事小学校、旗屋小学校、

船方小学校、稲永小学校、 

大磯小学校、下志段味小学校、 

鳴海小学校、平針南小学校） 

(ｵ) 校外でのデジタルカメラの利用

について、利用簿に記載してい

なかったもの  （稲永小学校） 

ウ 棚卸しを行っていなかったもの 

（鳴海小学校、平針南小学校） 

今回の監査において、管理簿や利用

簿を作成していないなど、外部記録媒

体の基本的な管理が行われていない事

例が見受けられた。各小学校において

は、利用基準が外部記録媒体を例外的

に利用するための基準であるという原

点に立ち返って、外部記録媒体を適正

に管理されたい。   （各小学校） 

また、利用簿に外部記録媒体を利用

した証跡を残す必要があるにもかかわ

らず、校内でＵＳＢメモリを利用する

場合も口頭の許可で足りると誤認し、

利用簿に記載を行っていない小学校が

複数存在した。外部記録媒体の紛失や

盗難等に伴う情報漏えいリスクが高い

という意識が希薄化していることか

ら、総務課においては、外部記録媒体

の適正な管理が徹底されるよう、指導

されたい。       （総務課） 

(5) 情報の保護及び管理の方法に関する定

めについて（行政運営事務） 

名古屋市情報あんしん条例及び名古

屋市情報あんしん条例施行細則によれ

ば、課、公所その他の組織の長は、当

該組織の状況、所掌事務に応じた情報

（各小学校については、監査期間中に

措置済） 

本件は、各学校への情報の保護及び

管理の方法に関する定めの適切な管

理・運用についての周知不足が原因で
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

の保護及び管理の方法を定めることと

されている。

これらの規定に基づき、各課室公所

における情報の保護及び管理の方法

に関する定め（以下「情報に関する定

め」という。）を各課室公所長（学校

の場合は学校長）が定めている。

また、各学校における情報に関する

定めについて、法律や条例等の改正な

どにより改定が必要な場合には、総務

課より改定の依頼が行われており、例

えば、特定個人情報の取扱いについ

て、平成28年 2月には特定個人情報の

事務取扱担当者やその役割等を規定

する「特定個人情報事務取扱担当者一

覧表」（以下「一覧表」という。）を作

成すること等を、平成29年 4月には

「特定個人情報の取扱状況記録簿」

（以下「記録簿」という。）により記

録しなければならないこと等を規定

する依頼が行われている。

情報に関する定めについて調査し

たところ、以下のような事例が見受け

られた。

ア 情報に関する定めについて、改定

が漏れていたもの 

（八事小学校、小幡北小学校、

下志段味小学校、長根台小学校、 

蓬来小学校、平針南小学校） 

イ 小学校で所管する全ての文書簿冊

について保管場所を定める必要が

あるが、一部しか定めていなかっ

たもの 

（千成小学校、八事小学校、

大森小学校、廿軒家小学校、

本郷小学校、八事東小学校） 

ウ 情報に関する定めについて、一覧

表を作成していなかったもの 

（八事小学校） 

エ 情報に関する定めについて、記録

簿を作成していなかったもの 

（大森小学校、桶狭間小学校、

八事東小学校）

情報に関する定めに係る指摘につい

ては、前回監査を始め、繰り返し指摘

しているところである。各小学校にお

す。 

今回の指摘を受け、全校を対象に監

査で指摘を受けた内容の周知を行い、

注意喚起を促しました。 

今後も、情報の保護及び管理の方法

に関する定めの管理・運用について適

切な取り扱いの周知を行ってまいりま

す。          （総務課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

いては、本市の規定等に従い、情報に

関する定めの適正な管理・運用を徹底

されたい。      （各小学校）

また、総務課においては、同様の指

摘が繰り返されていることを踏まえ、

適正な管理が徹底されるよう、改めて

指導されたい。     （総務課） 

なお、各小学校においては、情報に

関する定めを改正するなど、必要な措

置が講じられた。 

(6)

ア

学校徴収金の管理について（行政運営

事務） 

学校では、直接、児童・生徒等に還

元される給食、補助教材などに要する

費用に充てる金銭を保護者から徴収し

ており、その取扱いにあたっては、教

育委員会が策定した「学校徴収金マニ

ュアル」に基づいて、公金と同様に適

正に管理することとされている。

ア 給食費について 

 学校徴収金のうち、給食費について

は、毎年度、学校保健課から給食会計

事務に関する通知が各学校宛てに発出

されており、これらの通知では、給食

費の出納を記帳する給食会計簿や全学

級の徴収額や徴収時期、未納額等を確

認することができる給食費収入表等の

帳簿を学校保健課の示す様式や記載例

に準じて作成することとされている。

また、令和元年 7月に公表された給

食費の不正な引出し等による窃取事案

を受け、学校保健課から発出された令

和元年 7月24日付「学校給食会計事務

の再確認について」では、再発防止に

向け、給食会計簿等の関係書類と通帳

について定期的に確認することや決算

等に使用する様式の改正等が各学校宛

てに通知されている。

なお、学校が児童の保護者及び教職

員等から徴収した給食費は、学校から

学校給食物資の調達等を行う事業者

（以下「事業者」という。）に対して

支払われる。

(ｱ) 本件は、非常勤講師等の給食費徴

収簿を作成していなかったため、特

に、非常勤講師等の給食費の納入に

ついて、内訳の詳細を確認できなか

ったことが原因です。 

(ｲ) 本件は、非常勤講師等の給食費の

納入内訳の詳細を確認しないまま納

入したことにより、送金漏れや過払

いが発生し、正しい金額での納入が

できなかったことが原因です。 

今回の指摘を受け、給食会計簿と

給食費納入内訳書の突合ができるよ

うに、「職員給食徴収簿」（非常勤講

師・発達障害対応支援員・スクール

カウンセラー・介助アシスタント・

外国語アシスタント・わくわくサポ

ーター）を作成しました。 

今後も、「職員給食徴収簿」を正

確に記載するとともに、定期的に給

食会計簿の記載内容と照合し、給食

費が適正に処理されているかを確認

してまいります。 （矢田小学校） 

(ｱ) (ｲ) 本件は、給食費収入表等の記

載誤りが重なったことが原因です。 

   今回の指摘を受け、給食費収入表

に誤記された金額の修正を行い、正

しく精算・返金を行いました。 

   今後も、給食会計簿等について定

期的に確認するとともに、学校保健

課等からの通知に従い、給食費の適

切な取り扱いを徹底し、再発防止に

努めるようにしてまいります。 

（児玉小学校） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

給食費に係る管理状況について、主

に給食会計簿及び給食費収入表の平成

31年 4月から令和元年 6月分を調査し

たところ、以下のような事例が見受け

られた。

(ｱ) 給食会計簿や給食費収入表におい

て、記載誤り等の不備により帳簿

間で突合ができなかったもの 

（矢田小学校、児玉小学校、

八事小学校、中根小学校、

旗屋小学校、中川小学校、 

稲永小学校、平和が丘小学校、

平針南小学校） 

(ｲ) 事業者への未払いが確認されたも

の  （矢田小学校、児玉小学校） 

(ｳ) 非常勤職員に係る給食費を立て替

えていたもの   （中川小学校） 

(ｴ) 決算等に使用する様式について、

改正後の様式を使用していなかっ

たもの    （平針南小学校） 

令和元年 7月に公表された給食費の

不正な引出し等による窃取事案を受け

令和元年 7月24日には教育長名で学校

徴収金の適切な取扱いの徹底について

各学校宛て通知するとともに、管理職

が関係書類を照査確認すること等を明

記したチェックリストが送付されてい

る。しかし、これを用いて学期末には

学校徴収金に係る点検が各小学校で行

われているにもかかわらず、23校中 9

校において事務処理誤りが見受けられ

た。

各小学校においては、令和元年度分

の帳簿を整理・修正の上、事業者への

未払いや給食費の徴収漏れ等の有無に

ついて改めて確認するとともに、学校

保健課等からの通知に従い、給食費の

適切な取扱いを徹底されたい。 

（各小学校） 

また、学校保健課においては、複数

の小学校において記載誤り等が見受け

られた給食費収入表の重要性及びその

他の帳簿との関連性を改めて周知し、

給食費の適切な取扱いが徹底されるよ

う指導されたい。  （学校保健課）

(ｱ) 本件は、給食費収入表について、

納入後に返金した給食費の記載を失

念したことが原因です。本来であれ

ば、給食費を徴収する際、給食費収

入表への記載が必要ですが、給食担

当者が正しい事務処理方法を理解し

ておらず、記載漏れが生じました。

書類作成時は、過去の通知文を確

認し、不明点は担当課へ質問する等

して再発防止に努めています。 

（八事小学校） 

(ｱ) 本件は、当該職員が 1年生の 4月

分の給食費を記載する収入表の箇所

や非常勤講師等の喫食数を間違えた

り、各学級の児童数変更を失念した

りしてしまったことが原因です。 

   今回の指摘を受け、ただちに帳簿

を見直し、記載誤り等を修正しまし

た。 

また、令和 3年 1・ 2月に校内研

修を行い、給食会計簿や給食費収入

表、給食費納入内訳書の各帳簿をマ

ニュアルで確かめながら正確に作成

するよう周知徹底をしました。 

   今後は、定期的（毎月20日頃）

に、各帳簿の整合性を複数人で確認

することを徹底し、記載誤り等がな

いようにします。 （中根小学校） 

(ｱ) 本件は、令和元年度の給食関係の

帳簿について、決められた様式を使

用しておらず、記載漏れがあったこ

とが原因です。 

   今回の指摘を受け、ただちに正し

い書式に変更しました。 

（旗屋小学校） 

(ｱ) 本件は、給食試食会の徴収を教頭

が行い、収入表への記載は担当教諭

が行っていたため、情報共有が曖昧

だったことが原因です。 

今回の指摘を受け、毎月の給食費

納入内訳書と収入表、会計簿等を情

報共有した上で作成、帳簿間を照ら
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

し合わせて監査するようにしまし

た。 

(ｳ) 本件は、スクールカウンセラーの

緊急な面談・児童への対応が生じた

ために給食が必要となり、その後給

食を食べたにも関わらず給食費の徴

収を行わなかったことが原因です。 

   今回の指摘を受け、スクールカウ

ンセラーや非常勤講師等については

徴収月の食数を明記したものを渡す

とともに、職員室内における給食

数・食べる人が誰であるかが分かる

ように表示するようにしました。 

   今後も給食費の正確な徴収・納入

に向けて注意してまいります。 

          （中川小学校） 

(ｱ) 本件は、給食費徴収簿と給食費収

入表の整合性のチェック体制が甘か

ったことが原因です。 

今回の指摘を受け、管理職のチェ

ック体制を強化しました。 

特に本校は、準要保護を受けてい

る児童が多く、年度途中で認定され

て遡り返金が生じる等、現金の入出

が多く、その都度担任が徴収簿に記

入するようにし、給食会計担当に知

らせるようにしました。 

給食会計担当が現金の入出を把握

できるようにすることで、給食費収

入表の計算間違えを減らすことがで

きるようにしました。また、管理職

が合わせてチェックすることで精度

を高めるようにしています。 

（稲永小学校） 

(ｱ) 給食費の入金・出金については、

まとめて行っていたものを一つ一つ

突き合わせて点検する作業をしてい

なかったことが原因です。 

各学年担当者と給食担当者で目視

することで再発防止を図りました。 

また、後日、結果を見直すことが

できるようにするために、給食費徴

収簿、給食費収入表とも必ずプリン

トアウトしたものを保管するととも
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

に、データの保管では前月の結果に

上書きするのではなく、コピーを必

ず取って作成することを全学年担当

と共有し、再発防止を図りました。

（令和 3年 5月 7日実施） 

（平和が丘小学校） 

(ｱ) (ｳ) 本校は、以前は給食費を取り

扱う通帳を１つしか所有していませ

んでした。加えて、入金・通帳記載

も全学年、職員まとめて行っていた

ため、金額等に誤りがあった場合、

給食会計簿と突き合わせても、何が

誤りか分からない状況になっていた

ことが原因です。 

  今回の指摘を受け、給食費を取り

扱う通帳を学年ごとに作り、学年ご

との通帳から、大元の通帳に入金す

るようにするとともに、通帳に内訳

等を記載するようにして、誤りがあ

った場合に原因を追究しやすくする

ようにしました。 

(ｴ) 本件は、様式の改正について校内

でのコミュニケーションが不十分で

あったため、担当職員が改正した様

式を使用して業務を行う意識をもっ

ていなかったことが原因です。 

今回の指摘を受け、様式を改め、

業務を行うようにしました。 

（平針南小学校） 

 各学校あての通知に指摘事項につい

て記載し、給食費収入表とその他の帳

簿との関連と帳簿間の突合について、

周知徹底を図りました。（令和 3年 3

月11日実施） 

 また、記載誤り等が多く見受けられ

た給食費収入表の記載方法等につい

て、給食費の適切な取扱いが徹底され

るよう、改めて通知する予定です。 

          （学校保健課） 

(6)

イ 

イ 学校諸費について 

全校児童等の教育活動に要する経費

及び諸費である学校諸費の管理に関

(ｱ) 本件は、業者が持ってきた領収書

の日付誤りに気付かず処理してしま

ったため、入金日より領収書の日付
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

し、「学校徴収金マニュアル」では、

保護者に対し、事業を行う前に学年だ

より等で具体的な学校徴収金の内訳を

お知らせする必要があること、現金に

より集金した場合は、領収書を交付し

控えを保管することが定められてい

る。集金した現金については、概ね 1

週間以内に金融機関等に預け入れ、記

録されるようにするのが望ましいとさ

れている。

また、物品の購入等支出に際して

は、業者から納品書を徴し保管するこ

と、支払いは必ず領収書と引き換えに

行い、納品書とともに保管することが

定められている。

学校諸費に係る管理状況について調

査したところ、以下のような事例が見

受けられた。

(ｱ) 学年会計簿と通帳の日付や金額と

の間に齟齬があり、正確な現金の

流れが把握できなかったもの 

（自由ケ丘小学校、御園小学校、

八事小学校、稲永小学校、 

下志段味小学校） 

(ｲ) 収支に係る証拠書類の保管を行っ

ていなかったもの 

a 保護者に交付した領収書の控え

の保管を行っていなかったもの 

（八事小学校、稲永小学校） 

b 支出の証拠書類である領収書の

保管を行っていなかったもの 

（八事小学校、中根小学校） 

(ｳ) 納品書の保管を行っていなかった

もの            （八事小学校） 

(ｴ) 別会計からの流用や個人現金等に

よる立替払を行っていたもの 

（自由ケ丘小学校、浮野小学校、

八事小学校、中根小学校、

稲永小学校）

学校徴収金は、学校が保護者からそ

の執行について信託を受けて預かって

いる金銭であり、いつ誰が見ても分か

る会計処理や証拠書類の確実な保管が

求められている。各小学校においては、

「学校徴収金マニュアル」に従い、適

が前になってしまったことが原因で

す。 

今回の指摘を受け、学校が教材費

を各業者に振り込み、そのことを業

者が確認した日以降が領収日となっ

ているかを、学校会計担当と教頭の

ダブルチェックで確認する学校体制

にしました。 

また、業者が領収書をもってきた

ときも、学校会計担当者と教頭が日

付を確認することで、再発防止に努

めています。 

(ｴ) 本件は、中津川野外学習におい

て、当日現地払いする児童のペット

ボトルドリンク代金を担任が後払い

と思い、事前に徴収していなかった

ことが、職員の立替払になった原因

です。 

 今回の指摘を受け、学年主任を中

心に各学年が学期ごとにあらかじめ

各月の支払い計画をしっかりと立

て、支払い日までに未徴収がないよ

うに努めるよう周知徹底することを

行いました。 

今後も、学年会計担当者や教務、

教頭、校長等、複数の目で確認する

よう進めてまいります。 

         （自由ケ丘小学校） 

(ｱ) 本件は、学期末にまとめて会計簿

処理をしていたことが原因です。 

今回の指摘を受け、出納の都度、

会計簿処理を行いました。 

今後も正確に現金の流れを把握す

ることに努め、徴収金ごとに会計簿

処理をしてまいります。 

（御園小学校） 

(ｱ) (ｲ) (ｳ) 本件は、学年・学級会計

簿の書類の整理が十分できていなか

ったことや、金銭の流れを十分に把

握することができていなかったこと

が原因です。 

今回の指摘を受け、しっかり整理

されている学年・学級会計簿を各学
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

切に学校諸費を管理されたい。 

特に、立替払については、過去の監

査において繰り返し指摘しているとお

り、学校徴収金と個人現金との境界線

を曖昧にすることから、厳に慎まれた

い。     （各小学校）

年の会計担当に示し、書類を整えて

保管するよう話し合いを行いまし

た。 

今後も書類を整えて保管し、記入

漏れ等間違いのないようにしてまい

ります。 

(ｴ) 本件は、 1年生のみ、時期的に徴

収金の引き落としができず、遠足の

交通費の支払いができなかったた

め、集めていたＰＴＡ会費から立て

替えたことが原因です。 

今回の指摘を受け、遠足の交通費

を現金で集めるか、遠足の時期を変

えるかの検討をしました。今年度

は、その時期に遠足がありませんで

したが、今後も徴収方法、または遠

足の時期を検討してまいります。   

          （八事小学校） 

(ｱ) 本件は、集金した現金をその都度

通帳に入金せず、金庫内に留めて、

まとめて入金していたことが原因で

す。 

今回の指摘を受け、徴収した現金

は、遅くとも翌日には学年の口座に

入金し、誰の集金かわかるように通

帳に記入するように改善しました。 

今後も、金庫内に余分に現金を留

めないよう注視していきます。 

(ｲ) 本件は、現金徴収した際、領収書

のコピーを保存するという指示が徹

底できていなかったことが原因で

す。 

今回の指摘を受け、コピーの保存

を徹底するとともに毎学期末の点検

で管理職が現金徴収をした際の領収

書のコピーが添付されているかを確

認しています。 

今後も明確な指示とチェック体制

の強化を維持していきます。 

(ｴ) 本件は、本校の通帳には、教材費

の他、給食費、ＰＴＡ会費も入金さ

ており、教材費を支払う際に実際の

徴収の有無を確認せず、学級の在籍

人数分の代金をまとめて業者に支払

う習慣が定着していたことが原因で
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

す。 

今年からは、教材費を含む全ての

徴収金は、徴収した人数のみを支払

先に振り込んだり、支払ったりする

ことを徹底しています。 

            （稲永小学校） 

(ｱ) 本件の原因は以下の 2点が考え

られます。 

・引落による集金ができなかった家

庭には、学校口座へ直接振込を依頼

しているが、依頼文書に記載の金額

と実際の振込金額が一致していない

こと。 

・返金や追加集金を行った場合にお

いて、実際の処理は現金をやり取り

せず、次月の集金の際に不足・過徴

収分を差引すること（相殺処理）と

していたが、会計簿上にその記録が

残っていないこと。 

今回の指摘を受け、上記 2点に

ついて下記のように改善を行いまし

た。 

・引落ができなかった家庭には個別

に依頼文書を作成し、実際に振込を

する金額を明記することとした。 

・会計上、相殺処理を行わないこと

とし、返金が生じた場合は現金にて

返金しその都度領収書を徴すること

とした。 

今後も上記対策を徹底してまいり

ます。     （下志段味小学校） 

(ｲ) 本件は、当該教諭が、領収書が必

要なことや市バスに乗車したときも

領収書が発行されることを失念して

いたことが原因です。 

今回の指摘を受け、会計処理にお

ける必要証明書（書類）の取り扱い

等について全職員に研修にて周知徹

底するとともに、学年会計の事務手

続においては、内容や必要書類の確

認等について、複数でチェックを行

うように改善を行いました。 

今後も、納品書や領収書の保管を
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容

はじめ、会計事務の方法について職

員への周知を徹底し、明瞭な会計事

務をしてまいります。 

(ｴ) 本件は、徴収計画の立て方が適切

でなかったことが原因です。 

今回の指摘を受け、明瞭な徴収計

画を立てるように改善を行いまし

た。 

今後も、流用や立替払がないよ

う、職員への注意喚起を徹底し、明

瞭な会計事務をしてまいります。 

            （中根小学校） 

(ｴ) 本件は、中津川野外学習の際、支

払いすべきペットボトルドリンク代

金を事前に徴収したが、当日までに

通帳から出金し、当日、支払いのた

め職員が持参することを忘れたこと

が原因です。 

今回の指摘を受け、中津川野外学

習当日までに徴収するだけでなく、

事前打ち合わせで徴収金持参担当者

を決め、当日、複数の職員で所持確

認をすることとしました。 

今後も適正に学校徴収金が処理で

きるようにしてまいります。 

（浮野小学校） 
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令和 3年監査報告第 2号関係分（令和 3年 5月17日報告） 

健康福祉局（公益社団法人名古屋市シルバー人材センター（公の施設の指定管理

者）関係分） 

                      （令和 3年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

(1) 経費の案分処理及び事業報告書につい

て（その他事務） 

高齢福祉課においては、事業報告書

の記載内容を精査するとともに、シル

バー人材センターに対し、指定管理料

を充当する経費を適正に算出し、事業

報告書に正しく記載するよう指導され

たい。また、事業報告書の誤りについ

ては修正を求められたい。 

         （高齢福祉課） 

本件は、事業報告書に記載された内

容について、指定管理料を充当する経

費が適正か十分に精査しなかったこと

が原因です。 

 今回の指摘を受け、シルバー人材セ

ンターに対し指定管理料を充当する経

費を適正に算出し、事業報告書へ記載

するよう指導いたしました。また、事

業報告書の誤りについては修正したも

のの提出を受け、経費の算出方法を確

認し適正であることを確認しました。 

今後も、事業報告書の確認にあたっ

ては、記載内容を精査し、適正に算出

されたものか確認してまいります。 

          （高齢福祉課） 
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令和 3 年外部監査公表第 3 号 

 地方自治法第 252  条の38第 6 項の規定に基づき市長から措置を講じた旨の通

知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

  令和 3 年11月 2 日 

 名古屋市監査委員  長谷川 由美子  

              同         成 田 たかゆき

同         山 本 正 雄  

同         小 川 令 持  
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令和 3年外部監査報告第 1号関係分（令和 3年 2月 9日報告） 

全局室区 

（令和 3年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

第 6 

章 

1(1) 

 1  会計室 出納課 

貸付備品の廃棄について 

子ども青少年局青少年家庭課が担

当する「名古屋市とだがわこどもラ

ンドの管理運営（指定管理者制

度）」において、指定管理者が遊具

等の貸付備品を廃棄した時に、廃棄

証明等を入手しているかを青少年家

庭課へ確認したところ、指定管理者

より不用になった旨の報告を受けた

際は、不用かどうかの判断をしたう

えで不用の決定を行い、廃棄するよ

う指示しているものの、実際に当該

貸付備品が廃棄されたことまでは確

認していないとのことであった。 

名古屋市の遊具等の資産が、名古

屋市に無断で、売り払われている可

能性はないとは言えず、実際の廃棄

までを確認する必要があると考える

が、現状、名古屋市としてルールが

存在していないことから、指定管理

者が、貸付備品を廃棄する場合の廃

棄確認に係るルールを整備する必要

があると考える。 

今回の指摘を受け、名古屋市が指定

管理者等に貸し付けた備品の管理手続

きを定めている「貸付備品の管理に関

する事務取扱要項」の改正を行い、名

古屋市が指定管理者等に不用となった

備品の廃棄を依頼した際には、指定管

理者等から写真その他の証拠を添えた

証明書を提出させること等により、廃

棄が行われたことを確認するよう明記

しました。（令和 3 年 2 月 9 日実施） 

         （会計室出納課）

第 7 

章 

第 2 

1(2) 

 1  同報無線の保守委託 

仕様書に基づく業務の履行確認に 

ついて 

本件契約の保守業務には、定期保

守、障害保守、その他保守がある。

定期保守につき、仕様書「同報無

線の保守委託」の別紙 3 「定期保守

項目」においては、保守業務の「点

検項目」が詳細に記載されている。

一方、保守業務完了後、担当局へ

提出される「点検結果報告書」の

「点検項目」を確認したところ、一

部の項目で上記仕様書の「点検項

本件は、点検結果報告書の「点検項

目」は、仕様書の「点検項目」と名称

が違う部分や複数の点検項目を包括的

に記載している部分が一部あるが、点

検報告書の「点検項目」を点検してい

れば仕様書の「点検項目」について当

然に全て点検していると考えていたこ

とが原因です。 

 今回の指摘を受け、同報無線の保守

委託について、今年度の契約からは、

点検結果報告事項が仕様書で定める点

検項目と整合するよう、点検結果報告

書の様式修正を行いました。 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

目」と整合していない点が見受けら

れた。例えば、以下の項目である。

（表 略） 

仕様書では、定期保守項目とし

て、詳細項目を定めているものの、

委託業者が作成し、名古屋市として

履行確認を実施している点検結果報

告書では、詳細項目に基づいた点検

結果が報告されていなかった。 

  この点につき、担当部署に確認し

たところ、点検結果報告書の「点検

項目」は、仕様書の「点検項目」と

名称が違う部分や複数の点検項目を

包括的に記載している部分が一部あ

るが、点検報告書の「点検項目」を

点検していれば仕様書の「点検項

目」について当然に全て点検してい

ると考えているとのことであった。 

  しかしながら、仕様書において

「点検項目」を定めている以上は、

仕様書に基づいた報告を受けること

が適切であり、これにより、点検結

果の確認がより明確になるものと考

える。 

（防災危機管理局危機対策室）

第 7 

章 

第 5 

1(2) 

 1  住民票等への旧氏記載に伴う住民

記録システムの改修業務委託 

見積金額の検証 

契約金額の基礎である見積書上、

「人月」ベースの工数に、単価を乗

じて金額を算出していることを確認

した。 

「人日」ベースの見積書の有無を

質問したところ、そのような資料は

なく、月ベースでの積算のみである

旨、回答を得た。 

本件業務は、随意契約により契約

を締結しているが、随意契約の理由

として「ソフトウェア等の開発元で

あり著作権を有すること、ソフトウ

ェア等の詳細情報は開発元以外には

公開されていないこと」を挙げてお

り、競争入札になじまない点につい

ては理解できる。 

ただ一方で、そうであるからこそ

本件は、競争入札になじまないこと

を理由とした随意契約による契約にあ

たり取得した見積書の金額について、

「人月」ベースでの検証を行っていま

したが、「人日」ベースでの検証を行

う必要性を認識していなかったことが

原因です。 

 今回の指摘を受け、所属内に周知を

行ったほか、令和 3 年度における同種

の契約事務にあたっては、見積書を

「人日」ベースで取得し見積金額の検

証を行いました。 

今後も同種の事例があれば適切に対

応してまいります。 

     （スポーツ市民局住民課）
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

開発業者のいわば指値での委託にな

らないよう、見積書は批判的に検証

する必要があり、例えば、「どのよ

うな作業にどの程度の日数が必要

か」といった日数ベースでの検討を

することが必要であると考える。 

第 7 

章 

第 7 

1(2) 

 1  なごや観光ルートバス運行業務委 

  託 

再委託の承認過程 

当該業務については名古屋市交通

局が受託しており、さらに当該受託

内容のうち一部の業務を再委託して

いる。 

再委託先は他県のバス運行会社で

あり、再委託先の従業員がドライバ

ーとして名古屋市交通局の一部の営

業所に常駐し、バス運転を行ってい

る。 

なお、バス車両自体は名古屋市観

光文化交流局および交通局が所有し

ているものである。 

この再委託契約について担当者に

対し、いつ再委託の存在を把握した

か質問したところ、契約時とのこと

であった。 

また、再委託の内容（例：機密情

報の取扱いやドライバーの労務管

理、事故発生時における責任関係な

ど）について、委託先と再委託先と

の契約書や仕様書の閲覧など、文書

による確認を行っているか質問した

ところ、口頭では実施していたが文

書の閲覧は行っていないとのことで

あった。 

再委託金額44,048,705円の委託金

額に占める割合は73％となってお

り、大部分の業務を再委託先が行っ

ていることが思料される中で、委託

先が再委託先とどのような契約を締

結しているかについては、委託契約

締結時に優先的に検討すべき項目と

考える。 

本件は、再委託の承認過程における

委託先と再委託先の契約内容を文書に

て確認することの重要性を認識してい

なかったことが原因です。 

今回の指摘を受け、令和 2 年度に引

き続き、令和 3 年度も委託先と再委託

先との契約内容を文書にて確認してお

ります。 

今後もバスの運行等主要な業務が再

委託される場合には、契約や仕様の内

容を文書にて確認してまいります。 

   （観光文化交流局観光推進課）
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なお、令和 2 年度の契約で再委託

先との契約を文書で確認していると

のことである。 

第 7 

章 

第 7 

7(2) 

 7  名古屋城発券・改札・警備・清掃

等業務委託 

契約書における委託業務内容の整 

理について 

製本された契約書を確認したとこ

ろ、委託業務内容は、「仕様書のと

おり」と記載されていたものの、製

本の中に仕様書が含まれていなかっ

た。 

また、プロポーザルの公募時に

は、業務説明書を提示していたもの

の、「仕様書」の名称の資料はなか

った。 

当該業務説明書が仕様書であると

は推測されるが、本事業は、委託内

容が多岐にわたり、事業の実施過程

において、委託業者とトラブルが生

じないとは言い難く、事業遂行を円

滑に行うため、契約書上、委託業者

との合意に基づいた、委託業務内容

を明確にする必要があると考える。

本件は、契約書の委託業務内容記載

欄に、「業務説明書のとおり」と記載

すべきところを、業務説明書と仕様書

の名称を混同し、契約書製本に添付の

ない資料である「仕様書」のとおりと

記載してしまったことが原因です。 

今回の指摘を受け、当初の「業務説

明書」のとおりに業務を進めることを

事業者と改めて合意するとともに、契

約書の「仕様書のとおり」の記載を

「業務説明書のとおり」と変更を行い

ました。 

本契約は、令和 4 年度まで継続する

長期継続契約であることから、今後も

年度当初や契約変更等の際に、業務説

明書に記載する業務内容をお互いに合

意し進めてまいります。 

（観光文化交流局

名古屋城総合事務所）

第 7 

章 

第 9 

2(2) 

 2  名古屋市高齢者はつらつ長寿推進

事業実施委託 

プロポーザルの公正性の確保につ 

いて 

本事業は、名古屋市にある16区ご

とに、委託業者が選定され、契約が

締結されている。公募であることは

確認した。 

また、結果的に、各区に 1 つずつ

ある16の社会福祉法人のみが応募

し、16区ごとに、書類に基づくプロ

ポーザルにより、契約を締結してい

る。 

詳細は、以下である。 

（表 略） 

ここで、プロポーザルの実施方法

を確認したところ、評価委員からの

質疑応答により、応募者ごとに評価

本件は、16区での募集に対し、16法

人から応募があり、全て現受託法人で

あったため、プロポーザルに係る時間

を短縮するため、評価委員から法人へ

の質疑応答について、複数の法人が同

席する形で行ったものです。 

 今回の指摘を受け、次回、令和 4 年

度にプロポーザルを実施する際は、公

正性を保つため、法人ごとに質疑応答

の時間を設けます。 

（健康福祉局地域ケア推進課）

91



番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

項目に基づく評価を実施し、また、

応募者の評価点数が基準点に満たな

い場合には、候補者として選出しな

いことになっていた。 

  ただ、プロポーザルは、応募した

16法人を 2 つのグループに分け、グ

ループごとに、同時に 1 つの会議室

に同席し、評価委員からの質疑に答

えていた。 

  この場合、他の応募者への評価委

員からの質問内容や、回答を知るこ

とができるため、公正性に欠ける。 

  したがって、契約額が多額である

ことも勘案し、同時のプロポーザル

の実施は禁止すべきと考える。 

第 7 

章 

第 9 

3(2) 

 3  名古屋市地域包括支援センター事

業委託 

プロポーザルの公正性の確保につ 

いて 

地域包括支援センターは、名古屋

市内を29圏域に分け、圏域ごとに、

委託業者を公募している。公募であ

ることは確認した。 

29圏域の公募に対し、 1 つの法人

で複数の圏域に応募することもでき

るため、 9 法人からの応募があっ

た。ただし、初回の公募では29圏域

のうち、28圏域での応募となったた

め、 1 圏域については再公募を行っ

た。結果的に、書類に基づくプロポ

ーザルにより、 9 法人と契約を締結

した。なお、社会福祉法人名古屋市

社会福祉協議会は、18圏域の事業を

行っている。 

また、プロポーザルの実施方法を

確認したところ、評価委員からの質

疑応答により、応募者ごとに評価項

目に基づく評価を実施し、また、応

募者の評価点数が基準点に満たない

場合には、候補者として選出しない

ことになっていた。 

ただ、初回のプロポーザルは、28

圏域を 3 つのグループに分け、グル

ープごとに、同時に 1 つの会議室に

本件は、29圏域での募集に対し、 8

法人から応募があり、全て現受託法人

であったため、プロポーザルに係る時

間を短縮するため、評価委員から法人

への質疑応答について、複数の法人が

同席する形で行ったものです。 

 今回の指摘を受け、次回、令和 4 年

度にプロポーザルを実施する際は、公

正性を保つため、法人ごとに質疑応答

の時間を設けます。 

（健康福祉局地域ケア推進課）
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同席し、評価委員からの質疑に答え

ていた。 

この場合、他の応募者への評価委

員からの質問内容や、回答を知るこ

とができるため、公正性に欠ける。

したがって、契約額が多額である

ことも勘案し、同時のプロポーザル

の実施は禁止すべきと考える。 

第 7 

章 

第 9 

8(2) 

 8  後期高齢者医療健康診査委託 

金銭的負担について 

本事業は、後期高齢者の健康診査

について、愛知県後期高齢者医療広

域連合が、名古屋市に委託し、ま

た、名古屋市は、一般社団法人名古

屋市医師会を通して、各医療機関

に、再委託するものである。 

本事業では、後期高齢者は、健康

診査を各医療機関で実施し、各医療

機関は、代金を、愛知県国民健康保

険団体連合会を通して、名古屋市に

請求する。 

また、名古屋市は、当該代金を支

払うとともに、愛知県後期高齢者医

療広域連合に同額を請求し、入金を

受け、名古屋市としての金銭的負担

（持ち出し）はないこととなってい

る。 

ここで、愛知県後期高齢者医療広

域連合との契約では、名古屋市の、

各医療機関への支払いが、委託契約

年度の出納整理期間を超えた場合に

は、同連合に請求できないこととな

っている。 

一方、各医療機関からの、名古屋

市への請求が遅く、出納整理期間を

超えたとしても、名古屋市は委託料

の支払いを行うため、持ち出しとな

り、金銭的に負担せざるを得ない状

況となっている。 

ちなみに、令和元年度の持ち出し

額は、73,772円である。 

持ち出し額は公金であることを勘

案し、各医療機関に、請求を早くす

る旨、出納整理期間を超えた場合に

本件は、健診費用の請求について、

健康診査を実施する医療機関が健診実

施月の翌月に国保連合会を通じて名古

屋市に請求すべきところ、その請求が

大幅に遅れることが原因です。 

 今回の指摘を受け、一般社団法人名

古屋市医師会の行う健康診査実施医療

機関向けの説明資料において、健診費

用の請求は健診実施月の翌月に請求す

るように強調する形で記載し注意喚起

を行いました。 

今後も医療機関に対し、速やかな健

診費用請求の徹底を要求してまいりま

す。   （健康福祉局医療福祉課） 
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は、名古屋市も委託料を支払わない

旨について、協議する必要があると

考える。 

第 7 

章 

第10 

3(2) 

 3  乳幼児健診等母子保健情報の利活

用の推進にかかるプログラム修正

委託 

ＣＩＯ補佐監制度の活用について 

名古屋市では、情報システム関連

経費の適正化等のため、一定額以上

の経費の支出が見込まれるシステム

の新規開発・再構築・改修の検討の

際には、ＣＩＯ補佐監による点検を

受ける仕組みが導入されているが、

点検対象を把握するために当該制度

の所管課が行う全庁的な調査に対

し、回答がなされておらず、この仕

組みが活用されていなかった。 

全庁的な調査に対する回答を行

い、当該仕組みを活用すべきであっ

たと考える。 

全庁的な調査に回答しなかったこと

については、調査時点で国から改修内

容の全体像が示されておらず、点検対

象が特定できなかったために回答を行

わなかったことが原因です。 

今後は、可能な限り情報を収集し、

改修費用の把握に努め、ＣＩＯ補佐監

による点検を受ける仕組みを活用する

ことができるよう努めてまいります。 

 （子ども青少年局子育て支援課）

第 7 

章 

第10 

9(2) 

 9  母子生活支援施設名古屋市五条荘

の管理運営（指定管理者制度） 

貸付備品の現物確認について 

本事業では、指定管理者に対して

名古屋市の備品を貸し出している。

また、管理業務に関する基本協定

書締結時に、貸付備品の管理に関す

る事務取扱要領も締結している。 

当該要領を確認したところ、貸付

備品の現物確認についての記載がな

く、現物確認の実施もなされていな

かった。 

この点につき、本来、名古屋市が

定める貸付備品の管理に関する事務

取扱要領第 9 条には、以下の記載が

ある。 

「（貸付備品の検査及び報告） 

第 9  指定管理者等は、貸付備品の使

用状況について毎年 1 回、物品関係内

訳書に登載された情報と照合のうえ検

査を行い、その結果を名古屋市に報告

本件は、貸付備品の管理に関する事

務取扱要領を定める際に、貸付備品を

適切に管理するために現物確認が必要

であるという認識が欠けており、現物

確認について記載がなかった結果、現

物確認の実施もなされなかったもので

す。 

 今回の指摘を受け、貸付備品の管理

に関する事務取扱要領を見直し、指定

管理者に貸付備品の現物確認を依頼す

るとともに、その結果について報告す

るよう変更を行いました。 

今後も、貸付備品について現物確認

を行い、適切に管理してまいります。 

 （子ども青少年局子ども福祉課）
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しなければならない。」 

名古屋市の資産である貸付備品を

適切に管理するため、本件の貸付備

品の管理に関する事務取扱要領に

も、現物確認について明記し、指定

管理者に現物確認を依頼するととも

に、その結果を確認する必要がある

と考える。 

第 7 

章 

第10 

10 

(2) 

10 母子生活支援施設名古屋市にじが

丘荘の管理運営（指定管理者制

度） 

貸付備品の現物確認について 

本事業では、指定管理者に対して

名古屋市の備品を貸し出している。

また、管理業務に関する基本協定

書締結時に、貸付備品の管理に関す

る事務取扱要領も締結している。 

当該要領を確認したところ、貸付

備品の現物確認についての記載がな

く、現物確認の実施もなされていな

かった。 

この点につき、本来、名古屋市が

定める貸付備品の管理に関する事務

取扱要領第 9 条には、以下の記載が

ある。 

「（貸付備品の検査及び報告） 

第 9  指定管理者等は、貸付備品の使

用状況について毎年 1 回、物品関係内

訳書に登載された情報と照合のうえ検

査を行い、その結果を名古屋市に報告

しなければならない。」 

名古屋市の資産である貸付備品を

適切に管理するため、本件の貸付備

品の管理に関する事務取扱要領に

も、現物確認について明記し、指定

管理者に現物確認を依頼するととも

に、その結果を確認する必要がある

と考える。 

本件は、貸付備品の管理に関する事

務取扱要領を定める際に、貸付備品を

適切に管理するために現物確認が必要

であるという認識が欠けており、現物

確認について記載がなかった結果、現

物確認の実施もなされなかったもので

す。 

今回の指摘を受け、貸付備品の管理

に関する事務取扱要領を見直し、指定

管理者に貸付備品の現物確認を依頼す

るとともに、その結果について報告す

るよう変更を行いました。 

今後も、貸付備品について現物確認

を行い、適切に管理してまいります。 

  （子ども青少年局子ども福祉課）
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第 7 

章 

第10 

23 

(2) 

ア 

23 公立保育所清掃業務委託 

従事者の確認について 

仕様書上、「従事者は、本業務を

遂行できる十分な研修を受け、必要

な知識と技術を有する者とする。 」

と記載されている。 

この点につき質問したところ、仕

様書どおりの従事者が配置されたか

否かの確認がなされていなかった。

仕様書に記載していることもあ

り、清掃の質を確保するため、従事

者の事業従事前に、事前確認する必

要があると考える。 

本件は、仕様書に記載された内容通

り正しく業務が実施されているかの確

認が不十分であったことが原因です。 

今回の指摘を受け、業者から研修完

了報告書を提出してもらいました。 

今後も同様の取扱いをしてまいりま

す。 （子ども青少年局保育運営課） 

第 7 

章 

第10 

23 

(2) 

イ 

23 公立保育所清掃業務委託 

従事者の変更届の入手について 

担当部署は、清掃事業の実施に先

立ち、従事者名簿を入手している。

また、仕様書上、「 受託者（監査人

注：委託業者）は、責任者又は従事

者を変更する場合には、事前に委託

者及び実施園に変更届を提出するこ

と。」 と記載されている。 

この点につき質問したところ、変

更届は入手されていなかった。 

前項と同様、仕様書に記載してい

ることもあり、清掃の質を確保する

ため、従事者の事業従事前に、変更

届を入手する必要があると考える。

本件は、仕様書に記載された内容通

り正しく業務が実施されているかの確

認が不十分であったことが原因です。 

今回の指摘を受け、変更届提出の必

要があるケースがあればきちんと変更

届を提出するよう業者に指導しており

ます。 

今後も同様の取扱いをしてまいりま

す。 （子ども青少年局保育運営課） 

第 7 

章 

第10 

23 

(2) 

ウ 

23 公立保育所清掃業務委託 

使用物質の確認について 

仕様書上、「 化学物質に対する感

受性が高い園児に配慮し、シックハ

ウス症候群の原因となる化学物質

（監査人注：洗浄剤に使われるトル

エン、キシレン等）を含む資機材に

ついては、厚生労働省の指針に基づ

き使用すること。」 と記載されてい

る。 

この点につき質問したところ、使

用の有無は、特に確認できていない

とのことであった。 

本件は、仕様書に記載された内容通

り正しく業務が実施されているかの確

認が不十分であったことが原因です。 

 今回の指摘を受け、業者から使用し

ている資機材の報告を依頼し、確認を

行っていきます。 

今後も同様の取扱いをしてまいりま

す。 （子ども青少年局保育運営課） 

96



番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

前項と同様、仕様書に記載してい

ることもあり、確認が必要であると

考える。 

第 7 

章 

第10 

25 

(2) 

25 令和元年度児童扶養手当法改正に

伴う児童福祉システム改修業務委

託 

ＣＩＯ補佐監制度の活用について 

名古屋市では、情報システム関連

経費の適正化等のため、一定額以上

の経費の支出が見込まれるシステム

の新規開発・再構築・改修の検討の

際には、ＣＩＯ補佐監による点検を

受ける仕組みが導入されているが、

点検対象を把握するために当該制度

の所管課が行う全庁的な調査に対

し、回答がなされておらず、この仕

組みが活用されていなかった。 

全庁的な調査に対する回答を行

い、当該仕組みを活用すべきであっ

たと考える。 

本件は、当該制度の認識不足のた

め、当該制度の活用が必要でないと誤

認したことが原因です。 

今回の指摘を受け、室内で児童福祉

システムを扱う者に対して、令和 3 年

 8 月25日の係内会議の場においてＣＩ

Ｏ補佐監制度とその活用の必要性につ

いて周知を行いました。 

今後も年度ごとに制度及びその活用

の必要性について室内周知を図り、そ

の活用を失念することがないよう留意

してまいります。 

（子ども青少年局子ども未来企画室）

第 7 

章 

第10 

30 

(2) 

ア 

30 平成31年度母子家庭等就業支援セ

ンター名古屋市相談室運営業務委

託 

貸付備品の現物確認について 

本事業では、委託業者に対して名

古屋市の備品を貸し出している。 

また、契約書の一部として、貸付

備品の管理に関する事務取扱規程を

定めている。 

当該備品について、定期的に現物

確認を実施しているか確認したとこ

ろ、実施していないとのことであっ

た。 

この点につき、本来、名古屋市が

定める貸付備品の管理に関する事務

取扱要項第 9 条には、以下の記載が

ある。 

「（貸付備品の検査及び報告） 

第 9  指定管理者等は、貸付備品の使

用状況について毎年 1 回、物品関係内

訳書に登載された情報と照合のうえ検

本件は、名古屋市が定める貸付備品

の管理に関する事務取扱要項の認識不

足のため、貸付備品の現物確認の必要

性を認識していなかったことが原因で

す。 

今回の指摘を受け、貸付備品の管理

に関する事務取扱規程に現物確認につ

いて明記し、受託者及び本市担当者に

よる現物確認を行いました。 

今後も毎年定期的に貸付備品の現物

確認を行い、適切に管理してまいりま

す。 

（子ども青少年局子ども未来企画室）
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

査を行い、その結果を名古屋市に報告

しなければならない。」 

名古屋市の資産である貸付備品を

適切に管理するため、本件の貸付備

品の管理に関する事務取扱規程に

も、現物確認について明記し、委託

業者に現物確認を依頼するととも

に、その結果を確認する必要がある

と考える。 

第 7 

章 

第10 

30 

(2) 

イ 

30 平成31年度母子家庭等就業支援セ

ンター名古屋市相談室運営業務委

託 

精算額の確認について 

本事業では、事業終了後に、委託

先が「令和元年度母子家庭等就業支

援センター名古屋市相談室運営業務

委託料精算書」を提出している。 

また、当該精算書には精算内訳書

が添付されており、支出の予算額に

対する決算額との差引で予算の余剰

金が算出され、合計で 3 ,275,878円

の精算による返金が行われている。

上記の内訳書について、支出の決

算額の正確性を確認するために請求

書、領収書等の裏付け資料と照合を

行っているか質問したところ、実施

していないとのことであった。 

この場合、仮に、精算内訳書に記

載されている支出額が水増しされた

場合、本来返金されるべき金額が返

金されないこととなる。 

したがって、予算が適切に執行さ

れるよう決算額の裏付け資料を部分

的にでも検証する必要があると考え

る。 

本件は、精算内訳書の裏付けとなる

資料の確認の必要性を認識していなか

ったことが原因です。 

 今回の指摘を受け、決算額の裏付け

資料となる請求書、領収書等の確認を

行いました。 

今後も精算書の内訳と根拠資料（請

求書、領収書等）を照合し、予算が適

切に執行されているか確認してまいり

ます。 

（子ども青少年局子ども未来企画室）

第 7 

章 

第10 

38 

(2) 

38 名古屋市とだがわこどもランドの

管理運営（指定管理者制度） 

貸付備品の廃棄について 

指定管理者が遊具等の貸付備品を

廃棄した時に、廃棄証明等を入手し

ているかを確認したところ、指定管

本件は、名古屋市における「貸付備

品の管理に関する事務取扱要項」にお

いて、不用となった貸付備品を廃棄す

る際の定めが整備されていなかったた

め、指定管理者より不用になった旨の

報告を受けた際の不用の確認及び廃棄
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理者より不用になった旨の報告を受

けた際は、不用かどうかの判断をし

たうえで不用の決定を行い、廃棄す

るよう指示しているものの、実際に

当該貸付備品が廃棄されたことまで

は確認していないとのことであっ

た。 

名古屋市の遊具等の資産が、名古

屋市に無断で、売り払われている可

能性はないとは言えず、実際の廃棄

までを確認する必要があると考え

る。 

の決定にとどまり、実際に当該貸付備

品が廃棄されたことまでは確認してい

なかった事案です。 

今回の指摘を受け、名古屋市におけ

る「貸付備品の管理に関する事務取扱

要項」が令和 3 年 2 月 9 日に一部改正

されたことに伴い、とだがわこどもラ

ンドの指定管理者に対し、廃棄証明書

の提出等により廃棄報告をする旨を周

知いたしました。 

今後も適正な備品管理に努めてまい

ります。 

  （子ども青少年局青少年家庭課）

第 7 

章 

第11 

3(2) 

ア 

 3  有松駅前及び鳴海南駅前公共施設

管理業務委託 

随意契約の理由について 

随意契約の内容を公表するための

資料を確認したところ、随意契約の

理由は以下の記載がなされていた。

「同社（監査人注：委託業者）はビル

（監査人注：有松駅前第１種市街地再

開発事業による再開発ビル）全体の管

理者であり、ビル内の監視施設で有松

駅前公共施設のエレベーター監視カメ

ラの映像を含めたビル全体の監視業務

を行い、ビルと公共施設を一体的に管

理している。また、鳴海南駅前公共施

設のエレベーター監視カメラ映像も、

光回線で同監視施設へ送られているた

め、ビル管理者である同社でなければ

監視業務を行うことができない。 

 よって、同社と地方自治法施行令第

 1 67条の 2 第 1 項第 2 号により、随意

契約を締結するものである。」 

 この点につき、本事業では、清掃

業務も委託しているにも関わらず、

上記理由の記載には明示されていな

い。 

  清掃業務と保守・監視業務は一体

とは考えられず、上記理由をもって

清掃業務も随意契約とする理由には

あたらないため、検討が十分ではな

本件は、清掃業務について、保守・

監視業務と一体のものであるとの認識

から、随意契約理由の記載に明示して

おりませんでした。 

今回の指摘を受け、「有松駅前及び

鳴海南駅前公共施設管理業務委託」

（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月

31日まで）の随意契約理由について再

検討を行い、清掃業務も随意契約とす

る理由を整理しました。 

今後も適正な事務の執行に努めてま

いります。 

（住宅都市局緑都市整備事務所）
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いと考える。 

  なお、清掃業務と保守・監視業務

を切り離し、清掃業務については、

一般競争入札とすることも考えられ

る。 

  ただ、清掃の状況については、担

当部署として、随時、確認している

とのことであり、監査人が、鳴海南

駅前公共施設及び有松駅前公共施設

を視察した限りにおいても、きれい

に清掃がなされていた。 

  価格競争による清掃業務の質の低

下のおそれは懸念されるところであ

り、本事業においては、むしろ、次

項の随意契約金額の妥当性の検討の

方が、より重要と考える。 

第 7 

章 

第11 

3(2) 

イ 

 3  有松駅前及び鳴海南駅前公共施設

管理業務委託 

随意契約金額の妥当性の検討につ 

いて 

  本事業は、随意契約により契約を

締結しているものの、他に 2社から

見積書を徴取し、契約価格の妥当性

を検討している。 

  ただ、有松駅前公共施設は、一体

の施設であるものの、以下の図にあ

るとおり、施設の管理者が異なるた

め、住宅都市局 緑都市整備事務所

と、緑政土木局 緑土木事務所が、

別々に、清掃・保守等の業務を契約

している。 

（図 略） 

  この点につき、随意契約金額検討

時に、名古屋市が作成している、金

額の設計内訳書を比較したところ、

以下の違いがあった。 

区分 

住宅都市

局 緑都

市整備事

務所の設

計内訳 

緑政土木

局 緑土

木事務所

の設計内

訳 

本件は、有松駅前公共施設が一体の

施設であるものの、施設の管理者が異

なるため、住宅都市局緑都市整備事務

所と、緑政土木局緑土木事務所が、

別々に業務を契約しており、両局で情

報共有が十分でなかったため、設計単

価が異なっておりました。 

 今回の指摘を受け、「有松駅前及び

鳴海南駅前公共施設管理業務委託」

（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月

31日まで）につきまして、緑政土木局

との間で「有松駅前公共施設の維持管

理に関する基本協定」及び「令和 3 年

度有松駅前公共施設の維持管理の費用

に関する協定」を結び、鳴海南駅前公

共施設の管理業務と合わせて、 3 か所

の委託業務を 1 つの契約とし、同様の

業務内容については、内容を精査した

うえで設計単価のすり合わせを行いま

した。 

 今後も設計単価の見直しを適宜行う

等、契約金額の妥当性の検討に努めて

まいります。 

（住宅都市局緑都市整備事務所）
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有松駅前 

エレベー

ターモニ

ター監視

（ 1月あ

たり） 

（税抜）

105,000円 

（税抜）

109,125円 

有松駅前 

エレベー

ター保守

点検 

（ 1月あ

たり） 

（税抜）

60,510円 

（税抜）

73,308円 

したがって、設計金額の内訳は、

必ずしも正確とは言い切れず、価格

交渉の余地があり、今後、契約時に

おいて、両局でのすり合わせが必要

であると考える。 

  また、上記以外の、清掃・保守・

監視業務についても、清掃面積等の

対象範囲は違うものの、両局で設計

単価が異なっていたため、これらも

併せて、両局でのすり合わせが必要

であると考える。 

第 7 

章 

第11 

3(2) 

ウ 

 3  有松駅前及び鳴海南駅前公共施設 

管理業務委託 

契約書における仕様書の整理につ 

いて 

  製本された契約書を確認したとこ

ろ、「業務遂行にあたっては別添仕

様書に従い履行するものとする。」

と記載されていたものの、製本の中

に仕様書が添付されていなかった。 

  契約書に「別添仕様書」と記載が

あるにもかかわらず、仕様書が添付

されていない状況は、事業の実施過

程において、委託業者とトラブルが

生じないとは言い難く、事業遂行を

円滑に行うため、委託業者との合意

に基づいた仕様書を添付する必要が

あると考える。 

本件は、契約書の精査が十分でなか

ったため、本来「別冊」と記載すべき

ところを「別添」と記載しておりまし

た（仕様書を別冊とする考え方は、

元々、国の「公共工事標準請負契約約

款」から来ており、別冊とする取扱い

自体が許容されないものではないと認

識しております。 ） 。  

今回の指摘を受け、「有松駅前及び

鳴海南駅前公共施設管理業務委託」

（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月

31日まで）の契約書における表記につ

いて見直しを行い、本市の契約におけ

る標準的な取扱いに準じ、「別添仕様

書」を「別冊の仕様書」としました。 

 今後も、契約書や仕様書等を適宜見

直し、適正な事務の執行に努めてまい

ります。 

  （住宅都市局緑都市整備事務所）
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第 7 

章 

第11 

3(2) 

エ 

 3  有松駅前及び鳴海南駅前公共施設

管理業務委託 

委託料の支払いについて 

  本事業の修繕業務のうち、照明灯

の交換については、委託業者が外注

業者に依頼し、当該外注費の実費

と、委託業者の一般管理費が、名古

屋市に請求され、支払われていた。 

 ここで、本事業の委託内容の中に

修繕業務が含まれており、委託料と

して定額を支払っているにも関わら

ず、追加で一般管理費を支払う根拠

を、担当部署に確認したところ、仕

様書には記載されていないとのこと

であった。 

  契約締結時に、仕様書の詳細につ

いて見直しが必要であると考える。 

 修繕業務は、照明灯の交換やタイル

の補修等であり、要した費用が契約期

間末日まで確定しないため、過去の実

績から算出した費用を概算で事前に委

託業者へ支払い、契約期間満了後、委

託業者から受領した請求書に基づいて

精算しておりますが、当該修繕業務に

おける一般管理費の取扱いが仕様書上

明確ではなかったため、今回の指摘を

受け、「有松駅前及び鳴海南駅前公共

施設管理業務委託」（令和 3 年 4 月 1

日から令和 4 年 3 月31日まで）の仕様

書に、以下の内容を追記いたしまし

た。 

「完了確認後、修繕補修に要した費

用（一般管理費含む）について、適法

な請求書を提出すること。」 

今後も、契約書や仕様書等を適宜見

直し、適正な事務の執行に努めてまい

ります。 

（住宅都市局緑都市整備事務所）

第 7 

章 

第12 

1(2) 

ア 

 1  有松駅前公共施設管理業務委託 

随意契約の理由について 

  随意契約理由書を確認したとこ

ろ、随意契約の理由は以下の記載が

なされていた。 

「下記業者（監査人注：委託業者）

は、有松駅前再開発ビルの管理者であ

り、同ビルの中央監視室にて監視業務

を行っている。当該地下通路及びエレ

ベーターは中央監視室内にあるモニタ

ーにより監視されているため、下記業

者でなければ対応することができな

い。 

よって、下記業者と地方自治法施行

令第 1 67条の 2 第 1 項第 2 号により随

意契約を締結したい。」 

この点につき、本事業では、清掃

業務も委託しているにも関わらず、

本件は、清掃業務について、保守・

監視業務と一体のものであるとの認識

から、随意契約理由の記載に明示して

おりませんでした。 

今回の指摘を受け、随意契約理由に

ついて、同様の管理業務委託を実施し

ている住宅都市局と再検討を行い、清

掃業務についても随意契約とする理由

を整理しました。 

（緑政土木局緑土木事務所）
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上記理由の記載には明示されていな

い。 

 清掃業務と保守・監視業務は一体

とは考えられず、上記理由をもって

清掃業務も随意契約とする理由には

あたらないため、検討が十分ではな

いと考える。 

なお、清掃業務と保守・監視業務

を切り離し、清掃業務については、

一般競争入札とすることも考えられ

る。 

ただ、清掃の状況については、担

当部署として、随時、確認している

とのことであり、監査人が、有松駅

前公共施設を視察した限りにおいて

も、きれいに清掃がなされていた。

価格競争による清掃業務の質の低

下のおそれは懸念されるところであ

り、本事業においては、むしろ、次

項の随意契約金額の妥当性の検討の

方が、より重要と考える。 

第 7 

章 

第12 

1(2) 

イ 

 1  有松駅前公共施設管理業務委託 

随意契約金額の妥当性の検討につ 

いて 

  本事業は、随意契約により契約を

締結しているものの、他に 2 社から

見積書を徴取し、契約価格の妥当性

を検討している。 

ただ、有松駅前公共施設は、一体

の施設であるものの、以下の図にあ

るとおり、施設の管理者が異なるた

め、住宅都市局 緑都市整備事務所

と、緑政土木局 緑土木事務所が、

別々に、清掃・保守等の業務を契約

している。 

（図 略） 

  この点につき、随意契約金額検討

時に、名古屋市が作成している、金

額の設計内訳書を比較したところ、

以下の違いがあった。 

本件は、緑政土木局と住宅都市局

が、別々に業務を契約しており、両局

で金額のすり合わせの必要性を認識し

ておりませんでした。 

今回の指摘を受け、同様な業務で設

計単価の異なっている内訳について

は、内容を精査したうえですり合わせ

を行い、協定を令和 3 年 4 月 1 日に締

結したうえで、両局の委託業務を 1 つ

の契約としました。 

（緑政土木局緑土木事務所）
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

区分 

住宅都市

局 緑都

市整備事

務所の設

計内訳 

緑政土木

局 緑土

木事務所

の設計内

訳 

有松駅前 

エレベー

ターモニ

ター監視

（ 1 月あ

たり） 

（税抜）

105,000円 

（税抜）

109,125円 

有松駅前 

エレベー

ター保守

点検 

（  1 月あ

たり） 

（税抜）

60,510円 

（税抜）

73,308円 

  したがって、設計金額の内訳は、

必ずしも正確とは言い切れず、価格

交渉の余地があり、今後、契約時に

おいて、両局でのすり合わせが必要

であると考える。 

  また、上記以外の、清掃・保守・

監視業務についても、清掃面積等の

対象範囲は違うものの、両局で設計

単価が異なっていたため、これらも

併せて、両局でのすり合わせが必要

であると考える。 

第 7 

章 

第16 

2(2) 

ア 

 2  名古屋市会本会議インターネット

中継配信機器構築業務(ＨＤカメ

ラ用配信機器)委託 

ハードウェア及びソフトウェアシ 

ステムの所有権について 

  本件業務は、令和元年度に実施し

た、名古屋市会本会議中継配信を行

うための議場ＨＤカメラに対応した

ハードウェア及びソフトウェアシス

テムの構築であるが、令和 2 年度

に、名古屋市会本会議中継配信の委

託業者が変更となったため、これに

あわせて、当該システムにかかる機

器等は、上記委託業者に回収されて

本件は、議場のインターネット中継

配信用のカメラをＨＤカメラに更新す

ることに伴い、ＨＤカメラに対応した

ハードウェア及びソフトウェアシステ

ムを契約期間中に構築し、保守運用す

ることを業務委託するものです。 

契約にあたり、機器等の所有権は委

託業者側に帰属するとの認識で業務委

託をする予定であったため、契約書上

に所有権の帰属について明示しており

ませんでした。 

 今回の指摘を受け、今後、同様の契

約を締結する際は、契約書に機器等の

所有権を明示してまいります。 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

いた。 

  この点につき、当該機器等の所有

権が、名古屋市に帰属するか、委託

業者に帰属するかについて、担当部

署に質問したところ、名古屋市に所

有権はないとのことであったが、契

約書上は明示されておらず、確認で

きなかった。 

  本来、機器等の所有権が、名古屋

市か委託業者の、どちらに帰属する

かは、契約書上、明示すべきであっ

たと考える。 

       （市会事務局調査課）

第 7 

章 

第16 

2(2) 

イ 

 2  名古屋市会本会議インターネット

中継配信機器構築業務(ＨＤカメ

ラ用配信機器)委託 

完了検査について 

 本件業務の完了検査は、少なくと

も本会議の最終開催日である令和 2

年 3 月17日以降でなければならない

が、令和 2 年 2 月12日に検査調書を

作成するとともに、委託業者からの

納品書に基づき、担当部署として納

品確認をしていた。 

  令和 2 年 2 月12日は、機器等の設

置作業完了日にすぎず、本来は、令

和 2 年 3 月17日以降の委託業務完了

時点において、委託業務完了報告書

の提出を求め、完了検査を実施すべ

きであったと考える。 

本件は、事務執行上の誤りで、検査

確認日が業務完了日ではなく、機器等

の設置作業完了日の日付となっており

ました。 

 今回の指摘を受け、改めて委託業者

より業務完了届を徴取し、業務完了日

である令和 2 年 3 月31日の日付で検査

調書を再作成いたしました。 

今後は、ご指摘のあった事項に留意

し、適切な事務執行に努めてまいりま

す。     （市会事務局調査課） 

第 7 

章 

第19 

7(2) 

 7  フルマルチ券売機の多言語対応業

務委託 

金入設計書の積算内訳について 

  金入設計書にある内訳書を確認し

たところ、次のとおりであった。 

項目 単位 金額 

設計費 一式 （記載省略） 

検証費 一式 （記載省略） 

作業費 一式 （記載省略） 

諸経費 一式 （記載省略） 

上記計  （記載省略） 

消費税等  （記載省略） 

本件は、人月を積み上げた積算の見

積もりを徴取しており、業務内容を精

査して積算としています。 

金入設計書においては人月の記載を

省略し、一式と記載していました。 

今回の指摘を受け、令和 3 年度契約

より、金入設計書においても、一式で

はなく、人月と単価を記載していま

す。       （交通局営業課） 
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番号 指摘（監査結果） 措置の内容 

相当

設計総額  （記載省略） 

  上記金入設計書はすべて単位が

「一式」となっており、詳細な内訳

の記載がなかった。 

  通常、システム設計等を行う場合

には詳細なフェーズを期間に応じて

設定し、ＳＥやプログラマーなどの

担当者がフェーズごとに何人必要か

といったところまで落とし込んで作

業に取り掛かるものと考える。 

  当該業務は実際の券売機での作業

を伴うため単純にシステム開発と同

列で考えることはできないものの、

基本的な業務の進め方は同様である

と考えられる。 

 また、金額的に多額であることか

ら工数（人数）に単価を乗じた形で

金入設計書を積み上げるべきと考え

る。 

  したがって、本件の金入設計書は

詳細な工数と単価を設けたうえで作

成すべきと考える。 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

  令和 3年11月 1日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  スーパースポーツゼビオ名古屋富田店 

  名古屋市中川区富田町大字榎津字西乗江 532番 3 ほか34筆 

 2 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

変更前 変更後 

名  称 
代表者の 
氏  名 

住  所 名  称 
代表者の 
氏  名 

住  所 

ＳＭＦＬみ
らいパート
ナーズ㈱ 

代表取締役
寺田 達朗

東京都千代
田区大手町
一丁目 5番
 1号 

変更なし 変更なし 東京都千代
田区丸の内
一丁目 3番
2号 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の

氏名 

変更前 変更後 

名  称 
代表者の 
氏  名 

住  所 名  称 
代表者の 
氏  名 

住  所 

ゼビオ㈱ 代表取締役
加藤 智治

福島県郡山
市朝日三丁
目 7番35号

変更なし 代表取締役
諸橋 友良

変更なし 
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3 変更の日 

(1) 設置者については、令和 3年 9月21日 

(2) 小売業者については、令和 3年 6月 1日 

4 変更した理由 

(1) 設置者については、住所変更のため 

(2) 小売業者については、代表者変更のため 

5 届出の日 

  令和 3年10月18日 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

    令和 3年11月 1日から令和 4年 3月 1日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 4年 3月 1日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

  令和 3年11月 1日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  シャンピアポート 

  名古屋市昭和区白金三丁目 601番地 

 2 変更した事項 

    大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏

名    

№
変更前 変更後 変更

年月
日 名  称 

代表者の
氏   名 

住  所 名  称
代表者の
氏  名

住  所

1 

㈱レアルパ
スコベーカ
リーズ 

代表取締役
盛田 淳夫

東京都目黒
区目黒本町
二丁目 1番
12号 

― ― ― 平成
27年
9月

22日

2 

㈱ユニクロ代表取締役
柳井 正 

山口県山口
市大字佐山
717番地 1

― ― ― 令和
3年
8月

27日

3 

― ― ― ㈱アイス 代表取締役
森下 惠治

名古屋市守
山区小幡中
二丁目15番
25号 

平成
27年
9月

22日

4 

― ― ― ㈱ニトリ 代表取締役
似鳥 昭雄

札幌市北区
新琴似七条
一丁目 2番
39号 

令和
3年
8月

27日
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5 

Ａｓ－ｍｅ
エステール
㈱

代表取締役
丸山 雅史

東京都港区
虎ノ門四丁
目 3番13号

エステール
ホールディ
ングス㈱ 

変更なし 変更なし 平成
30年
10月
1日

6 

藤久㈱ 代表取締役
後藤 薫徳

名古屋市名
東区高社一
丁目 210番
地

変更なし 代表取締役
堤 智章 

変更なし 令和
2年
7月
1日

7 

㈱澤屋 代表取締役
飯田 恭倭
知

愛知県海部
郡蟹江町大
字須成字門
屋敷下1362
番地

変更なし 代表取締役
飯田 崇比
古

変更なし 平成
29年
6月

22日

8 

㈱山文 代表取締役
奥村 明夫

名古屋市熱
田区伝馬三
丁目 2番 5
号

変更なし 代表取締役
奥村 幸由

名古屋市熱
田区伝馬三
丁目 2番18
号

令和
2年

10月
2日

9 

㈱しまむら代表取締役
野中 正人

さいたま市
北区宮原町
二丁目19番
4号 

変更なし 代表取締役
鈴木 誠 

さいたま市
大宮区北袋
町 一 丁 目
602番 1号

令和
3年
1月

25日

3 変更の日 

   2で既述 

4 変更した理由 

(1) № 1及び№ 2の小売業者については、退店のため 

(2) № 3及び№ 4の小売業者については、入店のため 

(3) № 5の小売業者については、名称変更のため 

(4) № 6及び№ 7の小売業者については、代表者変更のため 

(5) № 8及び№ 9の小売業者については、代表者及び住所変更のため 

5 届出の日 

  令和 3年10月 2日 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 
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7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

令和 3年11月 1日から令和 4年 3月 1日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 4年 3月 1日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出の公告 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 5条第 1項の規定により大

規模小売店舗の新設の届出がなされましたので、同条第 3項の規定により次の

とおり公告します。 

  令和 3年11月 1日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  レクサス覚王山 

  名古屋市千種区田代町四観音道東 116番23  ほか 4筆 

 2 大規模小売店舗を設置する者及びこの大規模小売店舗において小売業を行

う者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

 (1) 設置者 

名  称 代表者の氏名 住       所 

愛知トヨタ自動車

㈱ 

代表取締役 

山口 真史 

名古屋市昭和区高辻町 6番 8号 

 (2) 小売業者 

名  称 代表者の氏名 住       所 

愛知トヨタ自動車

㈱ 

代表取締役 

山口 真史 

名古屋市昭和区高辻町 6番 8号 

 3 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和 4年 6月27日 

 4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

   1,720平方メートル 
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 5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

 (1) 駐車場の収容台数 

   72台 

 (2) 駐輪場の収容台数 

   25台 

 (3) 荷さばき施設の面積 

   104.86平方メートル 

 (4) 廃棄物等の保管施設の容量 

    22.06立方メートル 

 6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

愛知トヨタ自動車

㈱ 

午前 9時00分 午後 7時00分      

 (2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

駐車場 駐車可能時間帯 

1階平面駐車場 午前 8時30分から午後 7時30分まで 

3階平面駐車場 

 (3) 駐車場の自動車の出入口の数 

    2箇所 

 (4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

   午前 8時00分から午後 5時00分まで 

 7 届出の日 

  令和 3年10月26日 

 8 届出書等の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

  千種区役所情報コーナー 
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 9 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

  令和 3年11月 1日から令和 4年 3月 1日まで。ただし、名古屋市の休日を

定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の

休日を除きます｡ 

  午前 8時45分から午後 5時00分まで 

10 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

11 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 4年 3月 1日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   職員の懲戒処分 

地方公務員法（昭和25年法律第 261号）の規定により、次の者を令和 3年11 

月 2日懲戒処分に付した。 

  令和 3年11月 2日 

名古屋市交通局長 小 林 史 郎  

所属及び補職名 処分の内容 処 分 理 由

交通局電車運輸主事 停職 3月 
地方公務員法第29条第 1項第 1号

及び第 3号 
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令和 3 年度教育委員会表彰（被表彰者名簿） 

名古屋市教育委員会表彰規則に基づき、令和 3 年11 月 3 日に次のとおり表彰

した。 

令和 3 年11 月 4 日 

名古屋市教育委員会 
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185名

学 校 名 氏　名 該当号数

名古屋市立宮根小学校 植村　実央 2

名古屋市立筒井小学校 安藤　千尋 2

名古屋市立東桜小学校 佐久間　和寧 2

名古屋市立矢田小学校 清水　愛華 2

名古屋市立明倫小学校 大関　結夏 2

名古屋市立清水小学校 馬場　絢音 2

名古屋市立東志賀小学校 林　果穂 2

名古屋市立楠小学校 小山　愛稀 2

名古屋市立西味鋺小学校 長瀬　みゆ 2

名古屋市立楠西小学校 中村　せら 2

名古屋市立宮前小学校 幸村　悠世 2

名古屋市立川中小学校 神野　隼澄 2

名古屋市立六郷北小学校 永濵　玲華 2

名古屋市立庄内小学校 三輪　修平 2

名古屋市立比良西小学校 吉永　昕雅 2

名古屋市立牧野小学校 河田　拓真 2

名古屋市立日比津小学校 石沼　希姫 2

名古屋市立八社小学校 三軒家　咲穂 2

名古屋市立橘小学校 谷川　結唯 2

名古屋市立老松小学校 松本　芽泉 2

名古屋市立正木小学校 田代　泰生 2

名古屋市立鶴舞小学校 杉田　楓香 2

令和3年度教育委員会表彰（被表彰者名簿）

1 優良児童生徒表彰（教育委員会表彰規則第3条）
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学 校 名 氏　名 該当号数

名古屋市立吹上小学校 金松　宗汰 2

名古屋市立八事小学校 白鳥　あこ 2

名古屋市立伊勝小学校 佐渡原　結萌 2

名古屋市立弥富小学校 白木　万里華 2

名古屋市立御劔小学校 毛利　友音 2

名古屋市立堀田小学校 五十嵐　礼 2

名古屋市立汐路小学校 森田　勝利 2

名古屋市立高田小学校 水谷　凛香 2

名古屋市立穂波小学校 細谷  琉斗 2

名古屋市立豊岡小学校 松谷　治宏 2

名古屋市立高蔵小学校 細間　愛奏 2

名古屋市立千年小学校 古川　柚姫 2

名古屋市立大宝小学校 林　正剛 2

名古屋市立八熊小学校 岡﨑　佳音 2

名古屋市立八幡小学校 山本　美月 2

名古屋市立荒子小学校 水島　一磨 2

名古屋市立篠原小学校 板谷　愛莉 2

名古屋市立豊治小学校 土方　瑞貴 2

名古屋市立千音寺小学校 小羽　萌叶 2

名古屋市立万場小学校 永田　颯汰朗 2

名古屋市立中島小学校 酒井　優羽 2

名古屋市立西前田小学校 小林　樹奈 2

名古屋市立小碓小学校 崔　希羽 2

名古屋市立稲永小学校 工藤　咲恵 2

名古屋市立正保小学校 栁原　望利 2

名古屋市立豊田小学校 稲田 佑月 2
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学 校 名 氏　名 該当号数

名古屋市立伝馬小学校 荒川　聡哉 2

名古屋市立桜小学校 木村　洸葵 2

名古屋市立宝小学校 稲熊　みゆ 2

名古屋市立大磯小学校 福岡　華梨 2

名古屋市立千鳥小学校 土井　琉史 2

名古屋市立宝南小学校 片野　桃香 2

名古屋市立鳥羽見小学校 浅野　羽麗 2

名古屋市立志段味東小学校 真柴　瑠花 2

名古屋市立苗代小学校 豊原　芽生 2

名古屋市立天子田小学校 沼野　紗季 2

名古屋市立平子小学校 蜂谷　陽菜 2

名古屋市立鳴子小学校 久野　真緒 2

名古屋市立大高小学校 田中　優那 2

名古屋市立片平小学校 福田　陸人 2

名古屋市立戸笠小学校 佐藤　拓実 2

名古屋市立太子小学校 西山　愛鈴 2

名古屋市立長根台小学校 藤野　陽葵 2

名古屋市立桶狭間小学校 片岡　バイネア　明来 2

名古屋市立相原小学校 稲葉　はな 2

名古屋市立徳重小学校 深川　祐衣 2

名古屋市立滝ノ水小学校 福島　侑大 2

名古屋市立大清水小学校 浅井　優杏 2

名古屋市立常安小学校 渡邉 和香 2

名古屋市立西山小学校  守　美妃 2

名古屋市立名東小学校 前田　鼓大郎 2

名古屋市立豊が丘小学校 三浦 菜梛 2
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学 校 名 氏　名 該当号数

名古屋市立平和が丘小学校 鈴木　真奈 2

名古屋市立前山小学校 酒井　小遥 2

名古屋市立植田小学校 植木　咲智 2

名古屋市立野並小学校 後　実優 2

名古屋市立しまだ小学校 小川　薰 2

名古屋市立山根小学校 川上　璃子 2

名古屋市立今池中学校 千葉　聖来 2

名古屋市立千種台中学校 平山　詩 2

名古屋市立若水中学校 新田　佳穂 2

名古屋市立千種中学校 川口　史花 2

名古屋市立あずま中学校 長井　柚奈 2

名古屋市立冨士中学校 山田　拓実 2

名古屋市立桜丘中学校 湯浅　智彩 2

名古屋市立矢田中学校 松田　賢一郎　レムエル 2

名古屋市立志賀中学校 山口　はるみ 2

名古屋市立北陵中学校 中島　涼花 2

名古屋市立大曽根中学校 森　彩葉 2

名古屋市立八王子中学校 山本　莉愛 2

名古屋市立楠中学校 中西　美月 2

名古屋市立北中学校 藤井　湖太郎 2

名古屋市立浄心中学校 濱崎　史揮 2

名古屋市立菊井中学校 近藤　万里愛 2

名古屋市立名塚中学校 村瀬　弘樹 2

名古屋市立山田中学校 小林  弘毅 2

名古屋市立山田東中学校 平八重　月貴 2

名古屋市立平田中学校 油井　喬衣 2
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学 校 名 氏　名 該当号数

名古屋市立豊国中学校 岡崎　乃野子 2

名古屋市立笈瀬中学校 磯部　可歩 2

名古屋市立御田中学校 岡田　玲奈 2

名古屋市立豊正中学校 鬼頭　ひかり 2

名古屋市立黄金中学校 加藤　小梅 2

名古屋市立日比津中学校 杉原　克昌 2

名古屋市立前津中学校 石脇　遥 2

名古屋市立丸の内中学校 山本　優凪 2

名古屋市立伊勢山中学校 関口　舞 2

名古屋市立桜山中学校 中澤　嬉乃 2

名古屋市立北山中学校 福島　航太郎 2

名古屋市立川名中学校 大森　瑛仁 2

名古屋市立円上中学校 加藤　理久 2

名古屋市立駒方中学校 間宮　隆太郎 2

名古屋市立田光中学校 伊藤　充都 2

名古屋市立瑞穂ヶ丘中学校 後藤　望佑 2

名古屋市立萩山中学校 武田　知子 2

名古屋市立汐路中学校 野村　梨乃 2

名古屋市立津賀田中学校 後藤　柚希 2

名古屋市立沢上中学校 浅川　俊介 2

名古屋市立宮中学校 小川　芽依 2

名古屋市立日比野中学校 福永　ゆり 2

名古屋市立一色中学校 小川　晴生 2

名古屋市立長良中学校 伊藤　遼乃 2

名古屋市立山王中学校 渡邊　美優 2

名古屋市立一柳中学校 小林　真希 2

121



学 校 名 氏　名 該当号数

名古屋市立八幡中学校 石橋　佳帆乃 2

名古屋市立昭和橋中学校 河合　涼太 2

名古屋市立富田中学校 濵田　こうな 2

名古屋市立はとり中学校 二村　柊次 2

名古屋市立供米田中学校 中出　柚己 2

名古屋市立高杉中学校 坪井　そら 2

名古屋市立港南中学校 扇本　章月姫 2

名古屋市立港北中学校 杉谷　麻衣 2

名古屋市立東港中学校 加藤　結楽 2

名古屋市立南陽中学校 久米　七海 2

名古屋市立宝神中学校 福島　瑞稀 2

名古屋市立当知中学校 山本　藍海 2

名古屋市立港明中学校 岡田　あおい 2

名古屋市立南陽東中学校 山元　将翔 2

名古屋市立本城中学校 舟橋　清華 2

名古屋市立新郊中学校 松川　結乃丞 2

名古屋市立桜田中学校 森　翔優 2

名古屋市立大江中学校 門司 美悠 2

名古屋市立明豊中学校 今村　莉菜 2

名古屋市立名南中学校 馬渕　愛 2

名古屋市立南光中学校 イワン　ハティージャ 2

名古屋市立守山中学校 石原　七海 2

名古屋市立守山東中学校 細井　大蔵 2

名古屋市立守山西中学校 デラクルス アイコ ムテア 2

名古屋市立志段味中学校 小林　由奈 2

名古屋市立大森中学校 松井　光 2
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学 校 名 氏　名 該当号数

名古屋市立守山北中学校 岩﨑　彩音 2

名古屋市立森孝中学校 原　菜摘 2

名古屋市立吉根中学校 百瀬　来望 2

名古屋市立鳴海中学校 大谷　菜伊亜 2

名古屋市立大高中学校 堀内　梨花 2

名古屋市立有松中学校 井上　瞳 2

名古屋市立鳴子台中学校 鈴木　雄二郎 2

名古屋市立東陵中学校 久保　心乃 2

名古屋市立千鳥丘中学校 峯山　陽向 2

名古屋市立神沢中学校 山中　美憂 2

名古屋市立扇台中学校 尾崎　愛美 2

名古屋市立滝ノ水中学校 吉田　英世 2

名古屋市立左京山中学校 村上　文香 2

名古屋市立鎌倉台中学校 小林　美奈 2

名古屋市立神の倉中学校 河野　結惟子 2

名古屋市立猪高中学校 江口　花和 2

名古屋市立神丘中学校 小山　慧 2

名古屋市立高針台中学校 鈴木　悠乃 2

名古屋市立猪子石中学校 墨　太志郎 2

名古屋市立藤森中学校 川崎　琴葉 2

名古屋市立牧の池中学校 清水　源 2

名古屋市立上社中学校 村木　佑衣 2

名古屋市立天白中学校 加藤　美桜 2

名古屋市立御幸山中学校 藤原　瑛峯 2

名古屋市立平針中学校 長嶺　果凛 2

名古屋市立南天白中学校 山田　蒼澄 2
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学 校 名 氏　名 該当号数

名古屋市立植田中学校 長谷川　凛奈 2

名古屋市立原中学校 細江　真央 2

名古屋市立西養護学校 太田　凌人 2

名古屋市立守山養護学校 吉崎　敬太 2

名古屋市立天白養護学校 濵田　頼 2

名古屋市立中央高等学校 武内　竜二 2

名古屋市立中央高等学校 稲葉　勇貴 2
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85団体

学 校 名 団 体 名 該当号数

名古屋市立内山小学校 内山小学校児童会 4

名古屋市立大和小学校 大和小学校児童会 4

名古屋市立富士見台小学校 富士見台小学校代表委員会 4

名古屋市立千代田橋小学校 千代田橋小学校代表委員会 4

名古屋市立山吹小学校 山吹小学校代表委員会 4

名古屋市立東白壁小学校 東白壁小学校代表委員会 4

名古屋市立砂田橋小学校 砂田橋小学校児童会 4

名古屋市立飯田小学校 飯田小学校児童会 4

名古屋市立大杉小学校 大杉小学校代表委員会 4

名古屋市立名北小学校 名北小学校環境委員会 4

名古屋市立金城小学校 金城小学校代表委員会 4

名古屋市立城北小学校 城北小学校代表委員会 4

名古屋市立光城小学校 光城小学校児童会 4

名古屋市立六郷小学校 六郷小学校児童会 4

名古屋市立味鋺小学校 味鋺小学校代表委員会 4

名古屋市立如意小学校 如意小学校児童会 4

名古屋市立 小学校  小学校代表委員会 4

名古屋市立榎小学校 榎小学校児童会 4

名古屋市立なごや小学校 なごや小学校児童会 4

名古屋市立栄生小学校 栄生小学校代表委員会 4

名古屋市立児玉小学校 児玉小学校児童会 4

名古屋市立枇杷島小学校 枇杷島小学校児童会 4

名古屋市立南押切小学校 南押切小学校児童会 4

名古屋市立稲生小学校 稲生小学校児童会 4

名古屋市立平田小学校 平田小学校計画委員会 4

2 優良児童生徒団体表彰（教育委員会表彰規則第4条）
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学 校 名 団 体 名 該当号数

名古屋市立比良小学校 比良小学校児童会 4

名古屋市立大野木小学校 大野木小学校児童会 4

名古屋市立浮野小学校 浮野小学校代表委員会 4

名古屋市立中小田井小学校 中小田井小学校児童会 4

名古屋市立豊臣小学校 豊臣小学校児童会 4

名古屋市立稲葉地小学校 稲葉地小学校児童会 4

名古屋市立稲西小学校 稲西小学校代表委員会 4

名古屋市立名城小学校 名城小学校代表委員会 4

名古屋市立御園小学校 御園小学校６年生 4

名古屋市立平和小学校 平和小学校児童会 4

名古屋市立大須小学校 大須小学校代表・企画委員会 4

名古屋市立松栄小学校 松栄小学校代表委員会 4

名古屋市立御器所小学校 御器所小学校代表委員会 4

名古屋市立広路小学校 広路小学校代表委員会 4

名古屋市立白金小学校 白金小学校児童会 4

名古屋市立瑞穂小学校 瑞穂小学校集会委員会 4

名古屋市立井戸田小学校 井戸田小学校児童会 4

名古屋市立陽明小学校 陽明小学校代表委員会 4

名古屋市立旗屋小学校 旗屋小学校児童会 4

名古屋市立白鳥小学校 白鳥小学校代表委員会 4

名古屋市立露橋小学校 露橋小学校代表委員会 4

名古屋市立愛知小学校 愛知小学校児童会 4

名古屋市立昭和橋小学校 昭和橋小学校児童会 4

名古屋市立戸田小学校 戸田小学校児童会 4

名古屋市立春田小学校 春田小学校児童会 4

名古屋市立東築地小学校 東築地小学校児童会 4

名古屋市立中川小学校 中川小学校給食委員会 4
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学 校 名 団 体 名 該当号数

名古屋市立西築地小学校 西築地小学校児童会 4

名古屋市立南陽小学校 南陽小学校児童会 4

名古屋市立東海小学校 東海小学校児童会 4

名古屋市立野跡小学校 野跡小学校児童会 4

名古屋市立神宮寺小学校 神宮寺小学校児童会 4

名古屋市立福春小学校 福春小学校代表委員会 4

名古屋市立呼続小学校 呼続小学校児童会 4

名古屋市立春日野小学校 春日野小学校代表委員会 4

名古屋市立笠東小学校 笠東小学校児童会 4

名古屋市立廿軒家小学校 廿軒家小学校児童会 4

名古屋市立白沢小学校 白沢小学校児童会 4

名古屋市立二城小学校 二城小学校体育リーダー会 4

名古屋市立森孝東小学校 森孝東小学校児童会 4

名古屋市立森孝西小学校 森孝西小学校保健委員会 4

名古屋市立西城小学校 西城小学校代表委員会 4

名古屋市立大森北小学校 大森北小学校代表委員会 4

名古屋市立下志段味小学校 下志段味小学校児童会 4

名古屋市立緑小学校 緑小学校６年生 4

名古屋市立黒石小学校 黒石小学校６年生 4

名古屋市立桃山小学校 桃山小学校児童会 4

名古屋市立猪高小学校 猪高小学校児童会 4

名古屋市立蓬来小学校 蓬来小学校代表委員会 4

名古屋市立引山小学校 引山小学校児童会 4

名古屋市立天白小学校 天白小学校体育委員会 4

名古屋市立八事東小学校 八事東小学校児童会 4

名古屋市立平針小学校 平針小学校児童会 4

名古屋市立表山小学校 表山小学校児童会・代表委員 4
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学 校 名 団 体 名 該当号数

名古屋市立平針南小学校 平針南小学校代表委員会 4

名古屋市立相生小学校 相生小学校児童会 4

名古屋市立大坪小学校 大坪小学校企画委員会 4

名古屋市立平針北小学校 平針北小学校児童会 4

名古屋市立植田東小学校 植田東小学校児童会 4

名古屋市立城山中学校 城山中学校生徒会 4

名古屋市立振甫中学校 振甫中学校生徒会執行部 4

名古屋市立若葉中学校 若葉中学校生徒会 4

名古屋市立天神山中学校 天神山中学校生徒会 4

名古屋市立助光中学校 助光中学校生徒会 4
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3 優良教職員表彰（教育委員会表彰規則第2条）

18名

学　　　校　　　名 氏　名 該当号数

名古屋市立若水中学校 茅原　正枝 1

名古屋市立名北小学校 福田　理佳 1

名古屋市立金城小学校 坂井　真寿美 1

名古屋市立枇杷島小学校 木全　友美 1

名古屋市立浄心中学校 富田　直美 1

名古屋市立御劔小学校 大西　明子 1

名古屋市立船方小学校 川添　智子 1

名古屋市立昭和橋小学校 山口　克代 1

名古屋市立荒子小学校 浅野　直美 1

名古屋市立明豊中学校 冨山　美乃 1

名古屋市立森孝東小学校 髙木　裕子 1

名古屋市立西城小学校 齋藤　克彦 1

名古屋市立桃山小学校 水谷　由理 1

名古屋市立滝ノ水小学校 梶野　ゆかり 1

名古屋市立神丘中学校 原田　和子 1

名古屋市立上社中学校 田中　一郎 1

名古屋市立植田東小学校 櫻井　恵子 1

名古屋市立西陵高等学校 野中　律子 1
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4 優良保健関係者表彰（教育委員会表彰規則第2条）

5名

学 校 名 職　名 氏　名 該当号数

名古屋市立小幡小学校
名古屋市立吉根中学校

学校医 稗田　信之 1

名古屋市立穂波小学校
名古屋市立堀田小学校
名古屋市立白鳥小学校
名古屋市立宮中学校
名古屋市立南養護学校
名古屋市立南養護学校分校

学校医（眼科） 長屋　祥子 1

名古屋市立志賀中学校 学校医（耳鼻咽喉科）土井　清孝 1

名古屋市立田光中学校 学校歯科医 勝瀬　佐和子 1

名古屋市立児玉小学校
名古屋市立西陵高等学校

学校薬剤師 長谷川　摂子 1
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5 優良社会教育関係者表彰（教育委員会表彰規則第4条）

6名

氏　名 該当号数

山田　淑子 3

熊田　光男 3

清水　浩子 3

束村　博子 3

森川　金一 3

藤原　良二 3守山区スポーツ推進委員連絡協議会　会長

団　　　体　　　名

名古屋市地域女性団体連絡協議会　会計

元ＮＰＯ法人生涯学習ネットワーク中部　理事長

名古屋市立小中学校ＰＴＡ協議会　相談役

元名古屋市体育協会　副会長
熱田区体育協会　会長
熱田区スポーツ推進委員連絡協議会　会長

元名古屋市科学館協議会　副会長
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